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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

1）建学の精神（基本理念） 

札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部は、以下の建学の精神（基本理念）を掲げてい

る。 

札幌大谷大学、札幌大谷大学短期大学部は、その名の通り京都「大谷」の地に埋葬された

日本仏教の大成者、親鸞聖人（1173 年～1262 年）のみ教えを建学の精神にしています。こ

れはまた 1906 年（明治 39 年）、北海道初の私立高等女学校を設立した札幌大谷学園の伝統

に由来しています。 

親鸞聖人は、自らの凡夫性にいち早く目覚めて「悪人親鸞」と名乗り、無条件に我々すべ

てに掛けられている大いなる願いを拠所としない限り、生死の道を克服して意味ある一生を

生き切ることはできないことを発見されたのです。 

その願いに基づく我々の学園は、「生き切れない命は一つもない」という理念により、すべ

ての人間に開かれた学園であり、同時にそこでは、一人も取りこぼさない教育、選別をしな

い教育、裁かない教育が展開されて、自発性・自律性に富んだ学生が育まれるはずです。そ

して教職員も共に学び、教育支援の誠を尽くすのです。 

こういった教育観に立脚して、音楽学科、美術学科では、内面からあふれ出る表現のエネ

ルギーをさまざまな手法において発揮し、すべての人々を幸せにする芸術家を育成しようと

し、地域社会学科では、地域社会に貢献しうる心身豊かな社会人を、そして、保育科におい

ては、未来を築く子どもたちのための保育者・教育者を、真に育成したいと願っています。 

 

2）使命・目的 

「札幌大谷大学 学則」第 1 条に定めるとおり、札幌大谷大学（以下「本学」という。）

の目的は、「教育基本法、学校教育法及び私立学校法の定めるところに従い、且つ宗祖親鸞

聖人が開顕された本願念仏の大道による仏法と人を重んずる宗教教育を基調とし、情操教

育をほどこし、豊かな教養と実際に即した専門の知識及び技能を修得させること」にある。 

すなわち、仏教精神に基づく人間教育を基盤としながら、音楽・美術と地域社会に関わ

る専門知識及び技能を修得させることが本学の社会的使命である。 

 

3）大学の個性・特色 

本学は、人間の本質に関わる三つの分野－人間を育てる「保育」、人生を豊かにする「芸

術（音楽・美術）」、そして人々をつなげる「社会」を専門的に学ぶことのできる個性的な

大学として、様々な社会・教育組織と連携しながら、北海道の発展に独自に貢献してきた。

本学の特色ある学科編成を生かした全学的カリキュラムも充実しており、「初年次教育・情

報リテラシー」では全学部の新入生が互いの専門分野を一緒に学び、「副専攻制度」では他

の学部・学科の授業を受講して単位や修了証を取得することができる。 

本学は、カリキュラムの中での実技系の演習やアクティブ・ラーニングをはじめとして

企業でのインターンシップ制度やキャリア支援プログラムも充実しており、就職率の高さ

と就職できる分野の幅広さについても評価を得ているところである。公務員試験対策や各

種資格取得のための対策講座はもちろん、音楽や美術のコンクールやコンペティション、

それに地域社会でのボランティア活動などをとおして、卒業後の進路に直接役立つ実力を

在学中から身につけることができる。 
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Ⅱ．沿革と現況 

1．本学の沿革 

明治39(1906)年 4月 1日 私立北海女学校創立 初代校長 清川円誠 

校地、札幌市南 6 条西 7 丁目（現中央区南 6 条西 7 丁目） 

明治43(1910)年 4月 1日 私立北海高等女学校に組織変更 

大正11(1922)年 9月 1日 現校地、札幌市東区北 16 条東 9 丁目（当時、札幌村仲通）に移転 

大正12(1923)年 4月 1日 私立の冠を削除して、校名を北海高等女学校に改称 

昭和19(1944)年 3月31日 財団法人北海高等女学校に組織変更 

昭和22(1947)年 4月 1日 北海高等女学校併置中学校を開設 

昭和23(1948)年 2月 1日 札幌大谷学園設立 

昭和23(1948)年 4月 1日 学制改革により、北海高等女学校を札幌大谷高等学校と改称 

学制改革により、北海高等女学校併置中学校を札幌大谷高等学校

附設中学校と改称 

昭和26(1951)年 3月 1日 学校法人札幌大谷学園に組織変更 

昭和30(1955)年 4月 1日 札幌大谷高等学校附属幼稚園開園 

昭和36(1961)年 4月 1日 札幌大谷短期大学（保育科）開設 

札幌大谷高等学校附設中学校を札幌大谷高等学校附属中学校に改

称 

昭和39(1964)年 4月 1日 札幌大谷短期大学（音楽科、美術科）を増設 

幼稚園を札幌大谷短期大学附属幼稚園とする 

昭和41(1966)年 4月 1日 短期大学専攻科 音楽専攻、美術専攻を設置 

昭和54(1979)年 4月 1日 短期大学専攻科 保育専攻を増設 

平成 9(1997)年 4月 1日 保育士養成課程を設置 

平成12(2000)年 4月 1日 短期大学専攻科を 2 年制に改める 

大学評価・学位授与機構より認定を受け、学士の学位取得可能とな

る 

平成18(2006)年 4月 1日 札幌大谷大学（音楽学部音楽学科）開設 

平成19(2007)年 4月 1日 札幌大谷短期大学を札幌大谷大学短期大学部へ名称変更 

札幌大谷短期大学附属幼稚園を札幌大谷大学附属幼稚園に名称変

更 

平成21(2009)年 3月31日 札幌大谷大学短期大学部専攻科音楽専攻廃止 

平成22(2010)年 4月 1日 札幌大谷大学短期大学部保育科及び美術科を男女共学とする 

平成24(2012)年 4月 1日 札幌大谷大学音楽学部を芸術学部に名称変更 

札幌大谷大学芸術学部美術学科を増設 

札幌大谷大学社会学部地域社会学科を増設 

平成25(2013)年 3月31日 札幌大谷大学短期大学部音楽科・美術科・専攻科美術専攻廃止 

平成28(2016)年 4月 1日 芸術学部音楽学科・美術学科編入学定員の廃止 

平成28(2016)年10月12日 学校法人札幌大谷学園開学 110 周年記念式典を挙行 
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2．本学の現況 

・大学名 

札幌大谷大学 

 

・所在地 

北海道札幌市東区北 16 条東 9 丁目 1 番 1 号 

 

・学部構成 

芸術学部 音楽学科、美術学科 

社会学部 地域社会学科 

 

・学生数、教員数、職員数（令和 6(2024)年 5 月 1 日現在） 

学生数                                  （人） 

学部 学科 
入学 

定員 

収容 

定員 

在籍学生数 

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 計 

芸術学部 
音楽学科 60 240 51 64 61 59 235 

美術学科 60 240 62 72 77 64 275 

社会学部 地域社会学科 70 280 56 72 60 59 247 

合計 190 760 169 208 198 182 757 

 

教員数                                  （人） 

学部 学科 教授 准教授 講師 助教 合計 助手 兼任 

芸術学部 
音楽学科 12 3 0 0 15 0 118 

美術学科 9 2 5 0 16 0 40 

社会学部 地域社会学科 6 3 4 0 13 0 48 

合計 27 8 9 0 44 0 206 

 

職員数                                  （人） 

正職員 
嘱託職員 

（フルタイム） 

嘱託職員 

（パートタイム） 
派遣職員 合計 

33 12 9 0 54 

※法人本部及び札幌大谷大学短期大学部を含む 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1．使命・目的及び教育目的の設定 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

1-1-③ 個性・特色の明示 

1-1-④ 変化への対応 

（1）1－1の自己判定 

基準項目 1－1 を満たしている。 

 

（2）1－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

札幌大谷大学（以下「本学」という。）は、「札幌大谷大学 学則（以下「学則」という。）」

第 1 条に目的及び教育研究上の目的をそれぞれ具体的に明文化し、図表 1-1-1 のとおり定

めている。【資料 1-1-1】 

 

図表 1-1-1 本学の目的及び教育研究上の目的 

（目 的） 

第 1 条 札幌大谷大学（以下「本学」という。）は、教育基本法、学校教育法及び私立学校法の定めるとこ

ろに従い、且つ宗祖親鸞聖人が開顕された本願念仏の大道による仏法と人を重んずる宗教教育を基調と

し、情操教育をほどこし、豊かな教養と実際に即した専門の知識及び技能を修得させることを目的とす

る。 

2 本学の学部・学科の教育研究上の目的は、次のとおりとする。 

⑴ 芸術学部音楽学科は、正統的演奏技能教育と歴史学的音楽学的教養教育を通して、音楽文化の普遍

的価値に対する深い造詣を修得し、我が国そして北海道音楽文化の次代の担い手を養成することを目

的とする。 

⑵ 芸術学部美術学科は、美術における専門的な知識や表現技術に関する教育を通して、美術文化の普

遍的価値に関する造詣を修得し、北海道美術文化の次代の担い手を養成することを目的とする。 

⑶ 社会学部地域社会学科は、地域社会に貢献できる心身豊かな人材育成を理念としつつ、地域を愛し、

地域を学び、地域を支える意識を醸成しながら、地域で活躍する人材の基盤づくりを目的とする。 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

本学は、基準 1-1-①で示したとおり、本学の目的及び教育研究上の目的をそれぞれ学則

に定め、わかりやすく簡潔に文章化して「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 ガバ

ナンス・コード（以下「ガバナンス・コード」という。）」及び大学ホームページ等に掲載

している。【資料 1-1-2】 

 

1-1-③ 個性・特色の明示 

学校法人札幌大谷学園（以下「法人」という。）は、明治 39(1906)年に北海道初の私立高

等女学校として創立され、令和 6(2024)年度で 118 年目を迎えた。北海道内の私学として

長い歴史と伝統をもっている。 

本学は、併設する札幌大谷大学短期大学部（以下「短期大学部」という。）とともに、人
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間の本質に関わる三つの分野－人間を育てる「保育」、人生を豊かにする「芸術（音楽・美

術）」、そして人々をつなげる「社会」を、専門的に学ぶことのできる個性的な大学として、

さまざまな社会・教育組織と連携しながら、北海道の発展に独自に貢献している。【資料 1-

1-3】 

本学は、目的及び教育研究上の目的に、本学の個性・特色を反映し、明示している。 

なお、本学における音楽学科、美術学科、地域社会学科のそれぞれの個性・特色は、以

下のとおりである。 

 

・芸術学部音楽学科 

音楽学科の個性・特色は、北海道唯一の音楽学科として、多様な専門実技を網羅しつ

つ、それらの正統的な実技教育を行うこと及び音楽文化についての教養教育を通じて、

技術教育のみに偏らない総合的な音楽教育を行うことにある。演奏家・作曲家のみなら

ず、音楽指導者や音楽療法士等を含めた社会や地域に貢献する人材を育成していること

も音楽学科の個性・特色である。 

 

・芸術学部美術学科 

美術学科の個性・特色は、「油彩」「日本画」「版画」「立体」「写真・映像・メディアア

ート」「グラフィック・イラスト」「情報・プロダクトデザイン」「ファッション・デジタ

ルファブリケーション」の八つの幅広い専攻を網羅していることにある。1、2 年次では

全ての専攻の「基礎的な知識」を修得し、3 年次からは各専攻に分かれ、「専門的な知識」

と「表現技術」の確実な修得を重視している。さらに、4 年次では創造的な思考と芸術

的な感性を磨くことで創作・社会・教育の幅広い分野で活躍できる人材を育成している。 

 

・社会学部地域社会学科 

地域社会学科の個性・特色は、現代の多様な社会的課題を捉えなおし、その解決を社

会学的視点から探究することで内発的に地域に貢献できる人材を育成することにある。

学生全員がボランティアとフィールドワークに参加するとともに、正課科目にある「イ

ンターンシップ実習」を経験することで社会的汎用的スキルを培い、良好な就職実績に

つなげている。社会学を主軸にしながら、個々の志向性を明確に意識するための四つの

履修モデルコースを提示し、入学年次から卒業まで全員が少人数制ゼミに所属すること

で学修面、生活面において不安なく学べる環境を整えている。 

 

本学は、目的及び教育研究上の目的を遂行するために、音楽学科、美術学科、地域社会

学科のそれぞれの教育目標を図表 1-1-2 のとおり示している。 
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図表 1-1-2 教育目標 

学部・学科 教育目標 

芸術学部 

音楽学科 

芸術学部音楽学科は、本学学則第 1 条第 2 項第 1 号に定める目的を達成するため、以下

を教育目標とする。 

1 西洋音楽に関わる演奏・創作・教育・研究の多様な分野において、北海道ひいては我

が国の音楽文化の発展を担う人材を育成する。 

2 演奏技能教育のみならず専門教養教育を重視し、音楽文化の普遍的価値に対する深い

造詣をもった音楽家、教育者、研究者を育成する。 

芸術学部 

美術学科 

芸術学部美術学科は、本学学則第 1 条第 2 項第 2 号に定める目的を達成するため、以下

を教育目標とする。 

1 美術やデザインに関わる創作・教育・研究の各領域における多様な分野において、北

海道ひいては我が国の芸術、文化の発展に寄与貢献する人材を育成する。 

2 技術のみならず知識や教養を重視し、芸術・文化の普遍的価値に対する深い造詣をも

った美術家、デザイナー、教育者、研究者らを育成する。 

社会学部 

地域社会学科 

社会学部地域社会学科は、本学学則第 1 条第 2 項第 3 号に定める目的を達成するため、

以下を教育目標とする。 

1 地域社会の内発的な発展を担う人材を育成する。 

2 民間部門及び公共部門において、地域発展の中核を担うための行動力と実践力を備え

た人材を育成する。 

3 「地域を愛し、地域を学び、地域を支える」という意識を基本に、キャリア教育を内

包した実践的な教育を行う。 

 

1-1-④ 変化への対応 

学長は、令和 5(2023)年度の教授会において本学の目的及び教育研究上の目的を現在の

社会情勢などに対応し、見直しをする必要性について意見を聴いている。結論、現状は見

直しをする必要性はないということで学長決定したが、令和 6(2024)年度以降も常に社会

情勢等の変化に対応できるよう努めることになった。【資料 1-1-4】 

なお、本学は社会情勢の変化に応じる動きとして、具体的なカリキュラムについて検討

するために令和 3(2021)年度から令和 4(2022)年度にかけて学長のリーダーシップのもと

「教育の内部質保証ワーキンググループ（以下「教育質保証 WG」という。）」を設置した。

教育質保証 WG は、内部質保証会議の下部組織として時代のニーズに応じたカリキュラム

の改編について学科横断的な協議を行っている。教育質保証 WG より提案された内容は、

学内の会議体を経て決定し、学則の一部改正により令和 5(2023)年度入学生から新カリキ

ュラムを導入してすすめている。【資料 1-1-5】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 1-1-1】（076）大学 学則 

【資料 1-1-2】大短 ガバナンス・コード 

【資料 1-1-3】2025 年度大学案内（P.6 学長メッセージから引用） 

【資料 1-1-4】合同教授会議事録（2023 年 12 月 20 日審議事項 3） 

【資料 1-1-5】教育の内部質保証ワーキンググループ議事録 

 

（3）1－1の改善・向上方策（将来計画） 

本学が策定した「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 ガバナンス・コード（以下
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「ガバナンス・コード」という。）」には、第 1 章に「私立大学の自主性・自律性（特色あ

る運営）の尊重」としてガバナンス・コードは、本学が建学の精神に基づく、私立大学と

しての使命を果たしていくために、適切なガバナンスを確保して、時代の変化に対応した

大学づくりを進めることを宣言している。本学は、ガバナンス・コードの策定に合わせ、

ガバナンス・コードの適合（遵守）状況を教授会及び理事会等で点検する。本学の目的及

び教育研究上の目的の改善及び見直しについては、社会情勢等の急激な変化や少子高齢化

といった社会的課題に向けて、令和 7(2025)年度からの新たな中長期計画を将来計画とし

て策定する。 

 

1－2．使命・目的及び教育目的の反映 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

1-2-② 学内外への周知 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－2の自己判定 

基準項目 1－2 を満たしている。 

 

（2）1－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

学則に定める目的及び教育研究上の目的等の策定や見直しに当たっては、学長が教授会

等の意見を聴いてすすめることから教職員の理解と支持を得ている。 

また、学長は理事会等で役員に説明し、意見交換することから役員の理解と支持を得て

いる。以上により役員及び教職員は、教授会又は理事会等主要な会議体の場において関与・

参画している。 

 

1-2-② 学内外への周知 

学則に定める目的及び教育研究上の目的等は、大学ホームページをはじめ学内に設置し

ている学長専用掲示板ほかで周知している。 

教職員は、年度始めの「FD(Faculty Development)・SD(Staff Development)研修会」

において説明を受け、建学の精神をはじめ目的及び教育研究上の目的等の理解を深めてい

る。【資料 1-2-1】 

学長は、年度始めの第 1 回教授会において学長のリーダーシップのもと、目的及び教

育研究上の目的等を説明のうえ周知している。【資料 1-2-2】 

新入生は、入学式及び 1 年前期開講の必修科目「初年次教育・情報リテラシー」の初

回の授業で学長自ら説明のうえ周知している。【資料 1-2-3】【資料 1-2-4】 

法人は、図表 1-2-1 のとおり「札幌大谷学園花まつり法要」「御正忌同朋の会」「同朋の

会」といった建学の精神に基づく行事を定期的に開催して、親鸞聖人のみ教えをより深く

理解するための機会を設けている。【資料 1-2-5】【資料 1-2-6】 

学外への周知は、大学ホームページと大学案内のほか、各学科の教員や入試広報課職員
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によって年度ごとに北海道内の高等学校への訪問計画が立てられ、教職員が直接、本学の

目的及び教育研究上の目的を説明することに努めている。 

 

図表 1-2-1 建学の精神に基づく行事 

行事名 内容 

入学式及び学位記・修了証書授与式 仏教讃歌による式次第に則って進行する。 

札幌大谷学園花まつり法要 

釈尊の誕生を祝福する法会。毎年 5 月に学生が参加（附属幼稚園、

中学校、高校の生徒も参加）し、仏教讃歌の斉唱や法話をとおして、

建学の精神について学ぶ。 

御正忌同朋の会 

宗祖親鸞聖人の恩徳に感謝し報いるために開かれる浄土真宗の伝統

的な行事。毎年 10 月、全教職員・学生が仏教讃歌による式次第に則

り、法話を聴聞する。 

札幌大谷学園修正会法要 

新年を迎えるにあたり、建学の精神に立脚し、ご本尊の尊前にて、仏

恩報謝の思いをもって新しい年にのぞむ仏事。 

（毎年 1 月実施、教職員対象） 

同朋の会 

親鸞聖人のご命日（28 日）に合わせて、宗教教育担当主幹の下、同

朋新聞（真宗大谷派の機関紙）の輪読を行い、親鸞聖人の生涯やみ教

えについて学ぶ。 

（毎月 1 回実施、教職員対象、参加は任意） 

 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

本学の目的及び教育研究上の目的は、その実現に向けて「学校法人札幌大谷学園 中長

期計画（以下「中長期計画」という。）」へ反映している。中長期計画は、令和 2(2020)年度

から令和 6(2024)年度までの 5 か年について「札幌大谷学園 グランドデザイン（以下「グ

ランドデザイン」という。）」及び「学校法人札幌大谷学園 経営改善計画等（以下「経営

改善計画等」という。）」として進めている。特に経営改善計画等は、経営基盤の安定確保

を図ることを最重要課題としている（基準 5-1-②参照）。 

 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

本学の目的及び教育研究上の目的は三つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュ

ラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）に反映している。本学全体の三つのポリシ

ーを上位概念とし、各学科では日々の教育実践の中で教育内容に合わせて具体化している。 

なお、本学は令和 4(2022)年度に学修者本位の教育をより重視するとともに、本学の建

学の精神及び目的及び教育研究上の目的との整合性の観点から三つのポリシーの見直しを

行い、令和 5(2023)年度に一部改定した。 

 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

本学の教育研究組織は、芸術学部は音楽学科と美術学科、社会学部は地域社会学科とい

う 2 学部 3 学科で構成している。図表 1-2-2 のとおり、各学科において専門的な技術・知

識が高められるように教育研究組織が構成され、芸術における人間性や地域社会への貢献

を重んじる教育内容は、本学の目的及び教育研究上の目的との整合性がとれている。 

また、本学の個性・特色を活かしつつ、短期大学部との教育研究上の相互交流と一体化

を図るため、各種センター及び委員会、大学協議会、教授会は短期大学部との合同で構成

されている。【資料 1-2-7】～【資料 1-2-9】 
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図表 1-2-2 教育研究組織図 

 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 1-2-1】2024 年度第 1 回 FD･SD 研修会実施要領 

【資料 1-2-2】合同教授会議事録（2023 年 4 月 3 日報告事項 2・3） 

【資料 1-2-3】2024 年度入学式式次第 

【資料 1-2-4】「初年次教育・情報リテラシー」資料 

【資料 1-2-5】2023 年度札幌大谷学園花まつり法要実施要領 

【資料 1-2-6】2023 年度御正忌同朋の会実施要領 

【資料 1-2-7】（119）大短 各種センター及び委員会内規 

【資料 1-2-8】（117）大短 大学協議会規程 

【資料 1-2-9】（115）大短 合同教授会内規 

 

（3）1－2の改善・向上方策（将来計画） 

建学の精神に関する教育研究体制を強化するため、関連科目担当に、学長及び浄土真宗

の僧籍を有する専任教員を配置した。さらに、本学の目的及び教育研究上の目的と学修カ

リキュラムの具体的な関連性については、各学科で全学生対象に年度始めに実施されるオ

リエンテーションにおいて周知徹底を図っている。 

現行の中長期計画は、令和 6(2024)年度で完了することから、これまでの 5 年間の事業

活動の自己評価を行うことで本学の実績と課題を抽出するとともに、社会情勢等の急激な

変化や少子高齢化といった社会的課題に向けて、令和 7(2025)年度からの新たな中長期計

画を将来計画として策定する。 

 

 

　版画専攻

　ピアノコース

　声楽コース

　管弦打楽コース

音楽学科 　作曲・サウンドクリエイションコース

　電子オルガンコース

　音楽療法コース

　音楽総合コース
芸術学部

　油彩専攻

　日本画専攻

　観光・メディアコース

美術学科 　立体専攻

　写真・映像・メディアアート専攻

　グラフィック・イラスト専攻

　情報・プロダクトデザイン専攻

　ファッション・デジタルファブリケーション専攻

　行政・法律コース

社会学部 地域社会学科 　経済・経営コース

　教育・福祉コース
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［基準 1 の自己評価］ 

本学は、建学の精神を踏まえ、本学の目的及び教育研究上の目的を学則に具体的に明文

化している。本学が策定したガバナンス・コードは、本学が建学の精神に基づく、私立大

学としての使命を果たしていくために、適切なガバナンスを確保して、時代の変化に対応

した大学づくりを進めることを宣言している。 

本学は音楽学科、美術学科、地域社会学科のそれぞれの教育目標を定めており、その達

成に必要な教育研究組織を整えている。本学は、教職員及び学生に対し、入学式、教授会、

研修会などの機会をとおして、本学の目的及び教育研究上の目的、教育目標などを意識す

るように努めている。本学は、本学の目的及び教育研究上の目的を現行の中長期計画に反

映させていることから令和 7(2025)年度からの新たな中長期計画にも反映し、将来計画と

して策定する。 

以上のことから、基準 1 を満たしていると評価する。 
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基準 2．学生 

2－1．学生の受入れ 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

（1）2－1の自己判定 

基準項目 2－1 を満たしている。 

 

（2）2－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

札幌大谷大学（以下「本学」という。）では、教育研究上の目的に基づいて教育目標を設

定し、それに応じた入学者の受入れに関する方針すなわちアドミッション・ポリシーを図

表 2-1-1 のとおり明示している。このアドミッション・ポリシーは、時代のニーズを意識

しつつ、教育内容との整合性を図りながら改定を行ってきた。間断のない検討により、大

学教育を通じて発展・向上させる能力、入学者に求める能力をよりわかりやすく明確にし

た。 

アドミッション・ポリシーは、学生募集要項、大学案内、大学ホームページ、学生便覧

に公開しているほか、その趣旨については、オープンキャンパスにおける学科説明や個別

相談、学外で行われる進学相談会や高校への出張講義等をとおして高校生や保護者等に説

明している。【資料 2-1-1】～【資料 2-1-4】 

 

図表 2-1-1 アドミッション・ポリシー 

札幌大谷大学 

1 高等学校の幅広い学習内容を習得し、さらに高等教育機関で学修を継続することに強

い意欲を持っていること。 

2 社会に目を向ける広い視野を有し、自身の専門を活かして社会に貢献しようという目

的意識を持っていること。 

3 多様な価値観・視点を受け入れる柔軟な精神を有し、多様な人々と協働していく姿勢

を備えていること。 

4 各学部での学修に求められる基礎的な学力およびスキルを有していること。 

芸術学部 

音楽学科 

1 大学教育を通じて発展・向上させる能力 

芸術学部音楽学科では、北海道における４年制の高等教育研究機関として、創作・ 

教育・研究・応用に関わる幅広い学びの分野を設け、将来は、音楽を通して幅広く社 

会貢献できる人材の育成をめざしています。そのために本学科では、西洋音楽の伝統 

を通して培われた専門的な技術と知識を修得するとともに、さまざまな合奏・アンサ 

ンブル・集団セッションや美術学科との共同制作を通して、創造的なコミュニケーシ 

ョン能力と協働性を発展させます。さらに、これらの知識と技術が生きた経験に結び 

つくように、外部での発表や実習の機会を通して専門的な能力を活用し、さまざまな 

ニーズに応えて社会に貢献できる能力を向上させます。 

 

2 入学者に求める能力 

【知識・技能】 

・レベルの高低やジャンルの別を問わず、音楽活動に必要な基礎的な知識と技術を有し

ていること。 

・音楽を通じた社会貢献の意義を理解するために、高等学校での幅広い学習内容を習得

していること。 

【思考力・判断力・表現力】 

・現代の社会や文化のなかで音楽が果たすべき役割や意義について関心をもち、自分自

身が果たすことのできる課題を考え、演奏・創作・発表等の方法で表現できること。 
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【主体性・多様性・協働性】 

・合奏・合唱等の音楽の団体活動やボランティア活動の経験を有し、多様な価値観や視

点をもつ人々との協働による音楽活動の意義を理解し、積極的に参加する意欲を有し

ていること。 

芸術学部 

美術学科 

1 大学教育を通じて発展・向上させる能力 

芸術学部美術学科では、ファインアートやデザイン・メディア表現に関わる創作・ 

教育・研究の各領域における分野において、北海道ひいては我が国の芸術・文化に寄 

与貢献できる人材の育成をめざしています。本学科ではとりわけ美術の専門教育を通 

し、手仕事の確かさを尊重し、作品が完成に至るまでの忍耐力や技術を磨き、表現の 

礎を築きます。デザイン・メディア系列の授業では時代趨勢に敏感であり、独自の美 

意識とオリジナリティを発展、向上させていく能力を養います。また、他学科との共 

同制作を通し、公共性と協調性を持ちながら課題を解決していく能力など、卒業後の 

社会で求められるさまざまな状況に対応できる才能を育みます。 

 

2 入学者に求める能力 

【知識・技能】 

・創造性豊かな芸術活動や社会貢献を果たすための要素として、高等学校での幅広い学

習内容を習得していること。 

・国内外の芸術や文化に関する知識や関心があり、同時に美術のみならず、現代社会に

目を向ける幅広い視野を有していること。 

【思考力・判断力・表現力】 

・たゆまなく変化し続ける美術やデザインの役割について考え、適宜判断し、その中で

自身が果たすべき役目を考え、的確に表現できること。 

【主体性・多様性・協働性】 

・異なった文化に寛容で、さまざまな 価値観・時代感覚を受け入れる柔軟な感性を有

していること。 

・他者とのコミュニケーションを尊び、公共性と協調性を持ちながら課題を解決してい

くことができること。 

社会学部 

地域社会学科 

1 大学教育を通じて発展・向上させる能力 

社会学部地域社会学科では、地域社会の内発的な発展を担う人材を育成することを 

めざしています。そのために、本学科では、社会学の諸分野における専門的知識を修 

得するとともに、地域社会への参加および調査を中心とした学びを通じて、主体的に 

課題を発見していく能力、課題解決に向けて貢献する姿勢、多様な人びとと協働して 

目的達成に取り組むマネジメント能力などの能力や資質を発展・向上させます。ま 

た、人間関係や社会のしくみへの洞察力、専門的知識をニーズに応じて活用していけ 

る応用力、コミュニケーション能力や社会性など、卒業後の社会で求められる汎用的 

な能力を向上させます。 

 

2 入学者に求める能力 

【知識・技能】 

・高等学校での幅広い学習内容を習得し、一定レベルの基礎的な知識と技能を備えてい

ること。 

・特に、日本語による基本的な文章を作成する技能を身につけていること。 

【思考力・判断力・表現力】 

・高等学校での学習を通して、科学的、論理的な思考力の基礎を身につけていること。 

・社会への参加や調査の成果を共有する上での、一定レベルの言語表現能力を備えてい

ること。 

【主体性・多様性・協働性】 

・地域社会の課題解決や地域社会への貢献に向けた積極的な態度を備え、地域社会につ

いて継続して学ぼうとする強い意志を持っていること。 

・多様な視点や価値観を受け入れ、多様な人びとと協働していこうとする姿勢を備えて

いること。 

 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

本学では、アドミッション・ポリシーに基づき、学力の三要素を多面的、総合的に判断

する選抜方法によって多様な個性を持った入学志願者を受け入れるべく、様々な入学要件
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を設定し複数の入学者選抜の機会を設けている。 

アドミッション・ポリシーに沿った入学者選抜方法は、「札幌大谷大学・札幌大谷大学短

期大学部 入学者選抜規程」に基づき、各学科での協議の後に入試委員会で審議され、大

学協議会及び教授会の意見を聴いて学長が決定している。また、入学試験の際には公正か

つ厳正な実施に努めている。【資料 2-1-5】～【資料 2-1-9】 

入学試験問題の確認作業については、入試委員会においてチェックリストを作成してお

り、それに基づいて厳密に実施している。入学試験問題の作成と管理は本学内において行

っている。入学試験問題は作題者から提出された後、各学科の入試委員と一部の科目につ

いては外部審査により、出題内容の適格性を確認している。 

また、法改正に基づいて入学者選抜の区分を見直すとともに、入学者選抜の手続きも見

直しており、令和 4(2022)年度から Web 出願を一部導入し、令和 5(2023)年度からは全て

の入学者選抜制度を Web 出願とした。 

さらに、多様な入学者選抜によって、アドミッション・ポリシーに沿った学生が入学し

ているかどうかの検証については、令和 5(2023)年度に導入した新入生を対象とした「ア

セスメントテスト」の結果を入試区分と紐づける分析によって可視化が可能となった。そ

の結果を全学の FD(Faculty Development)・SD(Staff Development)研修会で全教職員に

共有し、入学者選抜区分ごとの学生の傾向や入学した動機、受験の意思決定要因を学生募

集や入学後の指導に役立てている。 

以下、入学者選抜の区分ごとにその概要を示す。【資料 2-1-10】 

 

1）総合型選抜（芸術学部音楽学科） 

専攻楽器による実技課題をとおしたレッスン形式の面談を行い、受験生の資質や個性、

学ぶ意欲等を観察し、総合的に選抜を行う。総合型選抜に合格し入学を予定する者には、

進学準備講習会への参加や入学前課題を義務づけており、アドミッション・ポリシーに沿

った基礎学力の定着を図る工夫を行っている。 

 

2）総合型選抜（芸術学部美術学科） 

面談と提出課題による自己表現により、受験生の資質や個性、学ぶ意欲等を観察し、総

合的に選抜を行う。出願前に受験年度に実施するオープンキャンパスの体験授業への参加

を必須としている。総合型選抜に合格し入学を予定する者には、進学準備講習会への参加

や入学前課題を義務づけており、アドミッション・ポリシーに沿った基礎学力の定着を図

る工夫を行っている。 

 

3）総合型選抜（社会学部地域社会学科） 

面談と提出課題により、受験生の資質や個性、学ぶ意欲等を観察し、総合的に選抜を行

う。総合型選抜に合格し入学を予定する者には、入学前課題を義務づけており、アドミッ

ション・ポリシーに沿った基礎学力の定着を図る工夫を行っている。 

 

4）学校推薦型選抜＜指定校制／公募制＞（全学部・学科） 

指定校制と公募制に区分される。音楽学科と美術学科では、それぞれの専門課程を置く
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高校や、部活動で顕著な成績を収めている高校を対象として、社会学部地域社会学科では

前年度までの入学実績を基に指定した高校を対象として、指定校制を実施している。 

公募制の出願資格は、学校長の推薦を受け、全体の学習成績の状況が音楽学科は 3.3、美

術学科は 3.2、地域社会学科 3.5 以上の本学を専願とする者で、現役生のみではなく、高等

学校卒業後 2 年以内であれば出願可能としている。 

5）学校推薦型選抜＜特別指定校＞（全学部・学科） 

本学併設の札幌大谷高等学校（以下「併設高校」という。）及び北海道内の真宗大谷派関

係学校である函館大谷、帯広大谷、北海道大谷室蘭、稚内大谷の各高等学校、計 5 校を対

象とした指定校推薦型選抜を実施している。 

 

6）特別選抜（全学部・学科） 

社会人・シニア（音楽学科・美術学科）、社会人（地域社会学科）、海外帰国子女（音楽

学科・美術学科）、外国人留学生（音楽学科・美術学科）、再入学（全学科）を対象とした

入学者選抜制度である。 

 

7）一般選抜（全学部・学科） 

学校教育法第 90 条及び学校教育法施行規則第 150 条で定められた大学入学資格を有

する者を対象とし、学力検査を課し、一般的な学力（芸術学部は学力に加え、実技等の専

門的能力）を審査する入学試験制度として位置づけ、I 期（2 月）と II 期（3 月）の 2 回

を実施している。 

 

8）大学入学共通テスト利用選抜（全学部・学科） 

学校教育法第 90 条及び学校教育法施行規則第 150 条で定められた大学入学資格を有す

る者を対象とし、当該年度の大学入学共通テストの成績により選抜する。国語を必須科目、

そのほか 1 教科 1 科目を選択科目としている。 

 

9）自己推薦型選抜（芸術学部美術学科・社会学部地域社会学科） 

芸術学部美術学科では平成 28(2016)年度から導入し、高等学校からの推薦によらず自

己推薦により出願する制度である。面接及び提出作品又は小論文により選抜している。こ

れは美術系指導者の少ない北海道の現状に合わせて、本学入学希望者が高等学校からの推

薦によらず自己推薦により出願できるための工夫である。また、令和 5(2023)年度入学者

選抜より社会学部地域社会学科でも導入している。自らの進路についてぎりぎりまで検討

する受験生へのニーズに応えるため 3 月中旬に試験日を設けている。 

 

10）特待生試験 

芸術学部は、当該年度の入学者で芸術面において特に優れ、かつ向学心が強く、将来広

く芸術面において社会に貢献できると思われる人材を特待生として選抜する。試験は実技

と面接を課している。 

地域社会学科は、当該年度の入学者で学業成績が特に優れ、かつ向上心が強く、将来広

く社会に貢献できると思われる人材を特待生として選抜している。一次試験は大学入学共
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通テストの成績により選抜し、二次試験では作文と面接を課している。 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

本学の過去 5 年間の入学定員・入学者数及び収容定員・在籍者数は図表 2-1-2 に示すと

おりである。 

芸術学部音楽学科の直近 3 年間の入学定員充足率は、令和 4(2022)年度が 105.0%、令和

5(2023)年度が 111.7％、令和 6(2024)年度が 85.0%と推移している。また、芸術学部美術

学科の入学定員充足率は、令和 4(2022)年度が 130.0％、令和 5(2023)年度が 120.0％、令

和 6(2024)年度が 103.3%であり、3 年間とも定員を充足している。 

社会学部地域社会学科の入学定員充足率は、令和 4(2022)年度が 95.7％、令和 5(2023)

年度が 110.0％、令和 6(2024)年度が 80.0%と推移している。定員充足のために「学園連携

協議会」及び「社会学部・短期大学部保育科学園内進学促進プロジェクト」を中心として、

併設高校からの内部進学者拡大に取り組んでいる。 

令和 6(2024)年度の全学部全学科合計での収容定員（760 人）に対する在籍者数は 757

人で、収容定員充足率は 99.6％である。 

令和 6(2024)年度入学生からは、学納金の負担軽減として併設高校から進学する場合に

高大連携進学準備金制度を設置して内部進学のさらなる安定化を図っている。【資料 2-1-

11】【資料 2-1-12】 

 

図表 2-1-2 入学定員・入学者数及び収容定員・在籍者数一覧（過去 5 年間） 

学部 学科 内訳 令和2(2020)年度 令和3(2021)年度 令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 令和6(2024)年度 

芸術学部 

音楽学科 

入学定員 60 60 60 60 60 

入学者数 72 58 63 67 51 

入学定員充足率 120.0% 96.7% 105.0% 111.7% 85.0% 

収容定員 300 280 260 240 240 

在籍者数 234 230 242 258 235 

収容定員充足率 78.0% 82.1% 93.1% 107.5% 97.9% 

美術学科 

入学定員 60 60 60 60 60 

入学者数 82 69 78 72 62 

入学定員充足率 136.7% 115.0% 130.0% 120.0% 103.3% 

収容定員 270 260 250 240 240 

在籍者数 237 261 290 292 275 

収容定員充足率 87.8% 100.4% 116.0% 121.7% 114.6% 

社会学部 
地域社会 

学科 

入学定員 70 70 70 70 70 

入学者数 60 54 67 77 56 

入学定員充足率 85.7% 77.1% 95.7% 110.0% 80.0% 

収容定員 280 280 280 280 280 

在籍者数 222 216 239 261 247 

収容定員充足率 79.3% 77.1% 85.4% 93.2% 88.2% 

合計 

入学定員 190 190 190 190 190 

入学者数 214 181 208 216 169 

入学定員充足率 112.6% 95.3% 109.5% 113.7% 88.9% 

収容定員 850 820 790 760 760 
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学部 学科 内訳 令和2(2020)年度 令和3(2021)年度 令和4(2022)年度 令和5(2023)年度 令和6(2024)年度 

在籍者数 693 707 771 811 757 

収容定員充足率 81.5% 86.2% 97.6% 106.7% 99.6% 

 

広報活動としては、入学支援センターが主導となり各種イベントをとおして高校生が直

接本学における学びに触れる機会を拡大し、本学の魅力を伝えている。【資料 2-1-13】【資

料 2-1-14】 

また、併設高校との連携事業として、音楽学科は本学教員が非常勤講師として出講し実

技指導を、美術学科は大学で特別授業を継続して行ってきている。地域社会学科について

は、進路指導の時間での学科紹介のほか、令和 5(2023)年度から特別プログラムの出張講

義を実施し、高校生が本学教員の授業を体験する機会を設けた。【資料 2-1-15】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-1-1】2024 年度学生募集要項 

【資料 2-1-2】2024 年度大学案内 

2025 年度大学案内 

【資料 2-1-3】大学ホームページ＞大学について＞三つのポリシー 

【資料 2-1-4】大学ホームページ＞大学について＞三つのポリシー 

・芸術学部音楽学科 三つのポリシー 

・芸術学部美術学科 三つのポリシー 

・社会学部地域社会学科 三つのポリシー 

【資料 2-1-5】（141）大学 入学者選抜規程 

【資料 2-1-6】（143）大学 編入学及び転入学規程 

【資料 2-1-7】（144）大短 再入学規程 

【資料 2-1-8】（145）大短 特別指定校措置内規 

【資料 2-1-9】（123）大短 入試委員会規程 

【資料 2-1-10】令和 6(2024)年度 入学者選抜区分別選考方法・出題科目 

令和 6(2024)年度 特待生試験・出題科目 

【資料 2-1-11】（062）法人 高大連携進学準備金支給に関する内規 

【資料 2-1-12】2024 年度高大連携進学準備金制度案内 

【資料 2-1-13】（120）大短 入学支援センター規程 

【資料 2-1-14】2023 年度オープンキャンパス案内 

【資料 2-1-15】2023 年度出張講義一覧 

 

（3）2－1の改善・向上方策（将来計画） 

令和 6(2024)年度入学者選抜においても定員充足に向けて様々な対応を行ってきたが、

音楽学科においては充足率 85.0％、美術学科 103.3％、地域社会学科 80.0％となり、大学

総数では入学定員を充足できなかった。 

今後は、内部質保証会議及び IR 推進課を中心として未充足の要因を分析し課題を抽出

する。これを各学科、入試委員会、入学支援センターで分析し以下の対策を遂行していく。 
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アドミッション・ポリシーや本学でのイベント情報について、今後もオープンキャンパ

ス、進学準備講習会、大学案内、大学ホームページ及び SNS 等を活用した学外への広報を

行い、一層の周知に努める。オープンキャンパスでは保護者向けの授業料減免制度などの

説明会を増やし個別に相談できるスペースを設け、入学後の不安を解消するための対策を

実施していく。 

高校教員や保護者への本学周知のさらなる強化のほか、地域社会学科ではこれまで入学

実績のない北海道内の高校を対象に、進路指導部への訪問や出張講義など接触する機会を

増やしていく。音楽学科では出張講義の機会と合わせて部活指導も行っていく。美術学科

は引き続き、高校の美術部を応援・サポートする「がんばれ！美術の時間～美術部応援プ

ロジェクト」を継続し、本学教員が実際に指導する機会を設けていく。 

入学者選抜制度や内容については、受験生にとってより受験しやすい方法や時期の検討

を進め受験機会の拡大や多様化を図る。 

 

2－2．学修支援 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

（1）2－2の自己判定 

基準項目 2－2 を満たしている。 

 

（2）2－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

学修支援体制は、学修支援センターと学務課が連携して担当している。学修支援センタ

ーと学修支援を担う窓口の学務課の職員が協働し、履修相談や個別指導等を行い、必要に

応じてクラス担任、ゼミナール担任、コース主任、教職委員会、学生支援委員会、学生相

談室「ぽらん」（以下「ぽらん」という。）、保健室と連携を図りながら学修支援を行っ

ている。学修支援センターはセンター長及び副センター長、教職担当教員、学科から推薦

されたセンター員をもって構成される。副センター長のうち 1 人は学務課の職員が選任さ

れるものとしており、教職協働の体制が保たれている。【資料 2-2-1】 

また、学科の体制としてクラス担任、ゼミナール担任、コース主任が中心となって教員

と学務課が学生の情報を共有しており、個々の学生に応じた細やかな学修支援が可能とな

っている。学生の履修登録状況はシステムをとおして専任教員に共有されている。また、

出席状況、成績等の情報は学務課から担当教員に随時、情報共有されている。 

休学する学生は、担任の教員が事前に面談をして事情を確認し、休学中も学生が孤立し

ないよう随時連絡をしている。中途退学する学生については、退学後の方向性についての

相談も含め、クラス担任等が対応している。また、休学、退学する学生は、対応した教員

がその都度学長に状況を説明し、合同教授会（以下「教授会」という。）でも報告される。 

 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

本学は TA(Teaching Assistant)制度は設けていないが、芸術学部は、本学の卒業生を職

員として採用し、授業準備や運営などの教育補助業務に従事させ学修支援の充実に取り組
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んでいる。社会学部は、1 年次必修科目である「初年次教育・情報リテラシー」の中で、2

年生以上の上級生が授業運営のサポートをすることによって学修支援の充実に取り組んで

いる。 

教職協働による学修支援体制と具体的な内容は基準 2-2-①で示したが、一層の学修支援

の充実のために以下 1)から 12)の取組みを行っている。 

 

1）入学前教育の実施 

学校推薦型選抜及び総合型選抜に合格し入学を予定している生徒(美術学科は全入学予

定者)に対し、入学前教育として各学科の特性に応じた入学前課題を課し、所定の期限まで

に提出を求めている。提出された課題は、学科の専任教員が添削等の確認をして生徒にフ

ィードバックしており、入学後の学修に備えている。また、期限までに提出がなされない

生徒や学習が不十分な者は、出身高校と連携を図りながら課題に取り組むことを促し、入

学後の学生生活が順調に開始できるよう高校との連携に注力している。 

地域社会学科では、令和 6(2024)年度の学校推薦型選抜及び総合型選抜による入学予定

者を対象に「プレ・スチューデント・デイ（入学前登校日）」を設け、大学入学前の相談

等に応じる機会とした。 

 

2）全学科横断型の「初年次教育・情報リテラシー」の実施 

本学の様々な分野の学科構成を活かし、新入生には全学科横断型の「初年次教育・情報

リテラシー」を実施している。【資料 2-2-2】これは学部の垣根を超えた学修機会の提供と

なっており、幅広く教養教育を受けることができ、さらに他学科の学生との交流の機会と

なっている。 

 

3）アセスメントテストとリメディアル教育の実施 

令和 5(2023)年度以降、全入学生を対象に入学時点と 2 年次に「アセスメントテスト」

を実施している。入学後の学修指導に参考となる個々の学生の特性が導き出されることか

ら、その結果を学生の成長を促す形でフィードバックした。また、全体の傾向を分析した

結果、高校までに授業外での学修習慣が定着していない学生や大学での学びに不安を抱え

ている学生の存在が明らかになった。この課題に対応するため、令和 6(2024)年度の「初

年次教育・情報リテラシー」の授業内容を見直し、アカデミックスキルの具体的な獲得を

めざす内容を追加した。【資料 2-2-3】 

また、オリエンテーション時に全学科の新入生を対象として、国語と数学の基礎学力確

認テストを行い、その結果を学生にフィードバックした。【資料 2-2-4】さらにリメディア

ル教育の一環で国語と数学の基礎学力の向上を目的として、任意参加の基礎的な授業「ア

カデミックスキル」を行った。全 12 回の実施に延べ 216 人が参加した。【資料 2-2-5】【資

料 2-2-6】 

 

4）入学時期における全新入生との面談の実施 

入学後の学修や生活をスムーズに開始できるように、4 月の入学時期には本学の学生相

談員である公認心理師によって全新入生を対象とした学生面談を実施している。これによ
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ってつまずきや困難の兆候を早期に把握することができ、必要に応じてクラス担任等の教

員との情報共有やフォロー体制に備えることが可能となった。【資料 2-2-7】 

 

5）1単位あたりの評価平均値（GPA(Grade Point Average)）による履修指導 

全学生を対象に学期ごとに GPA が連続して低い場合には、図表 2-2-1 のとおり段階的

に指導、保証人への通知を含む注意喚起を行うこととしている。 

 

図表 2-2-1 「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 履修等規程」第 12 条第 4 項 

(1) GPA が 1.0 未満の学生に対しては、担任教員又は学科の学修支援センター員が個

人面談により学修指導を行う。 

(2) GPA が 2 期連続又は通算 3 回 1.0 未満となった学生に対しては、再度担任教員又

は学科の学修支援センター員が個人面談により学修指導を行い、保証人と面談を通し

て当該学生の現状について確認する。 

(3) GPA が 3 期連続又は通算 4 回 1.0 未満となった学生に対しては、学部長又は学科

長が個人面談により学修指導を行い、保証人と面談を通して当該学生の現状について

確認する。 

(4) 前号に該当する学生が、当該学修指導以降も学修の改善が認められない場合は、学

修支援センター会議の議を経て学部長又は学科長が退学勧告を行う。ただし、面談状

況を勘案し、勧告に猶予を与える場合がある。 

 

令和 5(2023)年度の履修指導の対象学生は、(1)44 人、(2)16 人、(3)12 人、(4)1 人となっ

た。【資料 2-2-8】 

 

6）オフィスアワー制度 

新年度時間割の確定後に全教員は週に最低 90 分以上のオフィスアワーを設定しており、

学生ポータルサイト内で学生に周知している。コロナ禍においてはオンライン上での面談

を推奨したが、コロナ禍後においてもオンラインでの支援体制は継続されているため、オ

フィスアワーや対面に制約されない形での学生対応が可能となった。【資料 2-2-9】 

 

7）合理的配慮の必要な学生への対応 

大学ホームページでは「障がい学生の受入れ及び支援に関する基本方針」が公表されて

おり、事前に不安が払拭されるように努めている。【資料 2-2-10】これまで視覚障がいや

聴覚障がいのある学生、車椅子を利用する学生等に対応してきた。また、視覚障がいや聴

覚障がいのある学生への配慮について教員に周知を行っている。入学前から対象となる学

生のニーズを十分に聞き取り、入学後は学修支援センターや学生支援委員会が中心となっ

て、学修支援のための体制を整備している。 

また、合理的配慮の必要な学生に対して学修保証を一層充実するために、個々のニーズ

に応じて様々な対応を行っている。学生支援委員会委員長、学生相談室長、学務課職員に

よって構成されているアクセシビリティ推進委員会が中心となり、個々の事情を確認した

うえで合理的配慮について審議し、担任及び対応が必要な科目の担当教員、職員を含む三
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者間の情報共有と連携を密にして対応している。【資料 2-2-11】 

 

8）長期履修制度 

職業を有する場合や健康上の事情等により、修業年限内での修学が困難な学生の学修支

援として長期履修制度がある。履修計画の作成については担任等の教員がサポートしてい

る。各自の状況に応じて学修を進めることができるため、制度を利用した学生の安定した

履修に役立っている。令和 5(2023)年度の制度利用者は 8 人となっている。【資料 2-2-12】 

 

9）DPチャートの運用 

令和 5(2023)年度から、「DP チャート」を作成している。これは、学生が修得した科目

についてディプロマ・ポリシーの能力項目ごとに GPA を算出したものであり、学生それ

ぞれがディプロマ・ポリシーごとの成果を確認することができるように学修成果の可視化

を行った。また、その結果を学科ごとに整理することで、科目ごとの教育効果の検証やカ

リキュラムの偏向について検討するエビデンスとなった。【資料 2-2-13】【資料 2-2-14】 

 

10）副専攻（マイナープログラム）制度 

教育課程とは別に、特定の分野について、授業科目を体系的に編成することにより、学

生の自律性及び専門的知識・技術の修得と活用力を育成することを目的として副専攻（マ

イナープログラム）制度を取り入れている。4 月のオリエンテーションにおいて周知を行

っている。令和 5(2023)年度から新たなプログラムとして「美術教養」を追加した。【資料

2-2-15】令和 5(2023)年度の副専攻（マイナープログラム）の修了者数は図表 2-2-2 のとお

りである。 

 

図表 2-2-2 令和 5(2023)年度 副専攻（マイナープログラム）修了者数     （人） 

プログラム名 
芸術学部 

音楽学科 

芸術学部 

美術学科 

社会学部 

地域社会学科 
合計 

(1)音楽実技系レッスン 5 0 0 5 

(2)音楽指導［ピアノ］ 8 0 0 8 

(3)音楽指導［吹奏楽］ 1 0 0 1 

(4)音楽指導［合唱］ 1 0 0 1 

(5)音楽文化 0 0 0 0 

(6)総合造形 0 43 0 43 

(7)総合デザイン 0 51 0 51 

(8)地域メディア 0 0 0 0 

(9)コミュニティデザイン 0 0 0 0 

合計 15 94 0 109 

 

11）休退学者を防止する取組み 

 休退学を防止するため、学修支援センターと学生支援委員会において傾向を分析し、全
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学的に取り組んでいる。 

 令和 6(2024)年度については、以下の取組みを実施している。 

 

休退学者を減らす取組みについて 

・学生相談室「ぽらん」による大学生活の悩みや心の悩みへの対応 

心的支援等については「ぽらん」を設置し、日常の学生生活での身体的・精神的問題

に対処している。3 人の公認心理師を交代で常駐させる体制をとっている。 

 

・4 月の「ぽらん」による全新入生との面談 

「ぽらん」は相談を受けてから支援を開始するが、新入生については全員に対して面

談を実施している。これによって気になる学生を事前に把握し能動的にフォローしてい

る。 

 

・担任等による要配慮・要支援学生との個別面談（6 月・12 月） 

6 月と 12 月に学生面談を実施しており、メンタル面のケアについてもフォローを行

っている。特に「人間関係」「身体・精神面」「生活面」の心配な点や気になっている点

について聞き取り、寄り添う機会を設けている。1 年生については 4 月に実施した「ア

セスメントテスト」のフィードバックを行っており学修面についてもフォローを行う。 

 

・リメディアル教育の実施 

「アセスメントテスト」の全体の傾向を分析した結果、高校までに授業外での学修習

慣が定着していない学生や大学での学びに不安を抱えている学生の存在が明らかにな

った。この課題に対応するため、「初年次教育・情報リテラシー」の授業内容を見直し、

アカデミックスキルの具体的な獲得をめざすものに変更した。 

 

・長期履修制度 

職業を有する場合や健康上の事情等により、修業年限内での修学が困難な学生の学修

支援として長期履修制度がある。必要な学生には学修継続に資するものとして長期履修

利用を薦めており、履修計画の作成については担任等の教員がサポートしている。各自

の状況に応じて学修を進めることができるため、制度を利用した学生の安心感も維持さ

れている。令和 6(2024)年度から学生便覧にも掲載し周知を行っている。 

 

・学生情報の事前収集 

入学前の学生について、心身の健康面について不安のある学生については「保健調査

票」への積極的な記入を促し、新入生の情報の早期収集を行っている。 

 

12）教職課程履修生への支援 

年度始めに「教職オリエンテーション」を学年ごとに実施し、教職課程の「三つのポリ

シー」「目標」「カリキュラムの全体像」等を説明して具体的に履修の確認を行っている。

また、1 年次の履修取り消しを他学年より 1 か月遅い 5 月末とし、教職課程の履修を検討
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する期間を保証している。「教職課程履修の手引き」に掲載の「履修カルテ」と「電子版履

修カルテ」を併用し、教職課程の担当教員による履修確認と支援を実施している。そして、

「履修カルテ」に基づいて個別面談を設定し、教員免許状取得や就職まで一貫した支援を

展開している。【資料 2-2-16】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-2-1】（121）大短 学修支援センター規程 

【資料 2-2-2】「初年次教育・情報リテラシー」資料 

【資料 2-2-3】学修支援センター会議議事録（2024 年 3 月 6 日協議事項 2） 

【資料 2-2-4】2023 年度 GPS-Academic と基礎学力確認テストの活用 

【資料 2-2-5】2023 年度リメディアル教育の実施について（改訂版） 

【資料 2-2-6】2023 年度アカデミックスキル出席簿 

【資料 2-2-7】学生相談室による新入学生面談について（報告） 

【資料 2-2-8】GPA による履修指導後の成績の推移について 

【資料 2-2-9】2023 年度後期・2024 年度前期オフィスアワー実施時間帯 

【資料 2-2-10】（126）大短 障がい学生の受入れ及び支援に関する基本方針 

【資料 2-2-11】（127）大短 アクセシビリティ推進委員会規程 

【資料 2-2-12】（158）大短 長期履修学生規程 

【資料 2-2-13】2024 年度 1 年生、2 年生科目 ディプロマ・ポリシー確認表 

【資料 2-2-14】DP チャートの集計とまとめについて 

【資料 2-2-15】2024 年度学生便覧 IX. 大短 副専攻（マイナープログラム） 

【資料 2-2-16】2024 年度教職課程履修の手引き 

 

（3）2－2の改善・向上方策（将来計画） 

多様な学生を受け入れている本学では、基礎学力や学修習慣が身についていない学生に

対する学修支援の充実、とりわけ 1 年次の支援体制の充実を図っている。必修科目「初年

次教育・情報リテラシー」や令和 5(2023)年度からスタートした「アセスメントテスト」を

活用して、今後もより細やかな支援を行っていく。その分析結果から授業外での学修習慣

が身についていない学生の存在が明らかになったため、基準 2-2-②の 3)で示したとおり、

令和 6(2024)年度の「初年次教育・情報リテラシー」の授業内容を見直し、アカデミック

スキルを獲得する授業内容を充実させることとした。具体的には「ノートの取り方」「情

報の整理の仕方」「図書館の利用の仕方」「グループワークの仕方」「レポートの書き方」

などのアカデミックスキルを伸ばすための対策を行う。また、「アセスメントテスト」に

ついては複数年度実施することで能力の伸びや停滞を見分けることが必要であることから、

毎年実施する。 

 

2－3．キャリア支援 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

（1）2－3の自己判定 

基準項目 2－3 を満たしている。 
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（2）2－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

1）キャリア支援センター・キャリア支援課による支援 

キャリア支援の全学的な体制として、各学科から選任された専任教員と事務職員でキャ

リア支援センターを組織し、学生への個別支援・助言、各種イベントの企画・実施、ガイ

ダンスの開催、採用情報の提供等に関する各種キャリア支援に取り組んでいる。また、学

生の相談や履歴書・エントリーシートの添削、面接練習など就職全般の相談・支援業務は、

キャリア支援センター及びキャリア支援課で随時対応している。 

キャリア支援センターでは毎月 1 回定例会議を開催している。会議で審議し議決された

事項は学長に報告される。【資料 2-3-1】 

 

2）教育課程内での専任教員によるキャリア科目 

学科ごとに特色ある多様な進路希望に対応すべく、芸術学部（音楽学科・美術学科）、社

会学部（地域社会学科）それぞれの教育課程内にキャリア科目を配置している。芸術学部

には 3 年次に「キャリアプラン基礎」「キャリアプラン応用」（選択）を配置、社会学部に

は 1 年次に「キャリアデザイン論 A」（必修）、3 年次に「キャリアデザイン論 B」（選択）

を配置し、自己理解や職業研究をとおして職業観及びキャリア形成意識の醸成に努めてい

る。これらの科目はキャリア教育を専門とする専任の教員が担当している。【資料 2-3-2】 

 

3）大学共通科目「札幌大谷キャリア支援プログラム」によるキャリア形成と支援 

キャリア支援センターが中心となり、大学共通科目の中に「札幌大谷キャリア支援プロ

グラム」を開講している。卒業後の進路に直接役立つ各種資格取得講座や自己研鑽のため

の講座、インターンシップや社会連携・地域貢献活動を促進する講座など学生の自主的な

学びがキャリア形成につながることを想定した多彩なプログラムを展開している。令和

5(2023)年度は 4 区分 33 講座を開講、札幌大谷大学短期大学部（以下「短期大学部」とい

う。）と合わせ延べ 113 人が受講した。履修状況を図表 2-3-1 に示す。【資料 2-3-3】【資料

2-3-4】 

 

図表 2-3-1 令和 5(2023)年度札幌大谷キャリア支援プログラム一覧       （人） 

プログラム区分 プログラム例 
履修 

登録者数 

単位 

認定者数 

A 

【職業・インターンシッ

プ型科目】インターンシ

ップ、社会・企業連携に関

わる科目 

自己開拓型インターンシップ、ビジネスプラン

コンテスト（地域プロジェクト編）、企業協働

型ビジネスプランニング、企業課題解決実践、

地域メディア実践、福祉インターンシップ、札

幌市消防音楽隊訓練指導、ドキュメント映像制

作 

16 16 

B 

【社会貢献・自己研鑽型

科目】ボランティア、学外

研修、コンクール出場等

に関わる科目 

学習支援ボランティア、福祉ボランティア、グ

リーンツーリズム貢献事業、古美術研究、制作

研修、国際学生デザインワークショップ、英語

（e-learning)、アウトリーチ活動、国内研修、

78 78 
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プログラム区分 プログラム例 
履修 

登録者数 

単位 

認定者数 

美術学科コンクール・コンペティション等（入

選・受賞）、個展・グループ展（企画展） 

C 

【一般資格取得型科目】

各種検定・社会人基礎力

養成に関わる科目 

MOS Word ・ Excel 2019 受 験 対 策 、

Illustrator®クリエイター能力認定試験対策、

Photoshop®クリエイター能力認定試験対策、

色彩検定受験対策、DXアドバイザー資格講座、

eco検定対策講座 

5 5 

D 

【専門資格取得型科目】

公務員等、専門性の高い

資格取得に関わる科目 

公務員試験対策講座、介護職員初任者研修講

座、知的財産管理技能検定3級試験対策、簿記3

級講座、ファイナンシャルプランナー講座、宅

地建物取引士講座 

14 12 

合計 113 111 

 

4）教員をめざす学生への支援 

現職教員や北海道教育委員会の職員による出張講義などを実施し、実践的なキャリア支

援に取り組んでいる。教員採用試験に係る出願書類や面接の指導は、教職課程担当教員に

よる個別支援を実施している。また、キャリア支援センターと教職委員会が連携し、「教員

採用試験対策講座」の実施や学生ポータルサイト内に「キャリア支援センターからのお知

らせ（教職に関する情報）」を開設し、情報提供を行っている。これは、希望する卒業生に

も提供し、中期的なキャリア支援に取り組んでいる。 

 

5）正課外活動における取組み 

学生の就職に対する意識・モチベーションを高めるため、「キャリア支援講座」と称した

就職活動に取り組むうえでの必要事項の周知を目的としたイベントを学部別や学科別で実

施している。同時に就職活動に必要なスキル習得を目的とした支援講座については、就職

活動のスケジュールや学科の特性も考慮し、適切な時期に講座を実施している。【資料 2-

3-5】 

 

キャリア支援講座 

「ミニキャリア講座」 「スタートアップガイダンス」 
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6）企業訪問と企業連携 

令和 5(2023)年 7 月と 9 月にキャリア支援課の職員が過去に採用実績などがある企業を

訪問し、求人開拓と今後の連携についての協力依頼を行った。また、令和 6 (2024)年 2 月

には、一般社団法人北海道商工会議所連合会主催の大学訪問ツアーで 14 社の企業が本学

を訪れ、キャリア支援課から大学の紹介や学生の動向、内定状況について説明を行った。

その後、各企業が採用活動内容を報告し、学生の内定につなげるために連携を強化した。

【資料 2-3-6】 

 

7）その他の環境整備 

キャリア支援センターには、国家資格キャリアコンサルタント等の資格を持つ職員が常

駐し、面談予約サイトを用いて各種進路に関する相談の機会を設けている。令和 5(2023)

年度は、短期大学部と合わせ延べ 278 件の学生面談を行った。【資料 2-3-7】 

求人情報検索用パソコンを設置し、就職試験問題集・求人先別就職資料、就職関連書籍

を閲覧する環境を整備している。令和 5(2023)年度から、全学科の 3 年生には進路登録カ

ードの提出を義務づけ、4 年次の進路支援に活用している。【資料 2-3-8】4 年生には内定

報告書を提出することを促し、次年度の就職活動支援のために在学生がキャリア支援セン

ターで閲覧できるようにしている。また、学生ポータルサイト内に、求人情報や各種講座

及びガイダンス等の就職活動情報や就職活動の流れ、履歴書や礼状などの文例、面接のマ

ナーなどを掲載している。さらに、ハローワークと連携して毎週木曜日に就職相談の日を

設けている。【資料 2-3-9】【資料 2-3-10】 

卒業生支援としては、在学時に付与したメールアカウントを卒業後 3 年間使用できるよ

うにすることで、セカンドキャリア支援や転職相談等の窓口として対応している。【資料 2-

3-11】 

 

 以上のように教育課程内外を通じ、社会的・職業的自立に関する支援体制が整備されて

おり、図表 2-3-2 のとおり直近の就職決定率は、各学科とも高い水準を維持している。特

に社会学部地域社会学科は、第 1 期生の卒業から 9 年間連続で就職決定率 100％となって

おり、全国の学部別就職率でも最高ランクを保持している。このことから、本学のキャリ

ア教育及びキャリア支援体制は成果を挙げていると言える。 
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図表 2-3-2 就職決定状況（過去 3 年） 

学部 学科 

令和 3(2021)年度 

卒業者数 
就職 

希望者数 
就職者数 就職率 進学者数 その他 

未決定者

数 

芸術 

学部 

音楽学科 45 32 30 93.8% 8 5 2 

美術学科 43 30 27 90.0% 6 7 3 

芸術学部計 88 62 57 91.9% 14 12 5 

社会 

学部 

地域社会 

学科 
42 40 40 100.0% 1 1 0 

社会学部計 42 40 40 100.0% 1 1 0 

合計 130 102 97 95.1% 15 13 5 

学部 学科 

令和 4(2022)年度 

卒業者数 
就職 

希望者数 
就職者数 就職率 進学者数 その他 

未決定 

者数 

芸術 

学部 

音楽学科 43 34 34 100.0% 7 2 0 

美術学科 63 48 42 87.5% 1 14 6 

芸術学部計 106 82 76 92.7% 8 16 6 

社会 

学部 

地域社会 

学科 
51 48 48 100.0% 0 3 0 

社会学部計 51 48 48 100.0% 0 3 0 

合計 157 130 124 95.4% 8 19 6 

学部 学科 

令和 5(2023)年度 

卒業者数 
就職 

希望者数 
就職者数 就職率 進学者数 その他 

未決定 

者数 

芸術 

学部 

音楽学科 65 42 40 95.2% 12 11 2 

美術学科 74 59 55 93.2% 0 15 4 

芸術学部計 139 101 95 94.1% 12 26 6 

社会 

学部 

地域社会 

学科 
53 48 48 100.0% 0 5 0 

社会学部計 53 48 48 100.0% 0 5 0 

合計 192 149 143 96.0% 12 31 6 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-3-1】（122）大短 キャリア支援センター規程 

【資料 2-3-2】2023 年度キャリア科目シラバス（大学） 
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【資料 2-3-3】2023 年度札幌大谷キャリア支援プログラム一覧 

【資料 2-3-4】2023 年度・2024 年度札幌大谷キャリア支援プログラムシラバス 

【資料 2-3-5】令和 5(2023)年度キャリア支援講座等開催一覧 

【資料 2-3-6】令和 5(2023)年度 北海道商工会議所連合会主催大学訪問ツアー 

参加企業リスト（札幌大谷大学） 

【資料 2-3-7】令和 5(2023)年度キャリア支援センター面談件数 

【資料 2-3-8】進路登録カード（大学） 

【資料 2-3-9】学生ポータルサイト「キャリア支援（4 年生向け情報）」画面 

【資料 2-3-10】ハローワーク就職相談の日案内 

【資料 2-3-11】大学ホームページ＞卒業生の方＞卒業生への就職支援 

 

（3）2－3の改善・向上方策（将来計画） 

本学の就職状況は高水準を維持しているものの、芸術学部の就職率が 100％に達してい

ないため以下の対策を行う。 

① 就職率改善のために、芸術学部特有の卒業研究や卒業制作の準備に重ならない時期 

（3～5 月）に、内定獲得のための就職支援の強化を行う。 

② 芸術学部対象進路就職ガイダンスにおいて、フリーランスや演奏・創作活動などの 

専門職に特化した支援内容を加える。 

③ キャリア支援講座への学生の参加を増やすため、学生が求める情報を教員が聴き取 

り、その意向を反映した講座を提供する。 

 

上記に加え、全学部の目標として令和 6(2024)年度は次のような取組みを行う。 

基準 2-3-①の 6）に記述した企業による大学訪問ツアーを引き続き実施し、早期に連携

を強化し内定につなげるために、12 月までの訪問を目標に開催調整を行う。 

 障がいのある学生のキャリア支援については、学務課や「ぽらん」と協力し早い段階で

学生の状況を把握するとともに、教員と職員で連携しながら学生一人ひとりに合ったキャ

リア支援を行える体制を整備していく。 

 

2－4．学生サービス 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

（1）2－4の自己判定 

基準項目 2－4 を満たしている。 

 

（2）2－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

学生生活の安定及び学生サービス等に関わる業務は、学生支援委員会と学務課が連携し

て担当している。学生支援委員会には学生支援委員長、学修支援センター長と各学科から

選任された教員のほか、学務課長補佐及び総務課職員が構成員として参加している。これ

らの組織、部署において、各種学生サービス及び厚生補導を円滑に運営している。【資料 2-

4-1】 
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学生に対する健康相談及び心的支援等は、学生支援委員会と学務課が担当し、学務課の

管理のもと、健康相談については「保健室」、心的支援等については「ぽらん」を設置し、

日常の学生生活での身体的・精神的問題に対処している。【資料 2-4-2】 

学生生活の安定のために取り組んでいる支援は以下のとおりである。 

 

1）保健室 

保健室では、交代制で看護師 2 人を配置し、1 人が常駐するよう運営している。開室時

間は 9 時から 18 時までであり、特に診断・治療を要しない程度の疾病に対応し、医療機

関の受診が必要と判断される場合においては、近隣の医療機関への受診勧奨を行っている。

また、健康相談についても対応している。4 月に全学生に対し、定期健康診断を実施し、

所見のあった学生については、個別に健康相談や保健指導を行っている。 

 

2）学生相談室「ぽらん」 

「ぽらん」は、原則的に週 5 回（月～金曜日）6 時間開室し、非常勤相談員（公認心理

師 3 人）が相談に応じている。学生の様々な悩み（人間関係に関するもの、身体・精神の

健康に関するもの、生活に関するものなど）に対応している。また、基準 2-2-②でも示し

たように、4 月には新入生全員に対して面談を実施している。医療機関受診の必要性があ

る場合は、専門医療機関と連絡を取り受診勧奨を行っている。若者自立支援センターなど

地域にある各種機関とも連携を図り、生活支援の必要性がある場合は情報共有しながら支

援を行っている。授業等で利用できない学生のために夏期・春期の長期休暇中も開室し、

公認心理師の相談を受けることができるよう対応している。相談については、電話やメー

ルでの予約を推奨しており、学生を待たせない体制をとっている。令和 4(2022)年度の入

学生から実施した全員面談によって、早期からきめ細かい学生支援が可能となった。短期

大学部と合わせた過去 3 年の相談件数は、図表 2-4-1 のとおりである。 

 

図表2-4-1 延べ相談件数                          （件） 

令和 3(2021)年度 令和 4(2022)年度 令和 5(2023)年度 

806 1,357 1,419 

 

3）年 2回の学生面談 

基準 2-2-③で示したとおり、学修支援センターと学生支援委員会が主導し、令和 5(2023)

年に 6 月と 12 月の年 2 回、各学科の教員による学生との個別面談を実施している。6 月

の面談では 1 年生全員、2 年生以上は、成績不振の学生、休学歴のある学生、個別に気に

なる学生を対象に実施している。12 月の面談の対象者は、成績不振が続いている学生、休

学歴のある学生、後期の出席状況が良くない学生、卒業学年で単位取得が心配な学生、卒

業学年で進路が未決定の学生、そのほか気になる学生を対象に実施している。面談内容は、

取得見込み単位をもとに卒業までの道筋を一緒に確認しており、履修指導以外にも学生

個々の事情に寄り添ったものとしている。どちらの面談もクラス担任やゼミ担任等に固定

せず、学生の事情を理解している教員が対応している。このように定期的な面談体制をと

ることで、様々な状況の学生に応じた早期の支援が可能となった。【資料 2-4-3】 
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4）経済的支援(各種奨学金及び特待生制度、授業料減免) 

学生への経済的支援は、各種奨学金制度、授業料減免制度及び特待生制度がある。外部

の経済的支援としては、「高等教育の修学支援新制度」「日本学生支援機構奨学金」「札

幌市奨学金」「交通遺児育英会奨学金」「あしなが育英会奨学金」があり、本学独自の経

済的支援としては、「おおたに減免」「緊急・応急採用授業料減免」「特待生」「芸術学

部特待生」「芸術学部音楽学科音楽指導コース及び音楽療法コース特待生」「社会学部特

待生」がある。これらは、学生ポータルサイトによって情報提供しているほか、新入生へ

年度始めにオリエンテーションで紹介している。ほかに教育後援会として「教育後援会奨

学金制度」があり、大学ホームページで情報提供を行っている。【資料 2-4-4】【資料 2-4-

5】 

予期できない経済的理由により学業の継続が困難になる学生を支援することを目的とし

「緊急・応急採用授業料減免」の制度を設けている。また、経済的理由により納付期限ま

でに納付金の納付が困難である場合には、個々の事由を把握したうえで学費等の分納を認

めている。さらに学生生活支援(経済的支援)の相談窓口を開設しており、保証人にもその

旨を周知するべく学生の成績通知書とともに郵送している。【資料 2-4-6】 

経済的支援の状況については図表 2-4-2 のとおりである。 

 

図表 2-4-2 経済的支援の状況 

 給付/貸与 

令和3(2021) 

年度 

令和4(2022) 

年度 

令和5(2023) 

年度 

大学 短大 大学 短大 大学 短大 

高等教育の修学支援新制度 給付 103 30 137 35 145 41 

日本学生支援機構奨学金 貸与 341 64 370 61 283 27 

札幌市奨学金 給付 0 0 3 2 2 1 

保育士就学資金貸付 貸与 － 0 － 2 －  3 

東本願寺奨学金 給付 3 0 3 2 － － 

授業料減免（おおたに減免、緊

急・応急採用授業料減免） 
給付 24 2 63 10 53 14 

特待生 給付 － － 2 2 4 2 

芸術学部特待生 給付 2 － 6 － 4 －  

芸術学部音楽学科音楽指導コー

ス及び音楽療法コース特待生 
給付 2 － 2 － 1 －  

社会学部特待生 給付 6 － 4 － 2 －  

保育科特待生 給付 － 2 － － － － 

 

5）課外活動 

 課外活動の運営は、短期大学部と合同の学生組織である学生自治会が中心となって行っ

ており、学生支援委員会及び学務課が助言及び指導を行っている。各クラブには、学生か

ら徴収した自治会費より活動費を支給し、加えて教育後援会による「教育後援会課外活動
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褒賞制度」を設けている。また、自治会主催で、複数のサークルが協力する形態でオリエ

ンテーション期間にピア・サポート活動の一環としてコミュニティカフェを開催しており、

在学生の声かけにより新入生の不安が解消される契機ともなり、他学科の教員や職員と学

生との交流の場としても機能している。【資料 2-4-7】～【資料 2-4-11】 

 

6）ハラスメントの予防体制 

 各種のハラスメント(セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント及びパ

ワー・ハラスメント等)への対応については、「学校法人札幌大谷学園 ハラスメントの防

止等に関する規程」に定められており、ハラスメント対策委員会を設置している。ハラス

メント等の防止のため、ハラスメント相談員を学生からの相談窓口として学生ポータルサ

イトに提示し、防止対策に取り組んでいる。【資料 2-4-12】 

 

7）学生ポータルサイトの開設 

 学生への連絡は学生ポータルサイトを導入しており、学生生活に必要な情報を提供して

いる。【資料 2-4-13】学生ポータルサイトには学生へのお知らせ、学生便覧の情報、キャ

ンパスライフに必要な情報、学修の情報や学科個別の情報などが掲載されている。また、

学生ポータルサイト内には「学生相談総合窓口」も設置されており、学生の不安や悩み、

要望等に随時応えられる体制をとっている。学生には毎月「学生相談総合窓口」の案内を

発信しており、学生の声をくみ上げる機会を周知するように努めている。寄せられた相談

等については、担当者が相談者に対して個別に対応している。 

 

8）多様な学生への支援 

 大学における様々な性の理解と対応のため、令和 5(2023)年度に教職員を対象として

FD・SD 研修会を行った。これにより多様な学生に寄り添った対策が推進され、授業内で

の呼称の仕方など具体的な配慮を促すことにつながった。【資料 2-4-14】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-4-1】（124）大短 学生支援委員会規程 

【資料 2-4-2】大学ホームページ＞キャンパスライフ＞学生サポート 

【資料 2-4-3】2023 年度学生との面談について（6 月・12 月） 

【資料 2-4-4】大学ホームページ＞学費・各種支援＞学科別学費・奨学金情報 

芸術学部音楽学科＞奨学金・授業料減免制度・特待生制度 

芸術学部美術学科＞奨学金・授業料減免制度・特待生制度 

社会学部地域社会学科＞奨学金・授業料減免制度・特待生制度 

【資料 2-4-5】（189）大短 教育後援会 奨学金規程 

【資料 2-4-6】大学ホームページ＞学生生活支援（経済的支援）に関する相談窓口について 

【資料 2-4-7】（184）大短 学生自治会 会則 

【資料 2-4-8】（185）大短 学生自治会 クラブ・同好会細則 

【資料 2-4-9】（186）大短 学生自治会 課外活動を行う団体の部（クラブ）への活動費 

助成に関する内規 
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【資料 2-4-10】（187）大短 教育後援会 会則 

【資料 2-4-11】（188）大短 教育後援会 課外活動褒賞規程 

【資料 2-4-12】（015）法人 ハラスメントの防止等に関する規程 

【資料 2-4-13】学生ポータルサイト（ホーム画面） 

【資料 2-4-14】2023 年度 FD・SD 研修会資料「大学における多様な性の理解と対応」 

 

（3）2－4の改善・向上方策（将来計画） 

学生生活の安定のため学生支援委員会が中心となり、早い段階からの支援や個々の学生

の状況に応じた支援のあり方についてきめ細かく検討していく。入学時から心身の不調を

訴える学生が増えてきたため、入学前から積極的に情報収集を行い、可能な対策を検討す

る。また、6 月と 12 月の学生面談や普段からの学生対応のスキルアップのため、メンタル

面での課題を抱えた学生への配慮に関する FD・SD 研修会を実施する。 

 

2－5．学修環境の整備 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

（1）2－5の自己判定 

基準項目 2－5 を満たしている。 

 

（2）2－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

本学の校地校舎は大学設置基準を上回る面積を有している。 

平成 26(2014)年には全棟の耐震診断を行い、改修が必要と診断された C 棟及び北棟 1 号

館（解体済み）のうち、C 棟については平成 27(2015)年度に補強工事を終えた。 

施設全体の維持・管理は、総務課が定期点検に加え、随時トラブル等に対応している。 

体育施設は、キャンパスから車で約 20 分の場所に短期大学部と共用のグラウンドを所

有しており、主に野球部、サッカー部が使用している。体育の授業は併設の札幌大谷中学

校と共用の中体育館で実施することで、体育施設を法人全体で活用している。 

情報関係設備の運営及び整備、電気設備などの修理や保守点検等は、その都度専門業者

と連携を取り合いながら関係法令を遵守し、維持・管理に努めている。 

 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

1）実習施設等 

実習施設は図表 2-5-1 のとおり、音楽実技系のレッスン室や練習室、ホールなどを有し、

美術実技系は、立体造形室やアトリエ、版画室などいずれも専攻に対応した教室を有して

いる。また、コンピュータ教室や情報処理室、LL 教室など常設のパソコンのほか、スクリ

ーン・プロジェクターを完備した教室を有している。 
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図表 2-5-1 実習施設状況 

 教室名 室数 

音楽実技系 

実習室 

B 棟 レッスン室、練習室、管弦打楽器室、響流（こーる）ホール 他 

C 棟 レッスン室、練習室、アンサンブル室、電子オルガン室 他 

K 棟 大谷記念ホール 

58 

26 

1 

美術実技系 

実習室 

C 棟 版画室、日本画室、ファッション専攻室、多目的室 他 

D 棟 金属室、立体造形室、アトリエ、デザイン室 他 

K 棟 スタジオ・編集室、アトリエ、モチーフ室 他 

10 

7 

5 

その他実習室 
B 棟 コンピュータ室、LL 教室 

C 棟 情報処理室 

2 

1 

 

情報環境委員会及び情報センターでは、各教室に設置している無線 LAN のアクセスポ

イントについて、教室の収容人数と開講科目の内容を精査し優先順位をつけ、アクセスポ

イントの増設及び増強を行い、学生のタブレット端末やノートパソコンを用いた学修環境

の整備を計画的に実施している。 

また、学生便覧やシラバス、キャリア支援や学内情報サービスについて、ユーザビリテ

ィを高めるよう、学生ポータルサイトの整備を行っている。引き続き、情報の整理などを

行いながら、利用しやすいように整備していく。 

こうした教室や学内情報サービスの使い方については、新入生に対して入学時にオリエ

ンテーションを行い、「初年次教育・情報リテラシー」の授業内で課題作成に用いるアプリ

ケーションについて解説を行っている。また、在学生に向けては、新学期ごとに更新した

学内情報サービスに関する説明資料を提供している。 

耐用年数やサポート終了に伴う変更が生じた場合には、継続して情報機器の入れ替えや

システム変更を行っていく。 

 

2）図書館 

図書館の管理運営については学科から選任された図書委員（教員）と学術情報課職員か

ら構成される図書委員会で定期的に協議を行い対応している。図書館の開館時間は、平日

が 9 時から 19 時、土曜日及び長期休暇期間の平日は 9 時から 16 時までとなっている。ま

た、卒業生や近隣の地域住民などの利用者に図書館を開放しており、卒業生には資料の貸

出を行っている。 

蔵書としては、各学科の特色を備えた資料を所蔵しているほか、本学の建学の精神をも

とに収蔵している「見真（けんしん）文庫」があり、親鸞聖人に関連する資料や仏教関係

の図書を中心に所蔵し、蔵書の特色となっている。 

現在の蔵書数は、図表 2-5-2 のとおり資料を整備している。書庫に書架を新設した際、

それまで閉架にしていた製本雑誌等の 1,734 冊を開架にした。また、図表 2-5-2 以外に 1

種類の電子ジャーナル、4 種類のデータベースの利用が可能となっている。 

 

図表 2-5-2 蔵書数（令和 6(2024)年 3 月 31 日現在） 

図書 雑誌種数 視聴覚資料 

121,370 冊 2,690 種 9,259 タイトル 
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令和 5(2023)年度の開館日数は 244 日、入館者数は 14,442 人、貸出利用者数は 4,580 人

を数えた。 

図書館の利用案内として、図書館ホームページに利用方法や、芸術学部音楽学科及び美

術学科の学生が制作した図書館案内動画を掲載し周知している。【資料 2-5-1】学年単位、

ゼミ単位など学科からのリクエストに応じて、図書館職員による論文やレポート作成のた

めの文献検索ガイダンスを随時実施している。 

図書館の相互協力については、国立情報学研究所目録所在情報サービスを利用して全国

の大学図書館間で相互貸借を行っている。また、「北海道地区大学図書館相互利用サービス」

に加盟し、このサービスに加盟している北海道内の国公私立大学図書館と閲覧や貸出しな

どの相互利用を行っている。さらに、「音楽図書館協議会(MLAJ)」に加盟し、全国の加盟

館とも相互協力している。 

学修環境としては、多様な専門領域の学生の相互交流によって、共創的な学修を支援す

るためのラーニングコモンズを K 棟 1 階に開設し、自習やグループ学修など、授業外学修

だけではなく、展示やコンサート、研究発表など本学の専門領域の特色を活かしたプロジ

ェクトの発表などに活用している。【資料 2-5-2】AV 機器やプロジェクター、簡易ステー

ジやピアノなどを備え、隣接する図書館では、プロジェクターやノートパソコン、ヘッド

フォンなどの貸出しを行っている。また、K 棟 3 階には、3D プリンタや刺繍ミシン、レ

ーザーカッターといったデジタルファブリケーション機器を備えるスペースを設けている。 

令和 5(2023)年度はこれらの機器をより利用しやすくするため、希望者を対象にラーニ

ングコモンズ講習会を行い、新入生をはじめ在学生の授業及び授業外の利用を可能として

いる。 

 

3）情報教育施設・設備 

各教室の情報機器及び施設の管理・運営には、情報環境委員会が対応している。情報環

境委員会は、情報センターのセンター長を兼務する委員長のほか、本学及び短期大学部の

専任教員 3 人と事務職員 1 人から構成されている。【資料 2-5-3】【資料 2-5-4】 

情報教育のための施設・設備は、B 棟 1 階に 2 室、C 棟 1 階に 1 室の 3 か所である。令

和元(2019)年度に完成した A 棟及び図書館でもさらに貸出し用のパソコンを増やすこと

で、パソコン教室として占有する教室を減らし、教室の稼働率並びに授業外学修の拡充を

図った。これらの施設の使用時間は、授業開講期間は 21 時 45 分まで、授業開講期間外は

20 時 45 分までとなっており、授業時間外であれば学生が自由にレポート作成や課題制作

等に使用できる。それぞれの教室の利用方法、並びに学内サービスの利用については、入

学時にオリエンテーションを行っている。また、各教室の利用方法や学内サービス利用に

関する情報については、学内情報サービスサイトに掲載している。【資料 2-5-5】 

情報教育施設・設備使用についての学生向けガイドラインとして「札幌大谷大学・札幌

大谷大学短期大学部 情報セキュリティポリシー」を学内情報サービスサイトに掲載して

いる。学内ネットワークには、課題提出用の共有フォルダが用意されているが、学生及び

教職員にはクラウドストレージを提供して、学内無線 LAN を利用し、課題制作並びに課

題提出といった情報共有が行える環境も整備している。インターネット接続の際には、本

学では、学内ネットワークのセキュリティー対策として beat 及び F-Secure を導入してお
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り、外部からの不正アクセスを防止している。【資料 2-5-6】～【資料 2-5-8】 

 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

学内の各棟及び各階への移動はバリアフリー化されている。障がいのある人の対応とし

てエレベーター4 基に点字表示を取り付けており、5 基には 音声案内、安全防護センサー

を取り付けている。車椅子利用者等に対応する多目的トイレを学内に 6 か所設置している。 

K 棟については、スロープと楽器運搬も可能なエレベーターを設置しており、楽器搬入・

搬出時のトラックが横付けできるスペースも確保されている。 

 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

教室は時間割作成時に決定しているが、前年度の学生数と履修者を確認し、教室の収容

人数を超えないように設定している。特に演習科目は教育効果に配慮して 50 人以下のク

ラスで授業を実施するようクラス分けを行っている。また、履修希望者が多い場合は適切

な学修環境を維持することを目的として履修人数を制限する場合がある。履修人数を制限

する場合は、これまでの成績評価（GPA 等）、抽選等の方法で決定する。【資料 2-5-9】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-5-1】図書館ホームページ＞利用案内＞図書館案内動画 

【資料 2-5-2】大学ホームページ＞大学について＞施設紹介 

【資料 2-5-3】（135）大短 情報環境委員会規程 

【資料 2-5-4】（021）法人 情報センター規程 

【資料 2-5-5】学内情報サービスサイト 

【資料 2-5-6】（136）大短 情報セキュリティポリシー 

【資料 2-5-7】（137）大短 情報セキュリティ規程 

【資料 2-5-8】（138）大短 クラウドストレージ利用ガイドライン 

【資料 2-5-9】2023 年度前期・後期時間割クラス分け表 

 

（3）2－5の改善・向上方策（将来計画） 

教育目的の達成のため、老朽化した機器の更新作業といった管理運用面の観点、また学

生への ICT に関する学修機会の創出といった面から、将来的にパソコンなどの情報端末を

設置した実習施設を縮小し、学生個人が持参したパソコンなどの情報端末を活用し授業を

受講する環境を整備する。そのため、学内サービスの整備、学内ネットワーク及び無線 LAN

の整備、各教室のアクセスポイントの増強を計画する。 

また、老朽化した情報機器の更新に合わせ、大学業務支援で利用するソフトウエアなど

の更新作業も並行して進める。 

さらに、学内ネットワーク及び無線 LAN 環境の整備については、通信速度の低い規格

の機器が回線速度の妨げになることから、古い機器の交換や老朽化した機器の更新を実施

している。耐用年数やサポート終了に伴う変更が生じた場合には、継続して情報機器の入

れ替えやシステム変更を行っていく。また、安定したインターネット環境を維持するため

の回線数の見直しを検討する。 
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2－6．学生の意見・要望への対応 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の 

意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

（1）2－6の自己判定 

基準項目 2－6 を満たしている。 

 

（2）2－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

学修支援に関する学生の意見・要望は、「ディプロマ・ポリシー達成度・学修行動調査」

として実施している。調査結果は、学修支援センターで分析し内容を精査した後、内部質

保証会議で必要な対策を検討していく。また、基準 2-2-②で示したとおり、令和 5(2023)

年度から 1 年生を対象に「アセスメントテスト」を実施した。このテストの結果について

分析し、必修科目の「初年次教育・情報リテラシー」の授業内容の変更を行った。【資料 2-

6-1】【資料 2-6-2】 

さらに本学では、障がいのある学生がほかの学生と平等に修学等の機会が得られるよう

支援内容を検討し、合理的配慮が必要な学生として認めている。学生から申し出があった

場合、アクセシビリティ推進委員会で協議・決定のうえ、クラス担任等から各授業担当教

員に合理的配慮を依頼している。令和 5(2023)年度は短期大学部と合わせて 21 人の申し出

があった。 

 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の 

意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

心身に関する健康相談は、保健室や「ぽらん」が対応しており、大学ホームページによ

って案内している。【資料 2-6-3】 

本学では、日常的に学生の意見・要望をくみ上げるシステムとして、ワンストップ窓口

の「学生相談総合窓口」を設置している。この窓口は担当者が相談に応じたり、相談内容

により、さらに適切な相談窓口等を紹介している。令和 3(2021)年度までは学内に「学生

投書箱」を設置していたが、新型コロナウイルス感染症の影響で登校できない学生もいた

ことから、令和 4(2022)年度から学生ポータルサイト内の専用フォームから送信する仕組

みに変更した。これまでの「学生投書箱」では氏名の記入を任意としていたが、意見等の

具体性が欠如している内容も散見したため、変更後は個別ニーズを把握し、学生の声と真

摯に向き合えるよう記名式としている。毎月全学生へメールで案内しており、令和 5(2023)

年度は 30 件（大学 29 件、短期大学部 1 件）の相談が寄せられた。相談件数や傾向など、

定期的に大学協議会や教授会で報告し、教職員に共有している。【資料 2-6-4】 

経済的支援は基準 2-4-①で示したとおり、各種奨学金制度を大学ホームページで案内し、

学務課が随時対応している。【資料 2-6-5】 

そのほか、保護者と大学間の連携を促すために、毎年、保護者懇談会を実施している。

保護者懇談会では、学生の学修状況、学生生活、就職相談等について教員が個別面談を行
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い、大学への意見、要望についても受け付けている。令和 5(2023)年度は短期大学部と合

わせて 67 世帯 79 人の参加があった。【資料 2-6-6】 

 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

学修環境に関する学生の意見・要望をくみ上げ教育・学修環境の改善につなげるために、

自己点検・評価委員会が「学生生活実態調査」を全学生対象に毎年実施している。質問項

目は、施設・設備、学生生活、進路など自由記述を含めて 28 項目である。 

自由記述欄の個別の意見・要望に関しては、学科や関係部署にフィードバックされ、対

応を検討したうえで学生への回答を作成し、学生ポータルサイトや掲示で公開している。

回答内容は、自己点検・評価委員会で確認の後、大学協議会、教授会において教職員に共

有される。 

施設・設備に対する学生の意見・要望とそれに対する大学の改善事例として、防犯カメ

ラ増設のほか、図書館では返却用ブックポストの設置場所移動や、資料購入の申込みを従

来の図書館カウンターでの用紙記入に加え、Web フォームでも行えるようにした。令和

5(2023)年度の調査では冷房の設置に関する要望が多数寄せられたことを受けて、令和

6(2024)年度に窓用エアコンの設置を検討している。また、食堂の券売機が老朽化している

ため更新してほしいとの要望に対し、入れ替えを行った。【資料 2-6-7】【資料 2-6-8】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-6-1】「2023 年度ディプロマ・ポリシー達成度・学修行動調査」集計結果 

【資料 2-6-2】アセスメントテストの分析（音楽学科・美術学科・地域社会学科） 

【資料 2-6-3】大学ホームページ＞キャンパスライフ＞学生サポート 

【資料 2-6-4】「学生相談総合窓口」（2023 年度結果報告） 

【資料 2-6-5】大学ホームページ＞学費・各種支援＞学科別学費・奨学金情報 

【資料 2-6-6】2023 年度 大短 保護者懇談会報告 

【資料 2-6-7】「2023 年度学生生活実態調査」集計結果 

【資料 2-6-8】「2023 年度学生生活実態調査」自由記述への回答 

 

（3）2－6の改善・向上方策（将来計画） 

学生の多様化が進む中、様々な支援に活かすため、今後も継続的に調査を実施し学生の

意見・要望を把握する。 

各種調査等によりくみ上げた学生の意見・要望は、その結果をより確実に改善につなげ

るよう、効率的な仕組みづくりに取り組んでいく。また、個々の学生に応じた適切な支援

を行うため、調査項目の精査を進めるとともに、学生の負担とならないような調査のあり

方も検討していく。今後に向けて、学生の学ぶ環境をより良くするため、関係部署と調整

を図りながら改善に努めていく。 

 

［基準 2 の自己評価］ 

教育目的に対応したアドミッション・ポリシーを策定し、それに沿った入学者を受け入

れるため、入試委員会を中心に公正かつ適正に入学者選抜を実施する体制を整備している。
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学力の三要素を多面的、総合的に判断する多様な選抜方法の実施によって、過去 5 年間の

収容定員は概ね安定している。 

教職協働による学修支援体制を整備している。特に入学当初における学修を支援するた

めに、入学前教育、初年次教育、リメディアル教育を実施している。オフィスアワー以外

にも教員と学生との個別面談を定期的に実施しており、障がいのある学生、合理的配慮を

要する学生にも対応する体制が整えられている。 

 キャリア支援は各学科の特性に合わせながら、キャリア科目、キャリア支援プログラム

の開講、キャリア支援センターによる就職相談と指導、各種ガイダンスや支援講座の開催

により、教育課程内外での支援体制が重層的に機能している。これにより高い就職決定率

を維持している。 

 学生生活の安定のために、小規模大学であることの強みを活かしたきめ細かな支援を実

施している。教員との定期的な面談に加えて、学生ポータルサイト内に「学生相談総合窓

口」を設置し、学生の不安や悩み、要望等に随時応えている。必要に応じて保健室や「ぽ

らん」とも連携して、専門職員に相談できる体制が整えられている。また、経済的な支援

としては、各種の奨学金制度、授業料減免制度及び特待生制度を設けている。 

 「学生生活実態調査」によって集められた学生の意見・要望については、関係各部署で

分析・検証した結果を学生にフィードバックするとともに具体的な支援に反映させている。 

以上のことから、基準 2 を満たしていると評価する。 
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基準 3．教育課程 

3－1．単位認定、卒業認定、修了認定 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、 

修了認定基準等の策定と周知 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

（1）3－1の自己判定 

基準項目 3－1 を満たしている。 

 

（2）3－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

札幌大谷大学（以下「本学」という。）は、「札幌大谷大学 学則（以下「学則」という。）」

第 1 条に規定する教育目的を踏まえて、図表 3-1-1 のとおり大学全体のディプロマ・ポリ

シー及び学科のディプロマ・ポリシーを定めている。ディプロマ・ポリシーは、学生向け

には年度始めの各学年オリエンテーションで説明し、必修科目「初年次教育・情報リテラ

シー」においても学長が周知している。また、大学ホームページで公開し、大学案内にも

掲載している。【資料 3-1-1】～【資料 3-1-3】 

 

図表 3-1-1 ディプロマ・ポリシー 

札幌大谷大学 

1 基礎的汎用的スキル： 

社会において多種多様な人と協働し実践する力 

2 自律性： 

目標達成のために努力を重ねる力 

3 課題発見・社会貢献性： 

広い視野をもって、社会の課題を発見する力 

4 知識活用： 

学んだ専門知識や技術を目的に応じて使いこなす力 

芸術学部 

音楽学科 

1 基礎的汎用的スキル： 

人のもつ多様性を認め、コミュニケーション能力や課題解決能力など、卒業後の社

会で求められる汎用的なスキルを身につけることができます。 

2 自律性： 

主体的に課題を発見し、目標達成のため継続的に自己研鑽を積み重ねることができ

ます。 

3 課題発見・社会貢献性： 

現代社会の多様な問題について関心をもち、音楽を通して解決を図ることができま

す。 

4 知識活用： 

４年間で修得した専門的な知識やスキルを、実社会のニーズに応じて活用すること

ができます。 
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芸術学部 

美術学科 

1 基礎的汎用的スキル： 

人のもつ多様性を認め、コミュニケーション能力や課題解決能力など、卒業後の社

会で求められる汎用的なスキルを身につけることができます。 

2 自律性： 

主体的に自己表現を具現化し、技術向上のため継続的に自己研鑽を積み重ねること

ができます。 

3 課題発見・社会貢献性： 

現代社会の多様な問題について関心をもち、美術・デザインを通して問題を提起し、

解決を図ることができます。 

4 知識活用： 

４年間で修得した専門的な知識やスキルを、実社会のニーズに応じて活用すること

ができます。 

社会学部 

地域社会学科 

1 基礎的汎用的スキル： 

コミュニケーション能力や課題解決能力など、卒業後の社会で求められる汎用的な

スキルを身につけ、ニーズに応じて活用することができます。 

2 自律性： 

主体的に課題に取り組み、目標達成に向けて持続的に努力を重ねることができます。 

3 課題発見・社会貢献性： 

調査・研究を通じて社会の現状を深く分析・考察し、地域社会の課題発見やその解

決に向けて積極的に貢献することができます。 

4 知識活用： 

社会人として必要な基礎力を基盤とし、社会学のさまざまな分野における専門的知

識を、現実社会のニーズに応じて活用することができます。 

 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、 

修了認定基準等の策定と周知 

本学ではディプロマ・ポリシーを踏まえて、単位認定を行っている。単位認定基準、進

級基準、卒業認定基準は、学則及び「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 履修等規

程（以下「履修等規程」という。）」に定め、学生便覧に掲載し、学生及び教職員に周知し

ている。【資料 3-1-4】～【資料 3-1-6】 

各授業科目のシラバスには、その科目がディプロマ・ポリシーのどの項目に対応してい

るかを明記している。科目担当教員は、授業の初回にディプロマ・ポリシーを踏まえた単

位認定基準であることを学生に周知している。また、成績評価は、学則第 27 条に規定する

各評価「秀・優・良・可・不可」に加え、学修成績を総合的に判断する指標として GPA(Grade 

Point Average)を用いており、学生便覧に示している。評価の方法及び基準はシラバスに

も明示している。評価方法は複数の方法を組み合わせて総合的に評価することを、また各

評価方法の割合を数値で明記している。 

なお、定められた授業回数の 3 分の 2 以上の出席がない場合は「出席不足」となり評価

の対象とはならない。 

卒業認定基準は、学則第 28 条、第 29 条に基づいて、履修等規程で学科ごとに卒業認定

の基準を定めている。学生に対しては各学年の年度始めのオリエンテーションで説明し、

担任による個別面談の際に個人成績表を参照しながら履修指導することで周知徹底してい

る。 

進級基準は、履修等規程で通算 GPA による大学 4 年次への進級判定について定めてい

る。3 年次修了までに通算 GPA が 1.0 未満でかつ卒業要件単位を 75 単位以上修得してい

ない場合は 4 年次配当の科目の履修を認めないことにしている。 
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3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

科目の成績評価方法はシラバスに明記している。学生に示された成績は、異議申し立て

期間を設けており、成績評価の透明性、厳格性を確保している。基準 3-1-②で示したとお

り 4 年次進級時において、単位の修得状況や通算 GPA に応じて進級判定を行っており、

不合格の学生は、4 年次配当科目の履修を認めておらず厳正な対応をとっている。全学生

を対象に学期ごとの GPA が連続して低い場合には、履修等規程第 12 条第 4 項に基づき、

段階的に指導している。卒業認定基準は、学則第 28 条及び履修等規程第 4 条第 4 項に基

づき厳正に適用している。 

また、学生がほかの大学又は短期大学（札幌大谷大学短期大学部含む）、高等専門学校専

攻科等において履修した授業科目で取得した単位については、大学設置基準に準じ、学則

第 34 条に定めるとおり 60 単位を超えない範囲で、これを本学における授業科目の修得単

位として認定している。本学に入学する前の既修得単位については、2 年次編入学・転入

学の場合は 30 単位を、3 年次編入学・転入学の場合は 60 単位を上限として認定している。

【資料 3-1-7】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-1-1】「初年次教育・情報リテラシー」資料 

【資料 3-1-2】大学ホームページ＞大学について＞三つのポリシー 

【資料 3-1-3】2024 年度大学案内 

2025 年度大学案内 

【資料 3-1-4】（076）大学 学則 

【資料 3-1-5】（146）大短 履修等規程 

【資料 3-1-6】2024 年度学生便覧 III-1. 学修に関する留意事項 

【資料 3-1-7】（143）大学 編入学及び転入学規程 

 

（3）3－1の改善・向上方策（将来計画） 

ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定、卒業認定、修了認定の基準を学生及び教員

に周知し、引き続き厳正な適用を行っていく。さらに学期ごとの GPA が連続して低い場

合の履修指導についても基準 2-2-②で示したとおり見直し、保証人に指導記録を通知する

だけではなく、面談をとおして学生情報を共有して履修状況を改善するよう導く。 

 

3－2．教育課程及び教授方法 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

3-2-④ 教養教育の実施 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

（1）3－2の自己判定 

基準項目 3－2 を満たしている。 
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（2）3－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

本学では、学則第 1 条に規定する教育目的を踏まえて、大学全体のカリキュラム・ポリ

シーを基準 1-2-④で示したとおり定めている。 

各学科のカリキュラム・ポリシーは図表 3-2-1 のとおりである。カリキュラム・ポリシ

ーは、年度始めの各学年オリエンテーションで説明し周知徹底している。また、大学ホー

ムページで公開し、大学案内に掲載している。【資料 3-2-1】【資料 3-2-2】 

 

図表 3-2-1 カリキュラム・ポリシー 

札幌大谷大学 

札幌大谷大学は、「ディプロマ・ポリシー（卒業の認定に関する方針）」に基づき、学士

課程においては「大学共通科目」及び各学部・学科に設置する「専門科目」を大きな柱と

し、それぞれの学部・学科の教育目標にあわせたカリキュラムを教育内容に則り履修モ

デルとして体系的に編成します。 

教育方法については、講義、演習、実技、実習を効果的に組み合わせ、音楽実技や美術

実技、ゼミ活動、フィールドワークなどの能動的な学びをカリキュラムの中心とします。

また、学修成果の評価の方法についてはシラバスに示す通りとします。教育内容につい

ては以下の通りとします。 

 

1  建学の精神を学び、自己と他者の命を尊重し、豊かな情操を身につけ、知徳の陶冶を

図ることを学びます。 

2  社会に対する広い視野を持ち、多様な価値観に配慮できる豊かな人間性を身につけ、

特に伝える力を中核とするコミュニケーション能力の育成及び情報を発信し利用する

力を身につける初年次科目を配置し学びます。 

3  専門科目の中でも「ディプロマ・ポリシー（卒業の認定に関する方針）」のために必

修科目を配置し、専門的な学びを深めます。 

4  主に基礎的汎用的スキルの獲得を中心として自律性、課題発見・社会貢献性、知識活

用の獲得に必要な共通科目を選択科目として配置します。 

5  自らの専門領域を深く学ぶと同時に、様々な領域への理解を深めるために、副専攻

制度を設定します。 

6  少人数制の教育を基本とし、学科・専攻・コースごとに、個人レッスンや演習、ボラ

ンティア活動、フィールドワーク、インターンシップ等の体験型学習科目を配置しま

す。 
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芸術学部 

音楽学科 

札幌大谷大学芸術学部音楽学科は、「ディプロマ・ポリシー（卒業の認定に関する方針）」

に基づき、学士課程においては「大学共通科目」及び「専門科目」を大きな柱とし、芸術

学部音楽学科の教育目標にあわせたカリキュラムを教育内容に則り履修モデルとして体

系的に編成します。 

教育方法については、講義、演習、実技、実習を効果的に組み合わせ、音楽実技や対人

支援などの能動的な学びをカリキュラムの中心とします。また、学修成果の評価の方法

についてはシラバスに示す通りとします。教育内容については以下の通りとします。 

 

1  建学の精神を学び、自己と他者の命を尊重し、豊かな情操を身につけ、知徳の陶冶を

図ることを学びます。 

2  社会に対する広い視野を持ち、多様な価値観に配慮できる豊かな人間性を身につけ、

特に伝える力を中核とするコミュニケーション能力の育成及び情報を発信し利用する

力を身につける初年次科目を配置し学びます。 

3  専門科目の中でも「ディプロマ・ポリシー（卒業の認定に関する方針）」のために音

楽史やソルフェージュ、合唱、卒業研究などの必修科目を配置し、専門的な学びを深め

ます。 

4  主に基礎的汎用的スキルの獲得を中心として自律性、課題発見・社会貢献性、知識活

用の獲得に必要な共通科目を選択科目として配置します。 

5  自らの専門領域を深く学ぶと同時に、様々な領域への理解を深めるために、副専攻

制度を設定します。 

6  少人数制の教育を基本とし、コースごとに、個人レッスンや演奏会の実施等の体験

型学習科目を配置します。 

7  主に演奏や創作、対人支援やマネジメントに関わる専門的な技術や知識を身につけ、

発信力や表現力を獲得する専門科目を選択科目として配置します。 

芸術学部 

美術学科 

札幌大谷大学芸術学部美術学科は、「ディプロマ・ポリシー（卒業の認定に関する方針）」

に基づき、学士課程においては「大学共通科目」及び「専門科目」を大きな柱とし、芸術

学部美術学科の教育目標にあわせたカリキュラムを教育内容に則り履修モデルとして体

系的に編成します。 

教育方法については、講義、演習、実技、実習を効果的に組み合わせ、共通基礎や専攻

実技・卒業制作などの能動的な学びをカリキュラムの中心とします。また、学修成果の評

価の方法についてはシラバスに示す通りとします。教育内容については以下の通りとし

ます。 

 

1  建学の精神を学び、自己と他者の命を尊重し、豊かな情操を身につけ、知徳の陶冶を

図ることを学びます。 

2  社会に対する広い視野を持ち、多様な価値観に配慮できる豊かな人間性を身につけ、

特に伝える力を中核とするコミュニケーション能力の育成及び情報を発信し利用する

力を身につける初年次科目を配置し学びます。多様な造形・メディア表現の基礎的技

術を習得し、美術・デザインの基礎教養と基礎能力の定着を図ります。 

3  専門科目の中でも「ディプロマ・ポリシー（卒業の認定に関する方針）」のために必

修科目を配置し、専門的な学びを深めます。特に、在学中に修得した知識と技術を統合

させながら専門分野に求められる素養を身につけます。 

4  主に基礎的汎用的スキルの獲得を中心として自律性、課題発見・社会貢献性、知識活

用の獲得に必要な共通科目を選択科目として配置します。 

5  自らの専門領域を深く学ぶと同時に、様々な領域への理解を深めるために、副専攻

制度を設定します。また、副専攻制度のカリキュラム履修を通じて、自らの専門領域を

越境していく創造力を養います。 

6  少人数制の教育を基本とし、学科・専攻ごとに、展覧会への出品やインターンシッ

プ、ボランティア活動など、大学での学修内容と実社会とのつながりを認識する機会

を提供します。 

7  主に美術・デザインに関する多用な職業に通じる知識や技術、また創造力やコミュ

ニケーション能力の獲得に必要な専門科目を選択科目として配置します。 
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社会学部 

地域社会学科 

札幌大谷大学社会学部地域社会学科は、「ディプロマ・ポリシー（卒業の認定に関する

方針）」に基づき、学士課程においては「大学共通科目」及び「専門科目」を大きな柱と

し、社会学部地域社会学科の教育目標にあわせたカリキュラムを教育内容に則り履修モ

デルとして体系的に編成します。 

教育方法については、講義、演習、実習を効果的に組み合わせ、ゼミ活動などの能動的

な学びをカリキュラムの中心とします。また、学修成果の評価の方法についてはシラバ

スに示す通りとします。教育内容については以下の通りとします。 

 

1  建学の精神を学び、自己と他者の命を尊重し、豊かな情操を身につけ、知徳の陶冶を

図ります。 

2  社会に対する広い視野を持ち、多様な価値観に配慮できる豊かな人間性を身につけ、

特に伝える力を中核とするコミュニケーション能力の育成及び情報を発信し利用する

力を身につける初年次科目を配置し学びます。 

3  専門科目の中でも「ディプロマ・ポリシー（卒業の認定に関する方針）」のために、

市民社会と人間関係や社会学基礎、地域社会論などの必修科目を配置するほか、各コ

ースに沿った科目群を通じて、専門的な学びを深めます。 

4  自らの専門領域を深く学ぶと同時に、様々な領域への理解を深めるために、副専攻

制度を設定します。 

5  少人数制の教育を基本とし、目標達成に向けての主体性や持続性を養うために担任

制度と連動したゼミ科目（基礎演習、専門基礎演習、専門演習）を配置します。 

6  調査研究を通じて社会の現状を分析・考察し、地域社会の課題発見に貢献できる力

を養うために、社会調査スキルを体系的に修得する科目群や、社会問題入門・地域実

践・地域課題研究などの実践的科目を配置します。 

7  社会人として求められるコミュニケーション能力や国際性、実践力を養うため、言

語表現や情報処理、外国語習得に関する科目、及びキャリア支援科目を配置します。 

8  北海道に根づく職業人として欠かせない、地域的・国際的視点から現代社会の特徴

や課題に関する知識を修得するため、北海道並びに国際社会への理解を深める科目を

配置します。 

 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

カリキュラム・ポリシーは、ディプロマ・ポリシーに示された基礎的汎用的スキル、自

律性、課題発見・社会貢献性、知識活用の四つの能力を達成する教育課程を編成するため

の方針である。そのために、カリキュラム・ポリシーの各項目はどのような能力や資質を

伸ばすために科目を配置しているか、という観点から記述されており、ディプロマ・ポリ

シーとの一貫性が確保されている。 

具体的にはカリキュラム・ポリシーに基づいた教育課程について体系化したカリキュラ

ム・ツリーを大学ホームページで公開しており、ディプロマ・ポリシー達成に向けての道

筋を可視化している。【資料 3-2-3】 

また、基準 3-1-②でも示したが、シラバス及び学生便覧の授業科目一覧表において科目

ごとに学科のディプロマ・ポリシーとの関連性が明示されている。 

 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

本学の教育課程は、カリキュラム・ポリシーに基づき、「大学共通科目」及び「専門科目」

を大きな柱としながら、それぞれの学部・学科の教育目標に合わせたカリキュラムを教育

内容に則って体系的に編成している。カリキュラム・ポリシーに示された各項目に対応す

る形で、大学共通科目、学科の専門科目を配置し、特にディプロマ・ポリシーを達成する

うえで必須となる科目を必修科目として配置している。 

具体的には、「建学の精神と大谷学 A」「初年次教育・情報リテラシー」は全学共通の必
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修科目としている。また、各学科における専門的能力を養ううえで基幹的な科目も必修に

指定している。こうした体系的な編成を視覚的に把握し、計画的な履修による効率的なデ

ィプロマ・ポリシー達成を図るために、各学科では履修モデルを設定している。【資料 3-2-

4】 

履修モデルは、学科により複数用意し、それぞれの履修モデル全てが、ディプロマ・ポ

リシー達成までの道筋を示している。また、令和 5(2023)年度から、学生に学位を取得さ

せるに当たり、当該学位のレベルと分野に応じて達成すべき能力を育成するために必要な

科目群を明確にするため「主要授業科目」を設定した。「主要授業科目」は、シラバスに明

示し、オリエンテーションにおいて周知を行っている。【資料 3-2-5】 

また、全学共通の「キャリア支援プログラム」を配置しており、この科目を選択してい

くことで、学外での実践的な学びを段階的に支援している。「キャリア支援プログラム」は

選択科目・大学共通科目の正規授業として履修が可能であり、講座の受講により学修時間

を確保する科目のほか、資格取得をもって単位修得を認めるなど柔軟な対応をとっている。 

シラバスは、開講する全ての授業科目について整備している。授業の基本的な情報（科

目名、教員名、配当年次、開講期、単位数、履修人数の制限、必修選択、授業回数、ナン

バリング）のほかに、授業概要、到達目標、対応する学科のディプロマ・ポリシー、授業

計画、成績評価方法・基準、教科書・授業で使用するソフト、参考書等、授業科目に関連

した実務経験のある教員の配置の有無、予習・復習の具体的な内容と必要な時間、受講時

の注意事項とアクティブ・ラーニング情報について記載する欄を設けている。また、シラ

バスの記載方法は、「シラバス作成の留意事項」において整理し科目担当教員に示している。

【資料 3-2-6】教員が作成したシラバスは、各学科の学修支援センター員がカリキュラム・

ポリシーやディプロマ・ポリシーとの整合性を点検し、不適切な箇所があれば修正を求め

ている。【資料 3-2-7】 

単位制度の実質化を目的として、年間で履修できる単位数に上限を設定しており、履修

登録の年間上限単位数は学生便覧に明記している。原則として、1 年間に登録できる上限

は 49 単位となっているが、2 年生以上の学生については通算 GPA に応じて上限単位数の

追加を認めている。通算 GPA が 3.5 以上であれば 8 単位を、3.0 以上 3.5 未満であれば 4

単位を追加して履修登録できる。【資料 3-2-8】 

教職課程のカリキュラム・ポリシーは、大学全体のカリキュラム・ポリシーに準拠して

各学部・学科共通で図表 3-2-2 のとおり示している。シラバスでは、到達目標や成績評価

方法を明記するとともに教職課程のディプロマ・ポリシーとの関係を示している。「教職課

程履修の手引き」では、カリキュラムの全体像に体系的な教育課程の編成を示している。

各科目のシラバスは、文部科学省の「教職課程コアカリキュラム」と整合しており、「履修

カルテ」の様式に反映している。 
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図表 3-2-2 教職課程カリキュラム・ポリシー 

札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部の教職課程のカリキュラムは、教育職員免許状の取得に必要な科

目を体系的に編成することを基本としています。これらの科目を学ぶことで学生自らが課題を発見し、次の

学びにつながるように支援します。また、学修成果の評価の方法は、シラバスに示す通りです。教育内容に

ついては以下の通りです。 

１ 建学の精神を学び、自己と他者の命を尊重し、豊かな情操を身につけ、知徳の陶冶を図ることを学びま

す。 

２ 領域・教科及びそれらの指導法に関する科目を各学部・学科に合わせて配置します。 

３ 教育の基礎的理解に関する科目を配置します。 

４ 各学部・学科の特性に合わせ、大学が独自に設定する科目を配置します。 

５ 教育職員免許法施行規則第 66 条の６に定める科目を配置します。 

６ 教育実習を通して理論と実践の往還を図るとともに、教育活動に対応する実践力を養います。 

 

3-2-④ 教養教育の実施 

教養教育の実施は、「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 学修支援センター規程」

に定められており、これに基づいて教養教育に関わるカリキュラムの編成や運用について

検討を行っている。【資料 3-2-9】 

本学のディプロマ・ポリシーで定めている基礎的汎用的スキルの多くは、教養教育によ

り身につけることができる。特に「建学の精神と大谷学 A」では、建学の精神を知り、自

己と他者の命を尊重し、豊かな情操を身につけ、知徳の陶冶を図ることを学ぶ。「初年次教

育・情報リテラシー」は、社会に対する広い視野を持ち、多様な価値観に配慮できる豊か

な人間性を身につけ、特に伝える力を中核とするコミュニケーション能力の育成及び情報

を発信し利用する力を身につける科目として配置されている。これらの科目は大学共通の

必修科目として位置づけられている。また、基礎的汎用的スキルの獲得を中心として自律

性、課題発見・社会貢献性、知識活用の獲得に必要な共通科目を選択科目として配置して

いるが、51 科目を一般教養科目として、24 科目を外国語科目として位置づけており適切

に教養教育を実施している。 

 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

各学科における専門性を担保しつつ、実践的な学修を実施するために、様々な工夫を行

っている。例えば芸術学部の「映像制作演習」、社会学部の「経営学入門」「商品開発論」

では、学生自身の専門性を自覚させながら、協調性やコミュニケーション能力、プレゼン

テーション能力を向上させている。 

また、それぞれの専門的な知識や技術を社会の中で実践的に発揮できるように、各学科

が工夫をしている。音楽学科は、専攻実技において優秀な成果を挙げた学生を「演奏クラ

ス」に選抜し、「音の輪コンサート」をはじめとした学内外でのコンサートに出演させたり、

特別レッスンを優先的に受講する権利を与えたりしている。【資料 3-2-10】それに加えて、

「ステージスタッフ実習」や「コンサートプロデュース論」等の科目により、演奏者や指

導者育成だけではなく、コンサートを支える人材の育成を、実践的な学修をとおして行っ

ている。美術学科は、大学構内の廊下や壁面も作品の発表の場として有効活用しながら、

課題解決への実践的な力も身につけている。地域社会学科は必修科目として社会課題発見

のための「ボランティア実践」や「専門演習」「地域課題研究」におけるフィールドワーク
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などをとおして地域理解を深めている。「卒業研究」では「卒業論文中間報告会」「卒業論

文最終報告会」への参加を必須としており、そのプロセスを経て 4 年間の学びの集大成を

図っている。 

これらのアクティブ・ラーニングをはじめとした授業方法の工夫は、各学科の演習・実

技科目だけでなく講義も含めた様々な授業で導入しており、シラバスの「受講時の注意事

項とアクティブ・ラーニング情報」に明記している。 

教授方法の工夫や改善を組織的に推進するために FD・SD 委員会が設置されている。

FD(Faculty Development)・SD(Staff Development)研修会を年に数回開催し、教職員間

で課題を共有し、授業内容、授業方法、授業環境の改善に全学的に取り組んでいる。また、

「授業アンケート」の実施によって、授業内容、実施上の工夫、学生の授業への取組み、

学修の成果についての学生による評価を把握し、科目担当者ごとに授業改善に取り組んで

いる。令和 5(2023)年度の FD・SD 研修会では、前年度の後期「授業アンケート」の結果

を分析し、アンケート結果から見える特徴を共有した。【資料 3-2-11】【資料 3-2-12】 

令和 2(2020)年からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、オンライン授業の

プラットフォームとして LMS(Learning Management System)を導入したが、対面授業へ

戻った現在も全科目のツールとして定着しており、資料の提供や課題提出などに利用する

ことが可能となっている。 

令和 6(2024)年度からは新 LMS を導入しており、システムを積極的に利用し授業を効

果的に実施している。【資料 3-2-13】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-2-1】大学ホームページ＞大学について＞三つのポリシー 

【資料 3-2-2】2024 年度大学案内 

2025 年度大学案内 

【資料 3-2-3】カリキュラム・ツリー（音楽学科・美術学科・地域社会学科） 

【資料 3-2-4】履修モデル（学生便覧より抜粋） 

【資料 3-2-5】主要授業科目の概要 

【資料 3-2-6】シラバス作成の留意事項 

【資料 3-2-7】2024 年度シラバスの記載内容の確認について（依頼） 

【資料 3-2-8】2024 年度学生便覧 III-1. 学修に関する留意事項 

【資料 3-2-9】（121）大短 学修支援センター規程 

【資料 3-2-10】音の輪コンサート案内 

【資料 3-2-11】（133）大短 FD・SD 委員会規程 

【資料 3-2-12】大短 FD・SD 研修会資料「2022 年度後期授業アンケートの結果から」 

【資料 3-2-13】Campus-Xs「ポータル利用 簡易操作マニュアル（学生編）」 

 

（3）3－2の改善・向上方策（将来計画） 

カリキュラム・ポリシーは、ディプロマ・ポリシーとの一貫性を保ちながら、社会の変

化と学生のニーズを意識した見直しを定期的に行ってきた。令和 5(2023)年度から導入し

た新カリキュラムの教育成果について、基準 3-3-①で述べる学修成果の可視化と点検・評
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価の結果に基づいて検証を進める。 

令和 6(2024)年 3 月には札幌市内の 9 大学との連携を強化することになり、「札幌市にお

ける地域連携プラットフォーム構築に向けた大学及び短期大学間連携協定書」を結んだ。

将来的には、札幌市とともに大学連携による共同授業や合同研修、「提案型プログラム」の

推進などを企画する予定である。大学及び短期大学間連携を深化させることによって、本

学のカリキュラム編成を向上させていく。 

また、FD・SD 研修会の質の向上を図り、より効果的な教育方法及び教育内容を構築で

きるよう教授方法の工夫や開発に取り組んでいく。 

 

3－3．学修成果の点検・評価 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の 

フィードバック 

（1）3－3の自己判定 

基準項目 3－3 を満たしている。 

 

（2）3－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

本学では、三つのポリシーが適切であるか、また、カリキュラムが三つのポリシーに基

づき適切に機能しているかを点検・評価するために、「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大

学部アセスメント・プラン」を定めている。アセスメント・プランは大学ホームページで

公開している。【資料 3-3-1】学生の学修成果はアセスメント・プランに示した多様な評価

指標項目によって可視化され、大学全体、学科、科目という三つのレベルに整理したうえ

でその点検・評価を行っている。 

 具体的な評価指標項目と測定、評価結果の検証体制は「アセスメント・プラン評価の具

体的な運用」で定めている。【資料 3-3-2】アドミッション・ポリシーに関わる評価指標項

目は主として入試委員会が、カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーに関わる評

価指標項目は学修支援センターが、就職調査や卒業生調査についてはキャリア支援センタ

ーがそれぞれ管轄している。具体的な点検・評価方法は以下のとおりである。 

 

1）ディプロマ・ポリシー達成度・学修行動調査 

学生のディプロマ・ポリシーの達成度を把握するため、令和 5(2023)年度から「ディプ

ロマ・ポリシー達成度・学修行動調査」を全学年対象に実施している。この調査は、学生

自身が大学で得た学びに対してどの程度ディプロマ・ポリシーを達成したか自己評価する

ものである。調査結果は学科ごとに分析し、各学科の検証と今後の改善点について協議し

た後、内部質保証会議に報告している。【資料 3-3-3】 

 

2）DPチャート 

令和 5(2023)年度から作成している「DP チャート」を学科ごとに集計し、学修支援セ

ンターで分析した後、内部質保証会議に報告している。【資料 3-3-4】 
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3）GPA・修得単位数 

学生の学期ごとの学修成果は GPA の観点から点検している。基準 3-1-③でも示したと

おり、学期ごとの GPA が連続して低い場合には、担当教員が段階的に適切な対応を実施

している。また、基準 3-2-③で示したとおり 2 年生以上は通算 GPA によって履修登録上

限単位数の追加を認める形で、学修成果を運用している。【資料 3-3-5】 

 

4）アセスメントテスト 

令和 5(2023)年度以降に実施している「アセスメントテスト」の結果から、ディプロマ・

ポリシーに掲げる基礎的汎用的スキルを入学時点で測定するとともに、その後の学修成果

の評価に活用している。 

 

5）授業アンケート 

FD・SD 委員会において各学期の学期末に「授業アンケート」を実施している。学期末

のアンケートは共通のアンケート書式を使用して、Web フォームによる一斉配信で実施し

ている。アンケートの集計結果は、科目担当教員にフィードバックされ、改善点があれば

シラバスに反映するよう依頼している。【資料 3-3-6】専任教員が作成した授業改善計画書

を図書館で閲覧できるよう公表している。これにより個々の科目レベルの授業改善を促し、

教員が改善に取り組む姿勢を学生にも見えるようにした。学科レベル、大学全体レベルで

の改善に向けて、「授業アンケート」を集計した分析結果は、FD・SD 研修会において報告

され共有されている。【資料 3-3-7】 

 

6）卒業生アンケート及び就職先アンケート 

本学の教育プログラム及びキャリア支援の改善と充実につなげることを目的に、令和

3(2021)年度及び令和 5(2023)年度に卒業後のキャリアや在学中の学修支援に関する卒業

生アンケートを実施した。また、一般企業・官公庁・NPO 法人等を対象とした就職先アン

ケートも実施し、教育成果を点検・可視化し、その成果を踏まえて、今後の教育方法や学

修指導の改善に役立てるため検証した。【資料 3-3-8】【資料 3-3-9】 

 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の 

フィードバック 

「アセスメントテスト」の結果は学年ごとに担当教員が直接面談によって結果を学生に

フィードバックし学修指導に活用している。また、2 年生以上は基準 3-3-①で示した「DP

チャート」を配布している。これにより学生はディプロマ・ポリシーごとに GPA として自

分の達成状況が確認できる。このように学修成果を可視化することによって、個々の学生

が自らの成長を具体的に確認することができるようになっている。 

入学時点での「アセスメントテスト」の結果を内部質保証会議で検討した結果、学修が

習慣化していないという課題が読み取れたため、大学全体レベルでのカリキュラムへのフ

ィードバックとして、必修科目「初年次教育・情報リテラシー」の授業内容に課題を解消

する内容を盛り込むことになった。「アセスメントテスト」の結果については学科でも検証
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され、FD・SD 研修会において各学科の傾向と対策について全学的に共有を行っている。

【資料 3-3-10】～【資料 3-3-12】 

「DP チャート」の分析結果を検証した結果、ディプロマ・ポリシーの各能力項目の間

でその達成状況に極端な偏りは見られなかったが、今後、ディプロマ・ポリシーと科目と

の関連性を検討していく。 

ディプロマ・ポリシーと各科目が紐づけられていることから、個々の教員のレベルでも

担当する科目の学生の目標達成度を可視化することが可能となった。このことにより、教

員は自分の担当科目における学生の学修成果を知ることができ、授業改善につなげる仕組

みとして機能している。各科目では「授業アンケート」の実施が必須となっており、授業

の最終週のほかに中間時点での「授業アンケート」も行っている。中間アンケートは、当

該科目に対する学生の声を速やかに授業改善へ取り入れることができるため多くの教員が

それぞれの方法で実行している。 

また、基準 3-3-①で示した卒業生アンケート及び就職先アンケートを検証し、以下の取

組みを行った。 

卒業生アンケートの結果、「社会に出てみて学生時代にもっと強化しておけばよかった

と思う力」として、パソコン・IT 技能を挙げた回答が多かった。それにより IT リテラシ

ー、DX リテラシー教育の重要性を踏まえ札幌大谷キャリア支援プログラム科目に DX ア

ドバイザー資格講座を組み入れ運用している。また、「キャリア支援センターを利用した」

との回答が半数だったことから、令和 6(2024)年度前期のオリエンテーションに全学年を

対象としたキャリア支援センターのガイダンスを行った。 

就職先アンケートの結果から、「企業が求める仕事において必要とされる能力・資質」と

してコミュニケーション能力や協調性、社会性を挙げた企業等が多かった。それにより卒

業生との意識の差があることが分かったため、キャリア支援講座や学生面談の中でコミュ

ニケーション能力等の重要性と向上を図るように伝えた。また、「課題発見力と課題解決力」

の評価も低かったことから、令和 6(2024)年度の札幌大谷キャリア支援プログラムガイダ

ンスにおいて、課題解決型学習やアクティブ・ラーニングのプログラムの履修促進を行っ

た。引き続きアンケート結果を検証し在学中の学修支援や今後の教育活動の改善に反映さ

せていく。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-3-1】大学ホームページ＞大学について＞アセスメント・プラン 

【資料 3-3-2】アセスメント・プラン評価の具体的な運用 

【資料 3-3-3】「2023 年度ディプロマ・ポリシー達成度・学修行動調査」集計結果 

【資料 3-3-4】DP チャートの集計とまとめについて 

【資料 3-3-5】GPA による履修指導後の成績の推移について 

【資料 3-3-6】2024 年度シラバス作成のガイドライン 

【資料 3-3-7】大短 FD・SD 研修会資料「2022 年度後期授業アンケートの結果から」 

【資料 3-3-8】2023 年度 大学 卒業生のキャリア・就職等に関するアンケート 

（芸術学部・社会学部）結果報告 
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【資料 3-3-9】2023 年度 大学 卒業生の就職先アンケート（芸術学部・社会学部）結果 

報告 

【資料 3-3-10】2023 年度 GPS-Academic 報告（抜粋） 

【資料 3-3-11】アセスメントテストの分析（音楽学科・美術学科・地域社会学科） 

【資料 3-3-12】2023 年度アセスメントテストの分析結果を受けて 

 

（3）3－3の改善・向上方策（将来計画） 

令和 5(2023)年度から本格的に実施することになった「アセスメントテスト」は、入学

時と 2 年進級時に継続的に行うことによって 1 年間を振り返り、必要とされる基礎的汎用

的スキルを確認することが可能である。「アセスメントテスト」の結果をフィードバックし

てカリキュラムや授業内容を改めて検討する。また、ディプロマ・ポリシーの項目ごとに

GPA を算出した「DP チャート」の集計を行い分析し、内部質保証会議において必要な改

善を実施していく。併せて、ディプロマ・ポリシーの適切性についても継続的に検証を行

っていく。 

教育環境についての検証は「学生生活実態調査」で行っており、必要なデータの収集の

仕組みが確立している。また、集められたデータは、個々の学生に有効にフィードバック

されている。これは小規模校であることの強みであると言える。「授業アンケート」の結果

と授業改善報告書はその公開方法を検討し、学生への周知を図る。 

 卒業生アンケートと就職先アンケートはディプロマ・ポリシーに掲げた各能力を意識し

て設計されており、具体的かつ有効なデータとして活用が可能である。次回の実施に向け

ては質問項目の見直しを行うとともに、卒業生アンケートの回収率の向上を図るために、

在学中に回答の意義を周知することで卒業後の協力につなげ、今後のキャリア支援に活か

していく。また、就職先アンケートの対象も広げていく。 

 

［基準 3 の自己評価］ 

本学は学則に規定する教育目的を踏まえてディプロマ・ポリシーを定め、学内外に周知

している。単位認定基準、進級基準、卒業認定基準についてはディプロマ・ポリシーを踏

まえて設定し、厳正に適用している。これらの基準については、オリエンテーションと個

別面談での履修指導の際に周知徹底している。 

 教育目的を踏まえて策定したカリキュラム・ポリシーではディプロマ・ポリシーに示し

た能力や資質を伸ばすためにどのような科目を配置するかを示しており、ディプロマ・ポ

リシーとの一貫性を確保している。教育課程はカリキュラム・ポリシーに沿って体系的に

編成されており、ディプロマ・ポリシーの効率的な達成を図るために各学科で履修モデル

を設定している。シラバスについては開講している全ての授業科目について整備している。

また、履修登録の年間上限単位数を設定し、単位制度の実質を保つようにしている。教養

教育については全学共通の必修科目を含め、一般教養と外国語の選択科目を配置して適切

に実施している。アクティブ・ラーニングなどの授業方法の工夫については、演習・実習

科目だけでなく様々な講義科目においてもグループワークやプレゼンテーションを盛り込

んでいる。また、教授方法の工夫・開発を組織的に推進するために、FD・SD 委員会が研

修会を年に数回開催し、教職員間で課題を共有して授業改善に取り組んでいる。 
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学修成果の点検・評価については、アセスメント・プランに基づいて各種の調査を行い、

その結果を大学全体、学科、授業科目の各レベルで、教育内容・方法及び学修指導の改善

に向けてフィードバックしている。ディプロマ・ポリシーを踏まえた調査としては、令和

5(2023)年度から「ディプロマ・ポリシー達成度・学修行動調査」「DP チャート」「アセス

メントテスト」を実施している。これらの調査結果は学科ごとの分析及び経年比較を行い、

学科での協議を踏まえて内部質保証会議で報告し、教育課程や授業内容の改善につなげて

いる。授業科目レベルでは、各学期の中間時点及び学期末に「授業アンケート」を実施し、

それらの結果を受けて科目担当教員は改善点があれば次年度のシラバスに反映させている。 

 就職の側面からは、毎年の就職状況の調査のほかに、令和 3(2021)年度から隔年で卒業

生アンケートと就職先アンケートを行っている。学修成果を長期的かつ第三者の観点から

点検・評価することで、教育課程の見直しや学修指導、キャリア支援の改善に役立ててい

る。 

 以上のことから、基準 3 を満たしていると評価する。 

  



札幌大谷大学 

52 

基準 4．教員・職員  

4－1．教学マネジメントの機能性 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの 

確立・発揮 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

（1）4－1の自己判定 

基準項目 4－1 を満たしている。 

 

（2）4－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの 

確立・発揮 

札幌大谷大学（以下「本学」という。）の学長は、学校教育法第 92 条に則り、「札幌大谷

大学 学則（以下「学則」という。）」第 44 条第 1 項に「本学に学長を置く。」と定めてい

ることと、「学校法人札幌大谷学園 寄附行為実施規則（以下「実施規則」という。）」第 8

条に「学長は、大学・短大の校務をつかさどり、所属職員を統督する。」と定めていること

から大学の包括的な最終責任者としての職務と権限を有することを明らかにしている。学

長は、合同教授会（以下「教授会」という。）及び大学協議会並びに内部質保証会議におい

て議長を務めているほか、自己点検・評価委員会及び入試委員会において委員長を務めて

いる。【資料 4-1-1】～【資料 4-1-8】 

学長は、日常的な事務処理の決裁においても、多くの処理が学長の決裁事項となってお

り、大学全体を掌握する責任体制が取られ、適切なリーダーシップが発揮されている。 

大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長のリーダーシップを適切に発揮するた

めの補佐体制は、図表 4-1-1 及び以下のとおり本学の規則等に基づき整備している。 

 

図表 4-1-1 教学マネジメントにおける運営体制組織図（学長の補佐体制） 

 

 

社 会 連 携 セ ン タ ー 自 己 点 検 ・ 評 価 委 員 会

学 園 連 携
協 議 会

Ｆ Ｄ ・ Ｓ Ｄ 委 員 会

情 報 環 境 委 員 会

図 書 委 員 会

内 部 質 保証
会 議

副 学 長

学 生 支 援 委 員 会

理 事 会アクセシビリティ推進委員会 学 長

教 職 委 員 会

大 学 協 議会 教 授 会 常 務 会キ ャ リ ア 支 援 セ ン タ ー

入 試 委 員 会

入 学 支 援 セ ン タ ー

学 修 支 援 セ ン タ ー
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1）大学協議会 

 本学は、学則第 48 条に「教育研究に関する全学的な基本方針及び重要事項を審議する

ため、本学に大学協議会を設置する。」と定めている。 

本学が「大学協議会」の設置に関し必要な事項を定めた「札幌大谷大学・札幌大谷大学

短期大学部 大学協議会規程」は、第 1 条に目的を定め、同規程第 2 条に構成員を、同規

程第 3 条に審議事項についてそれぞれ定めている。特に、大学協議会の構成員は、学長は

じめ副学長、各学部長（芸術学部・社会学部・短期大学部）、各学科長（音楽学科・美術学

科・地域社会学科・保育科）、各種センターのセンター長、各種委員会の委員長、大学及び

短大の LO（自己評価担当者）、そして事務職員の管理職等としている。【資料 4-1-5】 

 

2）内部質保証会議 

本学が「内部質保証会議」の設置に関し必要な事項を定めた「札幌大谷大学・札幌大谷

大学短期大学部 内部質保証会議規程（以下「内部質保証会議規程」という。）」は、第 1

条に目的を定め、同規程第 3 条に構成員を、同規程第 4 条に任務についてそれぞれ定めて

いる。特に、内部質保証会議の構成員は、学長はじめ副学長、各学部長（芸術学部・社会

学部・短期大学部）、各学科長（音楽学科・美術学科・地域社会学科・保育科）、そして事

務職員の管理職等としている。【資料 4-1-6】 

 

3）自己点検・評価委員会 

本学は、内部質保証会議規程の第 6 条に「内部質保証会議が任務を実施するに当たり必

要な事項を検討するため、内部質保証会議の下に自己点検・評価委員会を置く。」と定めて

いる。本学が「自己点検・評価委員会」の設置に関し必要な事項を定めた「札幌大谷大学・

札幌大谷大学短期大学部 自己点検・評価委員会規程」は、第 1 条に目的を定め、同規程

第 3 条に構成員を、同規程第 6 条に任務についてそれぞれ定めている。【資料 4-1-7】 

上記 2)で示した内部質保証会議及び自己点検・評価委員会は、ともに事務局組織「IR 推

進課」が所管となっている。 

 

4）IR 推進課 

IR 推進課の担当業務は、「学校法人札幌大谷学園 事務組織及び職制規程」第 8 条及び

別表第 4 に「IR 調査・分析をはじめ、学長・事務局長の特命プロジェクト、諮問事項等」

に定められ、「FACTBOOK（2019～2023）」の作成等、学長のリーダーシップを支える調

査・企画部門として整備している。【資料 4-1-9】【資料 4-1-10】 

 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

本学は、使命・目的の達成のため、基準 4-1-①で示したとおり各会議体の設置とその会

議体に関する各規則等を整備し、教学マネジメントを構築している。 

本学が各種センター及び委員会の設置に関し必要な事項を定めた「札幌大谷大学・札幌

大谷大学短期大学部 各種センター及び委員会内規」は、第 1 条に目的を定め、同内規第

2 条に組織についてそれぞれ定めている。【資料 4-1-11】 

本学が設置する各種センター及び委員会の目的・業務・構成員等は、それぞれの各種規
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程に定めている。 

本学が設置する各種センター及び委員会は、基本、月の第 1 週目に開催し、各種センタ

ー及び委員会による各審議事項は、第 2 週目に開催する大学協議会の審議を経て第 3 週目

に開催する教授会において学長が教授会構成員に意見を聴いて決定する。 

本学の意思決定は、学長のリーダーシップのもと大学運営が行われ、権限と責任が明確

になっており、会議体の教学マネジメントにおける月次スケジュールは、図表 4-1-2 のと

おり整備している。 

 

図表 4-1-2 教学マネジメントにおける各会議体の月次スケジュール 

 
当月 

1 週 2 週 3 週 4 週 

各種センター、委員会 審議事項    

大学協議会  審議事項   

教授会   学長決定  

 

本学は、学則第 44 条第 2 項に「本学に副学長を置くことができる。」と定め、理事長が

学長の推薦により副学長を 1 人任命している。 

本学が副学長の設置に関し必要な事項を定めた「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学

部 副学長規程（以下「副学長規程」という。）」は、第 1 条に目的を定め、同規程第 3 条

に職務を、同規程第 4 条に選任についてそれぞれ定めている。副学長の職務は、副学長規

程第 3 条第 1 項に「副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。」と定め、副学

長の職務分野として副学長規程第 3 条第 2 項に「教学部門の管理運営に関すること」をは

じめ、「高大連携の推進に関すること」「大学・短大の危機管理に関すること」「教育後援会・

同窓会等外郭団体に関すること」と定めている。【資料 4-1-12】 

本学の教授会は、学校教育法第 93 条に則り、実施規則第 12 条及び学則第 45 条に定め

ている。本学の教授会の運営は、「札幌大谷大学 教授会規程」及び「札幌大谷大学 学部

教授会規程」に定めているが、「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 合同教授会内規」

に則り基本、札幌大谷大学短期大学部の教授会と合同で開催している。【資料 4-1-3】【資料

4-1-4】【資料 4-1-13】 

教授会は、学則第 45 条第 2 項の規定により学長が決定を行うに当たり意見を述べるも

ののほか、各学部長及び各学科長、各種センター長及び委員長、事務局からの報告により

情報を共有することで、大学と短期大学部の一体運営を進めている。 

これらのことから教授会は、組織上の位置づけ及び役割が明確であり、組織的に機能し

ている。 

教授会は、学校教育法第 93 条に則り、教授会において学長が決定を行うに当たり教授

会が意見を述べる事項については、学則第 45 条第 2 項の各号に定めている。 

特に、学則第 45 条第 2 項第 3 号の「前 2 号に掲げるもののほか、教育研究に関する重

要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの」については、

「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 学長が定める教授会及び学部教授会の審議事
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項に関する内規」として定め、令和 5(2023)年度始めの第 1 回教授会において学長のリー

ダーシップのもと、「教学マネジメントの機能性」として周知している。【資料 4-1-14】 

また、学長は同教授会において「教学マネジメントの機能性」のほかに本学の目的、学

部・学科の教育研究上の目的、学部・学科の教育目標及び令和 5(2023)年度入学生の三つ

のポリシーなどについても説明のうえ周知している。 

学生の表彰及び懲戒は、学則第 54 条及び第 55 条にそれぞれ定めている。 

特に、学生の懲戒は学則第 55 条第 2 項により懲戒の種類を退学、停学及び戒告とし、

学則の下位規範である「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 学生懲戒規程」に学生

の懲戒について必要な事項を定め、学生の懲戒をするような場合があった際の手続きは、

学長により適切に定めている。【資料 4-1-15】 

 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

本学は、教学マネジメントの遂行に必要な教職員を配置している。 

教育職員は、各学部・学科に、事務職員は各部署・課にそれぞれ配置し、図表 4-1-3 の

とおり整備している。 

 

図表 4-1-3 組織図 

 

 

本学の教職員の採用及び昇格は、「学校法人札幌大谷学園 就業規則」第 32 条から第 36

条に定めている。【資料 4-1-16】 

 本学の事務職員の組織及び担当事務並びに職制は、「学校法人札幌大谷学園 事務組織

及び職制規程」により定め、教学マネジメントの遂行に必要な職員を適切に配置し、役割

を明確化している。【資料 4-1-9】 

 大学協議会は、教育職員のほか、事務職員から管理職及び各課の課長職（又は課長補佐

職）を構成員としている。 

各種センター及び委員会も同様、教育職員のほか、事務職員から各課の課長職（又は課

長補佐職）を構成員としている。 

情 報 セ ン タ ー

事
務
職
員

入 試 広 報 課

学 務 課
大 学 ・ 短 期 大 学 部
事 務 局

キ ャ リ ア 支 援 課

Ｉ Ｒ 推 進 課

学 術 情 報 課

総 務 課

法 人 本 部 財 務 課

教
育
職
員

芸 術 学 部
音 楽 学 科

大 学
美 術 学 科

社 会 学 部 地 域 社 会 学 科

短 期 大 学 部
保 育 科

専 攻 科 保 育 専 攻
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基準 2-2-①で示したとおり教学マネジメントの遂行に必要かつ主要な三つのセンター

（入学支援センター、学修支援センター、キャリア支援センター）は、各規程に則り、セ

ンター長 1 人及び副センター長複数ほかを構成員としている。副センター長のうち 1 人を

事務職員とし、教職協働による教学組織へ参画している。【資料 4-1-17】～【資料 4-1-20】 

教授会及び内部質保証会議をはじめとする各種会議体の議事録は、各担当課の事務職員

により作成され、これら議事録と会議資料の一部は、「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大

学部 クラウドストレージ利用ガイドライン」に則り、学内で利用している Google ドラ

イブ内に保管している。これにより本学は、全教職員が閲覧及び共有ができるよう体制を

整備している。【資料 4-1-21】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 4-1-1】（076）大学 学則 

【資料 4-1-2】（002）法人 寄附行為実施規則 

【資料 4-1-3】（112）大学 教授会規程 

【資料 4-1-4】（115）大短 合同教授会内規 

【資料 4-1-5】（117）大短 大学協議会規程 

【資料 4-1-6】（118）大短 内部質保証会議規程 

【資料 4-1-7】（132）大短 自己点検・評価委員会規程 

【資料 4-1-8】（123）大短 入試委員会規程 

【資料 4-1-9】（010）法人 事務組織及び職制規程 

【資料 4-1-10】FACTBOOK（2019～2023） 

【資料 4-1-11】（119）大短 各種センター及び委員会内規 

【資料 4-1-12】（079）大短 副学長規程 

【資料 4-1-13】（113）大学 学部教授会規程 

【資料 4-1-14】（116）大短 学長が定める教授会及び学部教授会の審議事項に関する内規 

【資料 4-1-15】（168）大短 学生懲戒規程 

【資料 4-1-16】（022）法人 就業規則 

【資料 4-1-17】（120）大短 入学支援センター規程 

【資料 4-1-18】（121）大短 学修支援センター規程 

【資料 4-1-19】（122）大短 キャリア支援センター規程 

【資料 4-1-20】大短 令和 6(2024)年度 各種センター及び委員会等の名簿 

【資料 4-1-21】（138）大短 クラウドストレージ利用ガイドライン 

 

（3）4－1の改善・向上方策（将来計画） 

学長がリーダーシップを適切に発揮するための体制は、法令及び規則等に基づき整備し

ていることから教学マネジメントの機能性は適切に機能している。教育職員及び事務職員

が、より充実した教職協働体制で教学マネジメントを構築できるよう内部質保証会議と連

携のうえ、自己点検・評価を重ね、改善・向上を進める。 
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4－2．教員の配置・職能開発等 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発

と効果的な実施 

（1）4－2の自己判定 

基準項目 4－2 を満たしている。 

 

（2）4－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

本学の教育組織及び職階別専任教員数は、大学設置基準に則り、図表 4-2-1 のとおり必

要専任教員数及び教授数を確保し、適切に配置している。 

 

図表 4-2-1 教員組織及び職階別専任教員数 

（令和 6(2024)年 5 月 1 日現在） 

学部 学科等 

専任教員数 
大学設置基準 

第 10 条別表第一 

助 手 

教 授 准教授 講 師 助 教 計 

必 要 

専 任 

教員数 

必 要 

専 任 

教授数 

芸術 

音楽 12 3 0 0 15 10 5 0 
美術 9 2 5 0 16 10 5 0 

学部計 21 5 5 0 31 20 10 0 

社会 
地域社会 6 3 4 0 13 12 6 0 

学部計 6 3 4 0 13 12 6 0 
大学設置基準 

第 10 条別表第二 
- - - - - 12 6 - 

大学全体の収容定員に 

応じ定める専任教員数 

合計 27 8 9 0 44 44 22 0 

・学長は芸術学部音楽学科に、副学長は社会学部地域社会学科に所属する。 

 

本学の教育職員の採用及び昇格は、「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 教員の採

用及び昇格に関する規程（以下「採用昇格規程」という。）」に定めている。【資料 4-2-1】 

本学の教授、准教授、講師、助教及び助手の資格は、大学設置基準に則り、採用昇格規

程第 4 条から第 7 条の 2 に定めている。 

採用の手続きは、採用昇格規程第 2 条第 2 項の「教員等の採用の選考は、公募によるこ

とを原則とする。」ことを踏まえ、採用の手続きは、同規程第 8 条から第 15 条に定めてい

る。昇格の手続きは、採用昇格規程第 16 条から第 19 条と第 23 条に定め、昇格要件は、

同規程第 20 条から第 22 条に定めている。 

令和 5(2023)年度は、定年退職者及び任期満了を予定する専任教育職員の人事計画等を

踏まえ、専任教育職員の新規採用を実施した。学長は、採用昇格規程に則り選考委員会で

採用候補者を決定し、教授会で意見を聴き、最終理事会で決定している。学長は、教員の

昇格も実施し、採用昇格規程に則り審査委員会で昇格候補者を決定し、教授会の意見を聴

き、最終理事会で決定している。 
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4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発と

効果的な実施 

本学における FD(Faculty Development)活動は 、FD・SD 委員会が「札幌大谷大学・

札幌大谷大学短期大学部 FD・SD 委員会規程」に則り、組織的に行っている。【資料 4-

2-2】 

FD・SD 委員会は、FD・SD を推進する活動として教育職員及び事務職員を対象にした

組織的な研修（以下「FD・SD 研修会」という）を企画・運営している。 

令和 5(2023)年度における FD・SD 研修会のうち FD 活動に関する研修は、前年度後期

「授業アンケート」の結果、令和 6(2024)年度から学務系システム導入に伴うシラバスの

作成及び成績入力、令和 5(2023)年 4 月に実施した「アセスメントテスト」の結果を踏ま

えた各学科の分析結果を共有・検討するなど、図表 4-2-2 のとおり開催した。 

 

図表 4-2-2 令和 5(2023)年度における主に FD に関わる研修会 

・令和 5(2023)年 9 月 30 日、実施形態：FD、オンデマンド 

 2022 年度後期授業アンケートの結果から【学内講師（FD・SD 委員長）】 

・令和 6(2024)年 1 月 22 日、実施形態：FD、オンデマンド 

 学務系システム導入に伴うシラバスの作成【学内講師（学修支援センター長）】 

・令和 6(2024)年 1 月 30 日、実施形態：FD、オンデマンド 

 学務系システム導入に伴う成績入力【学内講師（学修支援センター長）】 

・令和 6(2024)年 2 月 14 日、実施形態：FD、対面、オンデマンド 

学修成果の可視化と教育改善（学科レベル）【学内講師（学修支援センター長）】 

・令和 6(2024)年 3 月 13 日、実施形態：FD、オンデマンド 

科学研究費助成事業獲得推進【学内講師（地域社会学科教員）】 

・令和 6(2024)年 3 月 15 日、実施形態：FD、オンデマンド 

LMS（授業支援システム）検討会【学外講師】 

 

授業内容・方法等の改善へと結びついた FD に関する研修会の事例としては、図表 4-2-

2 の令和 6(2024)年 2 月に開催した「学修成果の可視化と教育改善（学科レベル）」がある。

「アセスメントテスト」の結果を踏まえた各学科の分析結果から授業外での学修習慣及び

学習の仕方について不安を抱えている学生が一定人数いるということが判明した。 

FD・SD 委員会は、学長のリーダーシップのもと、この課題を内部質保証会議で共有し、

改善策を学修支援センターで検討し、結果、必修科目である「初年次教育・情報リテラシ

ー」の中でこの課題を解消する内容を盛り込むことになった。併せて FD・SD 委員会では、

この「アセスメントテスト」の結果を各学科で検証し、FD・SD 研修会で各学科の傾向と

対策について共有している。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 4-2-1】（031）大短 教員の採用及び昇格に関する規程 

【資料 4-2-2】（133）大短 FD・SD 委員会規程 
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（3）4－2の改善・向上方策（将来計画） 

教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置を学長のリ

ーダーシップのもと、中長期的な人事計画の中で進める。FD、その他教員研修の組織的な

実施を進めるとともに、研修で課題となった「アセスメントテスト」による分析結果及び

「DP チャート」による学修成果の見える化、「授業アンケート」の回収率の向上等につい

て内部質保証会議と連携のうえ、自己点検・評価を重ね、改善・向上を進める。 

 

4－3．職員の研修 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上

への取組み 

（1）4－3の自己判定 

基準項目 4－3 を満たしている。 

 

（2）4－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上

への取組み 

本学における SD(Staff Development)活動は 、FD・SD 委員会が「札幌大谷大学・札

幌大谷大学短期大学部 FD・SD 委員会規程」に則り、組織的に行っている。【資料 4-3-

1】 

FD・SD 委員会は、FD・SD を推進する活動として FD・SD 研修会を企画・運営して

いる。 

令和 5(2023)年度における FD・SD 研修会のうち SD 活動に関する研修は、大学におけ

る LGBTQ 学生対応、多様な性の理解と対応、ChatGPT 等、現代の社会動向に対応する

内容等、図表 4-3-1 のとおり開催した。 

 

図表 4-3-1 令和 5(2023)年度における主に SD に関わる研修会 

・令和 5(2023)年 4 月 8 日、実施形態：SD、オンライン 

大学・短大研修会【学内講師（学長他）】 

・令和 5(2023)年 5 月 31 日、実施形態：SD、対面、新任採用者対象 

理事長懇談会「建学の精神について」【学内講師（理事長他）】 

・令和 5(2023)年 5 月 31 日、実施形態：SD、対面・オンデマンド 

 大学における LGBTQ 学生対応、大学における多様な性の理解と対応【学外講師】 

・令和 5(2023)年 6 月 1 日、実施形態：SD、対面 

 ハラスメント研修会［一般教職員向け］【学外講師（産業カウンセラー）】 

・令和 5(2023)年 6 月 8 日、実施形態：SD、対面 

 ハラスメント研修会［管理職向け］  【学外講師（産業カウンセラー）】 

・令和 5(2023)年 7 月 19 日、実施形態：SD、オンデマンド 

ChatGPT との付き合い方【学内講師（美術学科専任教員）】 
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・令和 5(2023)年 7 月 20 日・21 日、実施形態：SD（事務職員対象）、対面 

日本私立大学協会北海道支部主催 中堅実務者研修会 

参考：グループ討議「初任者研修会の研修プログラムを考える」 

・令和 5(2023)年 8 月 28 日、実施形態：SD（事務職員対象）、対面 

札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 

事務職員（日本私立大学協会北海道支部主催 中堅実務者研修会出席者）主催  

初任者研修会 

・令和 5(2023)年 9 月 1 日、実施形態：SD、対面 

第 3 期認証評価の受審のポイント【学外講師】 

・令和 5(2023)年 9 月 25 日他、実施形態：SD（事務職員対象）、オンデマンド参加 

日本私立大学協会北海道支部主催 中堅指導者研修会 

・令和 5(2023)年 10 月 19 日他、実施形態：SD（事務職員対象）、オンデマンド参加 

日本私立大学協会北海道支部主催 課長職相当者研修会 

 

主に事務職員を対象とした SD 活動は、「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 スタ

ッフ・ディベロップメント（SD）規程」に則り、組織的に行っている。【資料 4-3-2】 

令和 5(2023)年度は、本学独自で企画・運営した研修会のほか、主に日本私立大学協会

北海道支部主催の研修会等に参加した。 

特に個人単位（1 人から 3 人程度）で研修会に参加した者は、研修会で得た情報等を教

職員全体に広く共有できるよう研修会終了後の報告書等を「札幌大谷大学・札幌大谷大学

短期大学部 クラウドストレージ利用ガイドライン」に則り、学内で利用している Google

ドライブ内に保管している。これにより本学は、研修会の情報を全教職員が閲覧及び共有

できるよう体制を整備している。【資料 4-3-3】 

令和 5(2023)年度の人事評価・育成制度の一つとして令和 4(2022)年度末から「2023 年

度係長職昇任チャレンジ試験（以下「チャレンジ試験」という。）」を初めて実施した。 

チャレンジ試験は、若年層（34 歳以下）の事務職員の中から係長職をめざす者を育成す

ることを目的にし、募集したところ所属課の課長相当者の推薦を受けた職員 2 名が応募し

た。応募者は、書類選考を経て 7 月開催の「日本私立大学協会北海道支部主催 中堅実務

者研修会（図表 4-3-1 参照）」に参加し、研修プログラムの一つである「初任者研修会の研

修プログラムを考える」を受講した。応募者は、学んできた研修内容を実践すべく 8 月開

催の「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 事務職員対象初任者研修会（図表 4-3-1 参

照）」の統括責任者として本学独自の SD 研修会を実施した。これらの過程を経て結果、本

学は応募者 2 名を令和 6(2024)年 4 月 1 日付で係長職へ昇任させることを決定した。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 4-3-1】（133）大短 FD・SD 委員会規程 

【資料 4-3-2】（134）大短 スタッフ・ディベロップメント（SD）規程 

【資料 4-3-3】（138）大短 クラウドストレージ利用ガイドライン 
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（3）4－3の改善・向上方策（将来計画） 

職員の資質・能力向上のための研修などの組織的な実施を進めるとともに、SD の内容

等について内部質保証会議と連携のうえ、自己点検・評価を重ね、改善・向上を進める。 

なお、令和 6(2024)年度における本学独自の SD 研修会（事務職員対象）は、「初任者研

修会」と新規に「課長職相当者研修会」を計画として進める。 

令和 5(2023)年度の人事評価・育成制度の一つとしてチャレンジ試験を初めて導入した

が、単年度で終わらせることのないよう中長期的な人事評価・育成の一つとして進める。 

 

4－4．研究支援 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

（1）4－4の自己判定 

基準項目 4－4 を満たしている。 

 

（2）4－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

本学における研究環境は、大学設置基準に則り、教育研究上の目的を達成するため、教

育研究にふさわしい快適な研究環境を整備し、有効に活用している。 

本学の各棟（A 棟、B 棟、C 棟、D 棟）にある各研究室は、専任教育職員 1 人に対する

独立したものであり、室内には教育研究に関わる環境（インターネット接続等）及び備品

（パソコン等）を整備している。 

教員の研究成果は、本学図書館公式ホームページの「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期

大学部 紀要（以下「紀要」という。）」及び「札幌大谷大学 社会学部論集」として、さ

らに「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 機関リポジトリ」をとおして公表してい

る。【資料 4-4-1】【資料 4-4-2】 

紀要の編集・発行に関する事項等は、「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 図書委

員会規程」第 2 条第 1 項第 5 号及び「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 紀要編集

規程」にそれぞれ定めている。【資料 4-4-3】【資料 4-4-4】 

 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

本学は、本学における研究に従事する全ての者の規範となるよう「札幌大谷大学・札幌

大谷大学短期大学部 学術研究活動に関する行動規範」及び「札幌大谷大学・札幌大谷大

学短期大学部 競争的研究費等に関する行動規範」並びに「札幌大谷大学・札幌大谷大学

短期大学部 競争的研究費等に関する不正防止対策の基本方針」をそれぞれ定め、研究倫

理に関する規則を整備し、厳正に運用している。【資料 4-4-5】～【資料 4-4-7】 

競争的研究費に関しては、取扱規程と取扱要領、監査要領、不正防止対策実施要領と不

正防止計画をそれぞれ定めている。【資料 4-4-8】～【資料 4-4-12】 

本学は、「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 競争的研究費等に関する取扱規程」

に則り、新規採用の教育職員及び競争的研究費等を担当する事務職員を対象に、「研究倫理
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e ラーニングコース（日本学術振興会が主催する教材）」を受講し、研究倫理の確立に努め

ている。 

本学は、本学で研究及び教育に従事する者が、その研究及び教育並びに社会的活動の推

進につき、倫理的配慮への妥当性について審査する「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大

学部 研究倫理委員会（以下「研究倫理委員会」という。）」を設置し、その内容を「札幌

大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 研究倫理委員会規程」に定めている。【資料 4-4-13】 

 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

本学は、教育職員への研究費の額、使用方法、使用範囲、旅費等について必要な事項を

「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 研究費取扱内規（以下「研究費内規」という。）」

に定め、研究活動への資源配分に関する規則を整備している。【資料 4-4-14】 

個人研究費は、研究費内規に則り、一律で設定している。 

本学は、個人研究費のほか学長裁量経費として「特別加算研究費」を設け、研究活動の

活性化を図っている。 

本学における科学研究費助成事業における採択件数の推移については、図表 4-4-1 のと

おりであることを踏まえ、科学研究費助成事業獲得推進のための FD・SD 研修会を令和

6(2024)年 3 月に開催し、令和 6(2024)年度以降の獲得推進に向け進めている。 

 

図表 4-4-1 科学研究費助成事業における採択件数の推移（過去 5 年間） 

                                     （件） 

 令和元 

(2019)年度 

令和 2 

(2020)年度 

令和 3 

(2021)年度 

令和 4 

(2022)年度 

令和 5 

(2023)年度 

代表者 0 0 0 0 0 

分担者 6 5 6 4 5 

合計 6 5 6 4 5 

 

本学の社会連携センターは、研究活動のための外部資金の導入の一翼を担っている。 

社会連携センターは、「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 社会連携センター規

程」に則り、第 3 条に業務として「社会連携に関する教育研究資源等の増進に関すること」

を、同規程第 2 条に目的として「本学における教育研究資源等を活用して産学官連携・社

会連携活動を推進することにより、地域社会の発展に貢献するとともに、本学における教

育研究活動の活性化を図る。」としており、研究活動のための外部資金の導入を進めてい

る。【資料 4-4-15】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 4-4-1】図書館ホームページ＞本学刊行物＞本学刊行物一覧 

【資料 4-4-2】図書館ホームページ＞本学刊行物＞機関リポジトリ 

【資料 4-4-3】（128）大短 図書委員会規程 

【資料 4-4-4】（097）大短 紀要編集規程 
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【資料 4-4-5】（104）大短 学術研究活動に関する行動規範 

【資料 4-4-6】（105）大短 競争的研究費等に関する行動規範 

【資料 4-4-7】（109）大短 競争的研究費等に関する不正防止対策の基本方針 

【資料 4-4-8】（106）大短 競争的研究費等に関する取扱規程 

【資料 4-4-9】（107）大短 競争的研究費等に関する取扱要領 

【資料 4-4-10】（108）大短 競争的研究費等に関する監査要領 

【資料 4-4-11】（110）大短 競争的研究費等に関する不正防止対策実施要領 

【資料 4-4-12】（111）大短 競争的研究費等に関する不正防止計画 

【資料 4-4-13】（102）大短 研究倫理委員会規程 

【資料 4-4-14】（101）大短 研究費取扱内規 

【資料 4-4-15】（129）大短 社会連携センター規程 

 

（3）4－4の改善・向上方策（将来計画） 

研究環境の整備、研究倫理に関する規則の確立等、適切な運営・管理を進めるとともに、

将来的な研究支援体制を構築することについて内部質保証会議と連携のうえ、自己点検・

評価を重ね、改善・向上を進める。 

 

［基準 4 の自己評価］ 

本学は、学長がリーダーシップを適切に発揮するため大学協議会、内部質保証会議、自

己点検・評価委員会、副学長、IR 推進課等の補佐体制を規則等に基づき整備している。 

本学は、使命・目的の達成のため、各会議体の設置とその会議体に関する各規則等を整

備し、教学マネジメントを構築している。教学マネジメントの遂行に必要な職員を適切に

配置し、役割を明確化している。 

 本学は、教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置に

努めている。 

本学の FD 及び SD は、組織的な実施となっており、毎年度見直しが行われている。 

 本学は、教員の研究支援として研究環境を整備し、有効に活用している。また、研究倫

理に関する規則及び研究活動への資金配分に関する規則などを整備し、厳正に運用してい

る。 

 以上のことから、基準 4 を満たしていると評価する 
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基準 5．経営・管理と財務 

5－1．経営の規律と誠実性 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

（1）5－1の自己判定 

基準項目 5－1 を満たしている。 

 

（2）5－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

学校法人札幌大谷学園（以下「法人」という。）は、法人が定めた規則の中で最高法規に

位置する「学校法人札幌大谷学園 寄附行為（以下「寄附行為」という。）」第 3 条に法人

の目的として「この法人は、教育基本法、学校教育法並びに私立学校法に従い、且つ宗祖

親鸞聖人が開顕された本願念仏の大道による仏法と人を重んずる宗教々育を基調とし、自

他尊重の社会人、国際人の養成及び幼児保育を行い心身豊かな人材を育成することを目的

とする。」と定めている。【資料 5-1-1】 

法人は、私立学校法第 33 条の 2 に則り、寄附行為を法人本部事務局に備えて置き、閲

覧に供している。 

法人が定める規則のうち、「学校法人札幌大谷学園 寄附行為実施規則（以下「実施規則」

という。）」は、寄附行為に次ぐ効力を有する規則である。 

法人は、実施規則第 13 条にある法人の教職員の就業に関する基本的事項を「学校法人

札幌大谷学園就業規則（以下「就業規則」という。）」に定めている。 

就業規則は、第 1 条に目的として「この規則は、労働基準法の規定に基づき、親鸞聖人

のみ教えを建学の精神とする学校法人札幌大谷学園教職員（以下「教職員」という。）の就

業に関する事項を定めることを目的とする。」と定め、同規則第 5 条に職務の遂行として

「教職員は、法人の建学の精神を理解し、職務の公共的使命を自覚し、この規則その他諸

規程を遵守して、その責務を遂行するため、職務に専念しなければならない。」と定めてい

る。【資料 5-1-2】【資料 5-1-3】 

法人は、実施規則第 15 条にある法人の経理に関する基準を「学校法人札幌大谷学園経

理規程（以下「経理規程」という。）」に定めている。 

経理規程は、第 1 条に目的として「法人の経理に関する基準を定め、経理事務を正確か

つ迅速に処理し、財政及び経営状況を明らかにして、経営の能率的運営と教育研究活動の

向上を図ることを目的とする。」と定めている。【資料 5-1-4】 

法人は、「公益通報者保護法」に基づき、「学校法人札幌大谷学園 公益通報者の保護に

関する規則（以下「公益通報規則」という。）」を定めている。 

公益通報規則は、第 1 条に目的として「法人における公益通報者の保護及び公益通報の

処理等必要な事項を定めることを目的とする。」と定め、公益通報及び公益通報に関する相

談等の窓口を内部監査室とし、必要な体制を整備している。【資料 5-1-5】 

法人は、これら法人が自ら定めた組織倫理に関する規則等に基づき、適切な法人運営を

行っている。 
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法人は、私立学校法第 47 条に則り、毎年 5 月末までに財産目録をはじめとする貸借対

照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿を作成し、これらの書類とともに監査報告

書及び「学校法人札幌大谷学園 役員の報酬等に関する規則」を法人本部事務局に備えて

置き、閲覧に供している。 

法人及び札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部（以下「本学」という。）に関する情報

の公表は、私立学校法及び学校教育法施行規則並びに教育職員免許法施行規則等の法令に

基づき、本学ホームページに公表している。【資料 5-1-6】 

法人が令和 5(2023)年 10 月に策定した「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 ガバ

ナンス・コード（以下「ガバナンス・コード」という。）」には、情報公開の充実及び情報

公開の工夫等について定めている。法人は、ガバナンス・コードの策定に合わせ、「札幌大

谷大学・札幌大谷大学短期大学部 ガバナンス・コードの適合（遵守）状況点検表」を最

終理事会で確認し、本学ホームページに公開している。【資料 5-1-7】 

 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

法人は、使命・目的の実現に向けて寄附行為第 4 条に規定する学校を図表 5-1-1 のとお

り設置している。 

 

図表 5-1-1 学校法人札幌大谷学園が設置する学校（寄附行為第 4 条） 

 

⑴ 札幌大谷大学 芸術学部 音楽学科 

芸術学部 美術学科 

社会学部 地域社会学科 

⑵ 札幌大谷大学短期大学部 保育科  

⑶ 札幌大谷高等学校 全日制課程 普通科 音楽科 美術科 

⑷ 札幌大谷中学校 

⑸ 札幌大谷大学附属幼稚園 

 

 

法人は、使命・目的の実現への継続的な努力として令和 2(2020)年度から令和 6(2024)年

度までの 5 か年について「札幌大谷学園 グランドデザイン（以下「グランドデザイン」

という。）」を策定し、地域社会への基本的な行動指針として各設置校が教育目標、学園連

携目標、園児・生徒・学生支援目標、募集広報目標、管理運営目標とこれらについての方

針をそれぞれ掲げて運営している。【資料 5-1-8】 

法人は、「学校法人札幌大谷学園 経営改善計画等（以下「経営改善計画等」という。）」

を令和 2(2020)年度から令和 6(2024)年度の 5 か年計画で進めている。【資料 5-1-9】 

法人は、これらグランドデザイン及び経営改善計画等の令和 2(2020)年度から令和

6(2024)年度までの 5 か年を「学校法人札幌大谷学園 中長期計画（以下「中長期計画」と

いう。）」とし、経営基盤の安定確保を図ることを最重要課題とし、使命・目的の実現への

継続的な努力をしている。 
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5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

法人は、環境保全への配慮としてクリーンで快適な学修・研究環境の整備・充実を図る

ことをめざして、キャンパス利用のマナーやルールを明確にし、学内の美化に努め、ごみ

分別の徹底・エネルギーの節約などに取り組むことを図表 5-1-2 のとおりまとめて教職員

及び学生へ周知している。 

 

図表 5-1-2 学校法人札幌大谷学園 環境保全 

 

クリーンで快適な学習・研究環境の整備・充実を図るため、学内の環境保全に配慮し

下記に示す事項を意識しましょう。 

 

1. ごみは極力出さないこと。持ち込まないこと。 

2. ごみは放置せず、分別して指定の場所に捨てること。 

3. 備品等は大切に扱い、使用後は元に戻すこと。 

4. エアコン等の使用時は適切な温度を保つこと。 

5. 冷暖房時はドア・窓を閉めること。 

6. 照明やパソコン等の電気機器の電源をこまめに消すこと。 

7. エレベーターの利用を極力控え、階段を利用すること。 

8. トイレや手洗いの水の使用は、必要最小限にすること。 

 

 

法人は、省エネ・節電対策の一環として毎年 6 月 1 日から 9 月 30 日までの間、「札幌大

谷学園クールビズ」として冷暖房設備の適正温度の管理及び軽装勤務などに取り組んでい

る。 

法人は、人権への配慮として「学校法人札幌大谷学園 ハラスメントの防止等に関する

規程（以下「ハラスメント防止規程」という。）」を定めている。ハラスメント防止規程は、

第 1 条に目的として「この規程は、建学の精神に立脚し、憲法、教育基本法、男女雇用機

会均等法、男女共同参画社会基本法等に掲げる人権尊重と両性の平等の精神に則り、ハラ

スメントの防止のための措置並びにハラスメントが発生した場合に適切に対応するための

措置に関し必要な事項を定め、本学園の構成員の快適な学習、教育・研究及び労働環境の

確保を図ることを目的とする。」と定め、その運用のあり方を具体的に示した内容を「札幌

大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 ハラスメントに関するガイドライン」を定め、ハラ

スメントを防止及び排除するための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合

に、本学が適切に対処するための措置に関し、必要な事項を定めている。【資料 5-1-10】

【資料 5-1-11】 

法人は、安全への配慮として「学校法人札幌大谷学園 危機管理規程（以下「危機管理

規程」という。）」を定めている。危機管理規程は、第 1 条に目的として「法人において発

生又は発生することが予想される様々な事象に伴う危機に、迅速かつ的確に対処するため、

法人における危機管理体制及び対処方法等を定めることにより、学生・生徒・園児及び教

職員等並びに近隣住民等の安全確保を図るとともに、本法人の社会的な責任を果たすこと
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を目的とする。」と定めている。【資料 5-1-12】 

法人は、火災や地震などの災害対策として「学校法人札幌大谷学園 消防計画（以下「消

防計画」という。）」を定めている。消防計画は、第 1 条に目的として「消防法第 8 条第 1

項及び第 36 条に基づき、法人の防火・防災管理業務及び自衛消防組織についての必要事

項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ること」と定め、

1 年に 1 回、全教職員と全学生による消防訓練（地震避難訓練、消火訓練）を実施してい

る。【資料 5-1-13】 

法人は、勤務する教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に資するため、労働安全

衛生法第 18 条第 1 項に基づき、「学校法人札幌大谷学園 衛生委員会（以下「衛生委員会」

という。）」を設置している。衛生委員会は、「札幌大谷学園 安全衛生・危機管理マニュア

ル」を令和 6(2024)年 3 月に全面改訂のうえ、避難場所、火災発生時や地震発生時の対応、

けが人や急病人への対応、AED（自動体外式除細動器）の設置場所や救命処置等について

全教職員に共有している。【資料 5-1-14】【資料 5-1-15】 

衛生委員会は、「札幌大谷学園 ストレスチェック実施規程」により基本方針を「法人は、

労働安全衛生法、労働安全衛生規則及び心理的な負担の程度を把握するための検査及び面

接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針に基づき、

教職員のストレスを軽減するため、教職員の自主的な健康意識を高める機会を提供し、職

場の環境改善を積極的に推進する。」と定め、勤務する教職員がメンタルヘルスで不調にな

ることを未然に防止するためのストレスチェック制度を年 1 回実施している。【資料 5-1-

16】 

衛生委員会は、ハラスメントに関する研修会を管理職と管理職以外に分けてそれぞれ年

1 回、図表 5-1-3 のとおり実施している。 

 

図表 5-1-3 衛生委員会主催ハラスメント研修会（「図表 4-3-1 令和 5(2023)年度における

主に SD に関わる研修会」から抜粋） 

・令和 5(2023)年 6 月 1 日、実施形態：SD、対面 

 ハラスメント研修会［一般教職員向け］【学外講師（産業カウンセラー）】 

・令和 5(2023)年 6 月 8 日、実施形態：SD、対面 

 ハラスメント研修会［管理職向け］  【学外講師（産業カウンセラー）】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 5-1-1】（001）法人 寄附行為 

【資料 5-1-2】（002）法人 寄附行為実施規則 

【資料 5-1-3】（022）法人 就業規則 

【資料 5-1-4】（052）法人 経理規程 

【資料 5-1-5】（014）法人 公益通報者の保護に関する規則 

【資料 5-1-6】大学ホームページ＞大学について＞情報公開 

【資料 5-1-7】大短 ガバナンス・コード及びガバナンス・コードの適合（遵守）状況 

点検表 

【資料 5-1-8】法人 中長期計画 グランドデザイン 
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【資料 5-1-9】法人 中長期計画 経営改善計画等 

【資料 5-1-10】（015）法人 ハラスメントの防止等に関する規程 

【資料 5-1-11】（016）大短 ハラスメントに関するガイドライン 

【資料 5-1-12】（012）法人 危機管理規程 

【資料 5-1-13】（051）法人 消防計画 

【資料 5-1-14】（017）法人 衛生委員会規程 

【資料 5-1-15】法人 安全衛生・危機管理マニュアル 

【資料 5-1-16】（018）法人 ストレスチェック実施規程 

 

（3）5－1の改善・向上方策（将来計画） 

 法人は、組織倫理に関する規則などに基づき、適切な管理運営を行うことと、情報の公

表は法令に基づき積極的に公開することにより経営の規律と誠実性の維持に取り組んでい

る。 

法人の中長期計画は、経営基盤の安定確保を図ることを最重要課題とし、使命・目的の

実現への継続的な努力を進める。 

法人は、複数の老朽校舎の建て替え更新資金の確保について将来計画を進めなければな

らない。特に 40 年以上経過している校舎は耐震補強工事が完了してはいるものの近い将

来、建て替えが必要な状況である。今後の財務状況等を見極め、建て替え時期を検討する。 

ガバナンス・コードは今後、「ガバナンス・コードの適合（遵守）状況点検表」に則り、

1 年に 1 回以上理事会で確認し、その結果などを本学ホームページに継続して公開する。 

 

5－2．理事会の機能 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）5－2の自己判定 

基準項目 5－2 を満たしている。 

 

（2）5－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

法人は、理事の選任区分及び人数並びに任期等を寄附行為第 5 条及び第 6 条並びに第 8

条に則って図表 5-2-1 のとおり定めている。学長や校長等の管理職の任期は、「学校法人札

幌大谷学園 管理職員の定年・任期に関する規程（以下「任期規程」という。）」により定

めている。【資料 5-2-1】【資料 5-2-2】 
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図表 5-2-1 学校法人札幌大谷学園役員（理事） 

理事の選任区分・人数（人） 任期（年） 

１号 

理事 

真宗大谷派の僧籍を有する者のうちから理

事会において選任した者 
1 4 － 

２号 

理事 
札幌大谷大学長 1 － 

学長任期 4 年 

（再任以降 2 年） 

３号 

理事 
札幌大谷高等学校長 1 － 

校長任期 4 年 

（再任以降 2 年） 

４号 

理事 

法人における管理又は監督の地位にある教

職員のうちから理事会において選任した者 
1 － 

管理職任期 4 年 

（若しくは 2 年、 

再任以降 2 年） 

５号 

理事 
法人本部長 1 － 

本部長任期 4 年 

（再任以降 2 年） 

６号 

理事 

評議員のうちから評議員会において選任し

た者 
3 4 － 

７号 

理事 

学識経験者のうちから理事会において選任

した者 
3 4 － 

合計  11  

 

各理事の職務（担当業務）は、4 部門（「大学短大（附属幼稚園含む）」「中学高校」「法人

部門」「学園連携部門」）の中から一つ以上を理事会で決定している。【資料 5-2-3】 

法人は、寄附行為第 5 条第 2 項に理事長の選任等について定め、寄附行為第 11 条に理

事長の職務として「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」と定めている。 

法人は、寄附行為第 15 条に理事会について定め、同条第 2 項に「理事会は学校法人の

業務を決定し、理事の職務の執行を監督する。」と定めている。 

法人は、実施規則第 3 条第 1 項に理事会における業務決定の権限について定めている。

【資料 5-2-4】 

法人は、実施規則第 3 条第 2 項に「理事会は、寄附行為第 16 条の規定に基づき、寄附

行為実施規則第 3 条第 1 項に定める事項を除き、法人の業務決定の権限を理事長に委任す

る。」ことを定め、さらに実施規則第 3 条第 3 項に「理事長は、寄附行為第 16 条の規定に

基づき、寄附行為実施規則第 3 条第 2 項の定めによる法人の業務決定の権限の一部を他の

理事又は所属職員に委任することができる。」と定めている。これらのことから理事会の業

務決定の権限委任は、規則等に基づき整備されている。 

令和 5(2023)年度の理事会は、全て対面で開催され、各理事の出席状況は良好である。

【資料 5-2-5】 

理事会をやむなく欠席する場合の理事の意思表示を行う書面（委任状）は、各審議事項

について理事の意思表示を反映できるよう適切に対応している。【資料 5-2-6】 
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理事会の議事録の取り扱いについては、文部科学省発信文書の趣旨を踏まえ、寄附行為

の一部改正を進めた。法人は、文部科学省の認可後、令和 4(2022)年度の理事会の議事録

から寄附行為第 17 条第 2 項に則り、議長並びに出席した理事のうちから互選された理事

2 人及び出席した監事が署名することで、理事会の議事録の真正性及び非改変性をより担

保することになった。【資料 5-2-7】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 5-2-1】（001）法人 寄附行為 

【資料 5-2-2】（034）法人 管理職員の定年・任期に関する規程 

【資料 5-2-3】法人 役員名簿（2024 年 4 月 1 日現在） 

【資料 5-2-4】法人 理事会における業務決定の権限 

【資料 5-2-5】法人 令和 5(2023)年度 理事会出席状況 

【資料 5-2-6】法人 理事の意思表示を行う書面（委任状）様式 

【資料 5-2-7】文部科学省高等教育局私学部私学行政課長発信文書 

（3 高私行第 3 号、令和 3(2021)年 6 月 25 日付） 

 

（3）5－2の改善・向上方策（将来計画） 

「私立学校法の一部を改正する法律」が、令和 7(2025)年 4 月 1 日に施行されることに

伴い、法人は法人自ら主体性をもって令和 6(2024)年度中に理事・理事会、監事及び評議

員・評議員会の権限分配を整理し、「建設的な協働と相互けん制」を確立するようガバナン

ス改革を進めていく。 

 

5－3．管理運営の円滑化と相互チェック 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

（1）5－3の自己判定 

基準項目 5－3 を満たしている。 

 

（2）5－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

法人は、意思決定において、法人及び大学の各管理運営機関の意思疎通と連携を適切に

行い、理事長がリーダーシップを発揮できる内部統制環境を整備するための会議体を以下

のとおり本学の規則等に基づき設置している。 

 

1）常務会 

法人は、実施規則第 11 条に「理事会の包括的授権に基づいて、この法人の日常業務を決

定するために、常務会を置く。」と定めている。【資料 5-3-1】 

法人が常務会について定めた「学校法人札幌大谷学園 常務会設置規則（以下「常務会

設置規則」という。）」は、第 1 条に目的として「この規則は、理事会の包括的授権に基づ

いて、この法人の日常業務を決定するために、常務会を設け、必要な事項を定めることを
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目的とする。」と定め、同規則第 2 条に構成員を、同規則第 3 条に審議事項をそれぞれ定

めている。【資料 5-3-2】 

常務会は、就業規則第 4 条に定めている設置校等の所属長と大学・短大の副学長、中学・

高校の副校長等を構成員としていることと目的にある「法人の日常業務を決定する」こと

から各設置校との意思疎通と連携を適切に行う会議体となっている。 

 監事は、常務会設置規則第 2 条第 1 項第 12 号の「その他理事長が必要と認めた者」と

して常務会に出席している。 

 

2）学園連携協議会 

法人が「学園連携協議会」について定めた「学校法人札幌大谷学園 学園連携協議会設

置規則」は第 1 条に目的として「この規則は、寄附行為第 4 条にある設置校が情報を共有

し、解決すべき課題について協議するために、学園連携協議会を設け、必要な事項を定め

ることを目的とする。」と定め、同規則第 2 条に学園連携協議会構成員を、同規則第 3 条

に協議事項をそれぞれ定めている。 

学園連携協議会は、常務会構成員に加え、学外理事と大学・短期大学部からは芸術学部

長・社会学部長・短期大学部長の各学部長と学科長、そして中学・高校・幼稚園からは教

頭職ほかを含めた管理職を構成員としていることと目的にある「設置校が情報を共有し、

解決すべき課題について協議する」ことから常務会と同様、各設置校との意思疎通と連携

を適切に行う会議体となっている。【資料 5-3-3】 

 

常務会及び学園連携協議会は、各設置校の管理職が一同に参画する会議体であることか

ら例えば、大学・短期大学部における教職員の提案などは、教学部門の各種会議体から発

信され、常務会及び学園連携協議会、又は常務会及び学園連携協議会を経て理事会までく

み上げる仕組みが確立されている。【資料 5-3-4】 

 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

法人は、基準 5-3-①で示したとおり常務会及び学園連携協議会そして教学部門の各種会

議体が、相互チェックする体制を整備し、適切に機能している。 

法人は、理事の選任区分及び人数並びに任期等を寄附行為第 5 条及び第 7 条並びに第 8

条に則って図表 5-3-1 のとおり定めている。 

 

図表 5-3-1 学校法人札幌大谷学園役員（監事） 

監事の選任区分・人数（人） 任期（年） 

寄附行為（監事の選任） 

第7条 この法人の理事、職員（学長、校長、教員その他の職員を

含む。）、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以

外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評

議員会の同意を得て、理事長が選任する。 

2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益

相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。 

2 4 
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監事は、監査業務に係る職務の重要性の認識や専門性の向上に資するため、令和 3(2021)

年 10 月就任以降の毎年度、文部科学省から配信される「監事研修会（全監事対象）」をオ

ンデマンドで視聴している。 

令和 5(2023)年度の理事会及び評議員会は、全て対面で開催され、監事の出席状況は良

好である。【資料 5-2-5】【資料 5-3-5】 

監事は、寄附行為第 14 条及び「学校法人札幌大谷学園 監事監査規則（以下「監事監査

規則」という。）」に則り、監事の職務である業務監査及び会計監査を適切に行っている。

【資料 5-3-6】 

監事監査規則は、第 3 条第 1 項に監査計画として「監事は、重要性・適時性その他必要

な要素を考慮して監査方針を立て、適切に調査対象及び方法を選定し監査計画を作成する。」

と定め、同規則第 4 条に業務監査、同規則第 5 条に会計監査についてそれぞれ定めている。 

監事は、「令和 5(2023)年度 監査計画」において監査の基本方針・方法・実施項目・実

施時期などを定め、理事会及び評議員会で報告している。【資料 5-3-7】 

法人の決算は、寄附行為第 33 条第 1 項に則って毎年 5 月末までに監事の意見を求めて

いる。 

監事監査規則は、第 7 条第 1 項に監査報告書の作成として「監事は、毎会計年度、業務

監査・会計監査の結果を踏まえ、検討・協議を経て正確、かつ、明瞭に監査報告書を作成

する。」と定め、同規則第 8 条第 1 項に理事会及び評議員会への報告等として定めている。 

監事は、「令和 5(2023)年度 監査報告書」を令和 6(2024)年 5 月末の 2024 年度評議員

会及び理事会に提出し、監査の実施状況とその結果について報告している。【資料 5-3-8】 

令和 5(2023)年度において監事は、法人の令和 5(2023)年 4 月 1 日から 12 月 31 日まで

の業務について各設置校における令和 5(2023)年度事業計画の「重点項目」を重点的に各

所属長に書面及びヒアリングによる監査を行い、その結果を「令和 5(2023)年度 監査中

間報告」としてまとめ、理事会及び評議員会で報告している。【資料 5-3-9】 

監事監査規則は、第 9 条に公認会計士との連携として「監事は、財産の状況を監査する

に当たり、公認会計士（監査法人を含む。以下同じ。）から報告を求めるとともに、必要に

応じ公認会計士に対し専門的事項の調査を委任することができる。」と定めている。 

法人は、内部監査の目的・内部監査室の設置などを「学校法人札幌大谷学園 内部監査

規程（以下「内部監査規程」という。）」に定めている。【資料 5-3-10】 

内部監査規程は、第 3 条に内部監査室及び内部監査室長などについて、第 4 条に三様監

査による連携として「内部監査室は、監事及び公認会計士と連携し、効果的かつ効率的な

監査の実施に努めるものとする。」と定めている。 

法人は、評議員の選任区分及び人数並びに任期等を寄附行為第 18 条及び第 22 条並びに

第 23 条に則って図表 5-3-3 のとおり定めている。 
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図表 5-3-3 学校法人札幌大谷学園評議員 

 評議員の選任区分・人数（人） 任期（年） 

１号 

評議員 

法人の職員で理事会において推せんされた者のうちか

ら評議員会において選任した者 
8 

4 

２号 

評議員 

真宗大谷派の僧籍を有する者のうちから理事会におい

て選任した者 
2 

３号 

評議員 

法人の設置する学校を卒業した者で、年令25年以上のも

ののうちから理事会において選任した者 
5 

４号 

評議員 

法人の設置する学校の在学者の父母又は保護者のうち

から理事会において選任した者 
2 

５号 

評議員 

 

学識経験者のうちから理事会において選任した者 

 

6 

合計  23 
 

 

 

法人は、寄附行為第 20 条に評議員会への諮問事項について規定し、予算及び予算計画、

事業に関する中期的な計画（経営改善計画等）は、あらかじめ評議員会の意見を聴く事項

として、毎年度評議員会において理事長及び本部長が説明している。理事長は、寄附行為

第 33 条第 2 項に則って毎年 5 月末までに決算及び事業の実績を評議員会に報告し、評議

員会の意見を聴いている。令和 5(2023)年度の評議員会は、全て対面で開催され、各評議

員の出席状況は良好である。【資料 5-3-5】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 5-3-1】（002）法人 寄附行為実施規則 

【資料 5-3-2】（006）法人 常務会設置規則 

【資料 5-3-3】（007）法人 学園連携協議会設置規則 

【資料 5-3-4】法人 令和 5(2023)年度 各会議体の構成員及び開催頻度 

【資料 5-3-5】法人 令和 5(2023)年度 評議員会出席状況 

【資料 5-3-6】（004）法人 監事監査規則 

【資料 5-3-7】法人 令和 5(2023)年度 監査計画 

【資料 5-3-8】法人 令和 5(2023)年度 監査報告書 

【資料 5-3-9】法人 令和 5(2023)年度 監査中間報告 

【資料 5-3-10】（013）法人 内部監査規程 

 

（3）5－3の改善・向上方策（将来計画） 

「私立学校法の一部を改正する法律」が、令和 7(2025)年 4 月 1 日に施行されることに

伴い、法人は法人自ら主体性をもって令和 6(2024)年度中に理事・理事会、監事及び評議

員・評議員会の権限分配を整理し、「建設的な協働と相互けん制」を確立するようガバナン
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ス改革を進めていく。 

 

5－4．財務基盤と収支 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）5－4の自己判定 

基準項目 5－4 を満たしている。 

 

（2）5－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

法人は、基準 5-1-②で示したとおりグランドデザイン及び経営改善計画等による令和

2(2020)年度から令和 6(2024)年度までの 5 か年を中長期計画とし、経営基盤の安定確保を

図ることを最重要課題とし、使命・目的の実現への継続的な努力をしている。【資料 5-4-1】

【資料 5-4-2】 

中長期計画の特に経営改善計画等における財務計画は、毎年度決算確定後に精査し、最

終 6 月の評議員会及び理事会で寄附行為に則り決定している。 

令和 5(2023)年度の経営改善計画は、期中目標として「経常収支差額の黒字化」を設定

し、財務計画に基づく財務運営を行っている。 

令和 6(2024)年度の事業計画は、寄附行為第 20 条第 1 項第 1 号によりあらかじめ理事

長が評議員会の意見を聴き、寄附行為第 31 条第 1 項により毎会計年度開始前に、理事長

が編成し、理事会において決定している。 

法人の予算編成方針及び予算案についても同様、寄附行為第 20 条及び第 31 条により決

定している。 

 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

法人全体の収支バランスは、図表 5-4-1 のとおりで、令和 5(2023)年度における経常収

支差額は、前年度△146,941 千円の赤字に対し、52,828 千円の黒字に転換した。 
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【図表 5-4-1】法人全体の収支バランス（5 年間の推移）          単位千円 

年度 
令和元

(2019)年度 

令和 2 

(2020)年度 

令和 3 

(2021)年度 

令和 4 

(2022)年度 

令和 5 

(2023)年度 

経常収入 2,415,557 2,620,819 2,611,929 2,718,554 2,702,911 

うち学生生徒

等納付金 
1,513,561 1,660,912 1,639,355 1,701,567 1,724,883 

経常支出 2,823,061 2,814,439 2,788,235 2,865,495 2,650,083 

うち人件費 1,779,517 1,832,460 1,802,130 1,890,183 1,727,065 

経常収支差額 

（Ａ） 
△407,504 △ 193,620 △176,306 △146,941 52,828 

減価償却額合計 

（Ｂ） 
253,831 288,555 307,475 271,376 282,517 

減価償却額補正

後の経常収支差

額 （Ａ＋Ｂ） 

△153,673 94,935 131,169 124,435 335,345 

 

法人は、日本私立学校振興・共済事業団による経営判断指標等による経営状態のチェッ

クとして「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分（法人全体）平成 27 年度～」を

活用している。【資料 5-4-3】 

令和元(2019)年度区分（平成 30(2018)年度から令和 2(2020)年度までの決算額）は、教

育活動資金収支差額が 3 か年のうち 2 か年以上赤字で、運用資産と外部負債を比較しても

外部負債が超過していたため、厳しい状態の区分に陥っていたが、令和 2(2020)年度以降

の学生数増等により学生生徒等納付金が増加傾向となり、教育活動資金収支差額の赤字も

解消され、外部負債は約定年数で返済可能で、修正前受金保有率が 100.0％以上となった

ことから令和 5(2023)年度区分（令和 4(2022)年度から令和 6(2024)年度見込みまでの決算

額）では、正常状態の区分まで着実に回復できる見込みとなった。 

法人は、貸借対照表において運用資産よりも外部負債が多い年度が続く傾向にある。 

これは外部負債のうち、固定負債、特に長期借入金の残高が900百万円程度（令和6(2024)

年度末時点）あることが要因であるが、約定年数での返済を着実に実行している。 

法人は、令和 4(2022)年度に長期借入金 1 件（残債 120 百万円）を一括返済したことか

ら年間20百万円の返済分を令和5(2023)年度から毎年、特定資産（減価償却引当特定資産）

に充当することにした。 

これらをもって法人は、これからも引き続き安定した財務基盤を確立していくことが可

能となった。 

 法人は、外部資金を獲得するために「学校法人札幌大谷学園 外部資金獲得委員会規程」

を定め、財務課を中心に外部資金獲得委員会を開催している。令和 5(2023)年度は、教育
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の質に係る客観的指標調査票、寄付金募集、科学研究費助成事業の獲得状況等について協

議し、成果としては教育の質に係る客観的指標調査票による補正が前年度より増加した。

【資料 5-4-4】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 5-4-1】法人 中長期計画 グランドデザイン 

【資料 5-4-2】法人 中長期計画 経営改善計画等 

【資料 5-4-3】定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分（法人全体） 

【資料 5-4-4】（019）法人 外部資金獲得委員会規程 

 

（3）5－4の改善・向上方策（将来計画） 

次の中長期計画（令和 7(2025)年度から令和 11(2029)年度の 5 年を予定）の作成に向け

て令和 6(2024)年度中に準備をしなければならない。安定した財務基盤を確保・継続する

ためにも定員確保及び経費削減等について検討する。また、5-1 の改善・向上方策で示し

たとおり、複数の老朽校舎の建て替え更新資金の確保等について検討する。 

 

5－5．会計 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）5－5の自己判定 

基準項目 5－5 を満たしている。 

 

（2）5－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

法人の会計は、寄附行為第 30 条に則り、「学校法人会計基準」により行う。 

法人の経理に関する基準は、実施規則第 15 条に則り、「学校法人札幌大谷学園 経理規

程（以下「経理規程」という。）」で定めている。 

経理規程は、第 1 条に目的を「法人の経理に関する基準を定め、経理事務を正確かつ迅

速に処理し、財政及び経営状況を明らかにして、経営の能率的運営と教育研究活動の向上

を図ること」として定めている。 

また、法人は経理規程を補完する「学校法人札幌大谷学園 経理規程施行細則」をはじ

め「学校法人札幌大谷学園 物件調達・管理規程」「学校法人札幌大谷学園 資産運用規程」 

「学校法人札幌大谷学園 会計伝票に関する内規」「学校法人札幌大谷学園 予算執行に

関する内規」「学校法人札幌大谷学園 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事

務処理規程」を定め、財務課は会計処理等を適正に実施している。 

法人は、予算と著しくかい離が発生した科目について補正予算を編成している。 

補正予算は、寄附行為第 20 条に則り、あらかじめ評議員会の意見を聴き、理事会で決定

している。【資料 5-5-1】～【資料 5-5-9】 

  



札幌大谷大学 

77 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

法人は、会計監査を行う体制を次のように整備し、厳正に実施している。 

 

1）監事による会計監査 

監事による会計監査は、「学校法人札幌大谷学園 監事監査規則」第 5 条に則り、期中会

計監査及び期末会計監査等について検証している。令和 5(2023)年度は 9 回、内容は会計

監査人が行う監査の監視及び検証、会計監査人の監査結果の妥当性の判断、科学研究費助

成事業の通常監査及び特別監査を実施のうえ、監査報告書を作成し、常務会を経て理事会

及び評議員会に報告している。【資料 5-5-10】 

 

2）監査法人による会計監査 

法人は独立した監査法人と監査契約を締結している。 

監査法人による会計監査は、令和 5(2023)年度は年間とおして 19 日間、内容は計算書類

作成の基礎となる月毎の取引記録、年度末時点の現預金実査、学納金及び奨学費の元帳と

の照合、固定資産の会計処理、確定額一覧表、借入金・基本金・退職給与引当金について

検証し、財務課担当者、時には法人本部長及び理事長と意見交換を行っている。 

監査法人は、私立学校振興助成法第 14 条第 3 項の規定に基づく監査報告を行うため、

直近では本学の令和 5(2023)年度（令和 5(2023)年 4 月 1 日から令和 6(2024)年 3 月 31 日

までの 1 年間）の計算書類（資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表ほか）に

ついて監査を行い、「独立監査人の監査報告書（以下「監査報告書」という。）」を毎年決算

確定後に作成している。 

監査報告書は、監査意見をはじめ、監査意見の根拠、その他の記載内容、計算書類に対

する理事者及び監事の責任、計算書類の監査における監査人の責任、利害関係について触

れている。【資料 5-5-11】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 5-5-1】（001）法人 寄附行為 

【資料 5-5-2】（002）法人 寄附行為実施規則 

【資料 5-5-3】（052）法人 経理規程 

【資料 5-5-4】（053）法人 経理規程施行細則 

【資料 5-5-5】（054）法人 物件調達・管理規程 

【資料 5-5-6】（055）法人 資産運用規程 

【資料 5-5-7】（056）法人 会計伝票に関する内規 

【資料 5-5-8】（057）法人 予算執行に関する内規 

【資料 5-5-9】（058）法人 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程 

【資料 5-5-10】（004）法人 監事監査規則 

【資料 5-5-11】独立監査人の監査報告書 

 

（3）5－5の改善・向上方策（将来計画） 

学校法人会計基準を踏まえ、経理に関係する学内諸規程を遵守し、より適切な会計処理
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を実施することに努める。また、監事及び監査法人ともに、会計監査などを行う体制につ

いて現状を踏まえ、より適切な監査体制を整備することに努める。 

 

［基準 5 の自己評価］ 

法人は、法人が定めた規則の中で最高法規に位置する寄附行為をはじめとした組織倫理

に関する規則などに基づき、適切な管理運営を行うことと、情報の公表は法令に基づき積

極的に公開することにより経営の規律と誠実性の維持に取り組んでいる。理事会は、使命・

目的の達成に向けて意思決定ができる体制を整備して適切に機能している。法人及び大学

の各管理運営機関の意思決定の円滑化及び相互チェックの機能性は適切に行われている。 

法人は、中長期的な計画に基づく適切な財務運営を確立し、安定した財務基盤の確立と

収支バランスを確保するように努めている。法人の会計処理は、経理に関する規則等に基

づき、適正に実施している。法人は会計監査の体制を整備し、厳正に実施している。 

以上のことから、基準 5 を満たしていると評価する。 
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基準 6．内部質保証 

6－1．内部質保証の組織体制 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

（1）6－1の自己判定 

基準項目 6－1 を満たしている。 

 

（2）6－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

札幌大谷大学（以下「本学」という。）は、内部質保証の責任を担い、その運営方針を決

定し実行する組織として内部質保証会議を置き、自己点検・評価活動の実施に関する基本

方針の策定や、評価結果を踏まえた内部質保証や教学マネジメントに関わる中長期計画の

策定等を行っている。構成員は議長である学長のほか、教学部門と事務部門の管理職及び

IR 推進課長に限定し、自己点検・評価活動を実施する自己点検・評価委員会と、その結果

を踏まえて内部質保証に関する中長期計画を立案する内部質保証会議との機能的な差別化

を図り、図表 6-1-1 のとおり本学の内部質保証活動の PDCA サイクルを明確なものとし

た。また、令和 6(2024)年度における機関別認証評価に向けて、本学の内部質保証活動を

より一層促進させるために、令和 5(2023)年度からは毎月 1 回の定例開催とした。 

本学では、大学運営における自己点検・評価の重要性を認識し、「札幌大谷大学 学則（以

下「学則」という。）」第 2 条第 1 項に基づき、本学の教育研究活動等の状況について、自

己点検・評価を行うことを目的として、札幌大谷大学短期大学部（以下「短期大学部」と

いう。）と合同の自己点検・評価委員会を設置している。この委員会は「札幌大谷大学・札

幌大谷大学短期大学部 自己点検・評価委員会規程」に則り、学長を委員長とするが、運

営体制については副学長を中心とすることで主管業務を分散させ、大学 LO（自己評価担

当者）、短大 LO（自己評価担当者）と連携しながら、自己点検・評価活動をより確実かつ

能動的に運営できる体制とした。これに各学部長及び短期大学部長、各学科長、各種セン

ター長・委員長及び委員長補佐、学生相談室長、事務局長、IR 推進課長が構成員として加

わる。また、令和 5(2023)年度からは、機関別認証評価に向けての準備を促進させるため、

毎月 1 回の定例開催とした。 

三つのポリシーを起点とする教育研究活動及び中長期的な計画を踏まえた大学運営全般

の質保証を目的として、内部質保証に関する全学的な方針を明示した「内部質保証方針」

を定め、大学ホームページで公開している。【資料 6-1-1】～【資料 6-1-3】 
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図表 6-1-1 札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 内部質保証システム  

 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 6-1-1】（118）大短 内部質保証会議規程 

【資料 6-1-2】（132）大短 自己点検・評価委員会規程 

【資料 6-1-3】大短 内部質保証方針 

 

（3）6－1の改善・向上方策（将来計画） 

 内部質保証会議と自己点検・評価委員会の主幹をそれぞれ学長と副学長に分担し、その

構成員を区別したことで、内部質保証会議(Action)と自己点検・評価委員会(Check)という

本学の内部質保証の PDCA サイクルにおける両組織の役割がより明確になった。また、月

例開催とすることで、内部質保証や自己点検・評価活動が活性化された。しかしながら、

本学の内部質保証体制が確立されて間もないことから、今後も引き続き内部質保証と自己

点検・評価活動の実績を積み上げながら、それぞれの組織の課題を区別し、PDCA サイク

ル上の機能を明確化していく。 

 

6－2．内部質保証のための自己点検・評価 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

（1）6－2の自己判定 

基準項目 6－2 を満たしている。 

 

（2）6－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

●中長期計画　 　●年度計画「事業計画」

改善のためのフィードバック及び方針の提示

総務課 財務課

学生相談室

入試広報課 学務課 キャリア支援課

学術情報課 ＩＲ推進課

Check 教職委員会 図書委員会 社会連携センター

自己点検・評価委員会 ＦＤ・ＳＤ委員会 情報環境委員会
事業計画の
進捗状況報告、
自己点検・評価
に係る活動内容
等の報告

●自己点検・評価活動の取りまとめ及び課題の抽出

＜構成員＞
学長・副学長・
大学自己評価担当者（大学LO）及び短大自己評価担当者（短大LO）・
各学部長及び短期大学部長・各学科長・入学支援センター長・
学修支援センター長・キャリア支援センター長・
各種委員会委員長及び委員長補佐・学生相談室長・
社会連携センター長・事務局長・ＩＲ推進課長

子育て支援
センター

入学支援センター 学修支援センター
キャリア支援

センター

自己点検・評価の結果及び課題の報告
入試委員会 学生支援委員会

アクセシビリティ
推進委員会

内部質保証会議 学部・学科、各種センター・委員会、事務局

●内部質保証の運営方針を決定し実行
●教学マネジメントに関する中長期計画の策定
●自己点検・評価活動の基本方針の策定
●自己点検・評価の結果及び抽出された課題に対する改善策の立案

＜構成員＞
学長・副学長・学部長・短期大学部長・学科長・
法人本部長・事務局長・ＩＲ推進課長

●事業計画による学部・学科等の教育研究活動
●三つのポリシー、アセスメント・プランに沿った自己点検・評価
　活動等

学　　部 学　　科

Plan

大学協議会・教授会

改善案を中長期計画、事業計画に反映

Action Do
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学校法人札幌大谷学園は 5 か年の中長期計画として「札幌大谷学園 グランドデザイン

（以下「グランドデザイン」という。）」を策定し、建学の精神に則って主体的で自立心に

富んだ国際人、社会人を広く育成するという教育目的を示すとともに、激変する時代背景

に即応できる法人運営体制の指針を具体化している。 

令和 2(2020)年度に策定したグランドデザインでは、教育・学生支援・学園連携・募集広

報・管理運営の目標と方針が項目ごとに整理されており、幼稚園、中学・高等学校、大学・

短期大学部の法人運営全体を網羅している。それに基づいて、大学及び短期大学部の各部

署は年度ごとの事業計画を立てている。事業計画では、その年度に取り組まれるべき重点

項目のほか、入学支援事業、学修支援事業、キャリア支援事業、学術研究支援事業、社会

連携・国際交流事業、管理運営の項目ごとに 1 年間の指針が示されている。【資料 6-2-1】

【資料 6-2-2】 

各部署での取組みは、自己点検・評価委員会において 3 か月ごとに事業計画の進捗状況

として報告される。活動状況を間断なく可視化することで、年度始めに示された事業計画

の確実な実効性が担保されている。【資料 6-2-3】【資料 6-2-4】 

年度末には、その年の事業計画の取組みの成果を事業報告として大学協議会及び教授会

に提出している。【資料 6-2-5】 

さらに、部署ごとに「自己点検・評価シート」を作成し、その年度の自己点検を行って

いる。これによって、教職員が常に自己点検を意識するよう促している。その結果は IR 推

進課に提出された後、そこで抽出された課題は内部質保証会議で速やかに検討されるほか、

「自己点検評価書」作成のベースとして年度ごとに整理することとしている。【資料6-2-6】 

内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価は、アセスメント・プランに沿っ

て関係各部署が各種調査を実施することで果たされている。基準 3-3-①で示したとおり、

学修面については「ディプロマ・ポリシー達成度・学修行動調査」「DP チャート」「アセス

メントテスト」「授業アンケート」等によって学生と教員双方にとっての自己点検・評価が

可能となっている。「卒業生アンケート」「就職先アンケート」は、本学の教育成果を学外

の視点から自己点検・評価することにつながっている。 

各部署で実施・分析した調査の結果は、内部質保証会議での検証を経て次の施策の策定

や現状の改善に反映される。IR 推進課はこれらの調査結果や検討内容を精査したうえで学

内で共有し、必要に応じて大学ホームページや学生ポータルサイトで公表している。 

事業や取組みを実行する学内の各関係部署と大学協議会、教授会及び内部質保証会議、

自己点検・評価委員会は、基準 6-1-①の図表 6-1-1 のとおり活動しており、それぞれの分

担と連携関係が着実に機能する体制になっている。各会議体の議事録は学内で利用してい

る Google ドライブで共有され、教職員がいつでも閲覧できるように公開している。 

また、教員については年度初めの「個人研究費執行計画書」及び年度末の「個人研究成

果報告書」の提出を義務づけており、「個人研究成果報告書」は教員各自の自己点検・評価

として機能している。【資料 6-2-7】 

本学の学部・学科は教職課程認定を受けており、毎年度「教職課程自己点検・評価報告

書」を作成し、本学の教職課程の質保証を徹底するとともに、地域社会に貢献する教員輩

出のための取組みを一段と強化している。【資料 6-2-8】 
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6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

基準 6-2-①で示したとおり、学内の各部署では、学修成果、学生の意識や行動等を多角

的に把握するための各種調査を行っている。調査の結果については、大学ホームページ、

学生ポータルサイト、学内掲示板等で学生にフィードバックする体制をとっている。 

大学運営及び教育環境の向上や教育の内部質保証のために必要なデータを体系的に把握

するために IR 推進課を設置し、内部質保証会議及び自己点検・評価委員会の構成員とし

て、データを基に両会議体の PDCA サイクルをサポートしている。 

各調査の分析は、調査実施の所管ごとに行われている。IR 推進課においては、学内で重

層的に実施されている調査のデータ及び分析結果を集約している。それを基に、令和

5(2023)年度には、直近 5 年間の学生状況の変化をまとめた「FACTBOOK（2019～2023）」

を作成した。学生の経年変化を確認することで、中長期的な展望や事業立案を検討する参

考資料として役立っている。教職員には学内の Google ドライブで共有され、大学ホーム

ページでも公開している。【資料 6-2-9】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 6-2-1】法人 中長期計画 グランドデザイン 

【資料 6-2-2】大短 2024 年度事業計画 

【資料 6-2-3】自己点検・評価委員会議事録（2024 年 1 月 24 日報告事項 2） 

【資料 6-2-4】自己点検・評価委員会資料 2023 年度事業計画進捗状況 

【資料 6-2-5】大短 2023 年度事業報告 

【資料 6-2-6】自己点検・評価シート 

【資料 6-2-7】「個人研究費執行計画書」「個人研究成果報告書」様式 

【資料 6-2-8】大学ホームページ＞大学について＞情報公開＞教育職員免許法施行規則 

第 22 条の 6 に規定する情報＞6 教員の養成に係る教育の質の向上に係る 

取組＞(2)教職課程 自己点検・評価報告書 

【資料 6-2-9】FACTBOOK（2019～2023） 

 

（3）6－2の改善・向上方策（将来計画） 

全学生を対象とした「アセスメントテスト」が導入されたことから、今まで以上に慎重

なデータ管理とその有効活用が求められている。そのためには、これまで各部署が縦割り

に運営されていた状況を改め、学科や学修支援センター及び IR 推進課の連携を一層緊密

にしていく必要がある。月例の内部質保証会議と自己点検・評価委員会の効率的な運営を

深化させていくことで、各部署の横断的な連携を促進させていく。 

また、各種調査の成果を断片的に扱わず、それぞれの調査の関連性や整合性を検討し、

学生にとって実りあるものとなるように不断に検証していく。 

IR 推進課は、法令を遵守し、各部署で実施した調査及びデータの収集に努めている。

学内で行われた各種調査を体系的に集約・管理するためには IR を支える体制の強化を検

討していく。 
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6－3．内部質保証の機能性 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組み

の確立とその機能性 

（1）6－3の自己判定 

基準項目 6－3 を満たしている。 

 

（2）6－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCAサイクルの仕組みの

確立とその機能性 

本学の三つのポリシーは、教育目的を達成するための基盤として大学ホームページをは

じめ学内に設置している学長専用掲示板ほかで周知している。年度始めのオリエンテーシ

ョンでは学生への理解・周知を徹底させ、第 1 回教授会では教職員への確認を継続して

いる。 

以下に三つのポリシーを起点とした PDCA について領域ごとに記述する。 

 

1）アドミッション・ポリシーと入学者選抜について 

入学者選抜については、学長を委員長とする入試委員会でアドミッション・ポリシーに

則った入学者選抜を実施し、年度末に自己点検・評価活動としてアドミッション・ポリシ

ーが適切に運用されたか、ポリシーの内容は社会的変化や本学の実状に相応しいかなどを

確認している。【資料 6-3-1】 

また、各学科及び内部質保証会議において受験生の動向と入学者の検証を行っており、

定員規模の適正化を図るため、令和 6(2024)年度からは短期大学部保育科の定員を 85 名と

した。 

 

2）カリキュラム・ポリシーと学修について 

教育プログラムの内部質保証としては、主に学修支援センターが主体となってカリキュ

ラム・ポリシーに則った授業運営を行っている。自己点検・評価活動としては、学修支援

センターが実施する「アセスメントテスト」、FD･SD 委員会が学期ごとに実施する「授業

アンケート」などをとおして現状を調査し、各学部・学科並びに各種センター及び委員会

において分析を行っている。その結果について適宜 FD(Faculty Development)・SD(Staff 

Development)研修会で全学的に共有しながら、内部質保証会議において改善策を立案して

次年度の事業計画に反映させ、PDCA サイクルを機能させている。【資料 6-3-2】 

専任教員は「アセスメントテスト」の結果について、学生面談をとおして個別にフィー

ドバックしている。また、「授業アンケート」の結果については「授業改善計画書」を作成

し、学生や教職員が図書館で閲覧できるよう公表している。 

 

3）ディプロマ・ポリシーと学修成果について 

ディプロマ・ポリシーに基づく内部質保証体制としては、毎年度末に全学生を対象とし

て「ディプロマ・ポリシー達成度・学修行動調査」を実施し、その結果を自己点検・評価

活動として各学部・学科、各種センター及び委員会で現状分析を行い、その報告に基づい
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て内部質保証会議において改善策を盛り込んだ次年度の事業計画を作成している。専任教

員は「DP チャート」について、学生面談をとおして個別にフィードバックすることで、個

人の学修成果とディプロマ・ポリシーとの関連性を具体的に説明している。【資料 6-3-3】 

 

以上により、本学の内部質保証は、各種センター及び委員会が三つのポリシー及び事業

計画に則って運営を行い、適宜、アセスメント・プランに基づいてデータ収集と分析を行

ったうえで自己点検・評価委員会が取りまとめ、その内容に基づいて内部質保証会議が将

来に向けての改善策を立案し事業計画としてまとめることで、全学的な PDCA サイクルが

機能している。【資料 6-3-4】 

学校法人札幌大谷学園の監事は事業報告に基づく学長面談を実施し、その結果を理事会

に報告することにより、本学の内部質保証活動が外部有識者による客観的な評価を受ける

体制を確立した。また、令和 5(2023)年度からは、自己点検・評価委員会の指示を受けて、

各部署が事業計画の進捗状況を四半期ごとに報告し、事業計画をより確実に実行できる体

制を確立した。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 6-3-1】入試委員会議事録（2024 年 4 月 10 日その他 1） 

【資料 6-3-2】2023 年度アセスメントテストの分析結果を受けて 

【資料 6-3-3】「2023 年度ディプロマ・ポリシー達成度・学修行動調査」集計結果 

【資料 6-3-4】大学ホームページ＞大学について＞アセスメント・プラン 

 

（3）6－3の改善・向上方策（将来計画） 

本学の三つのポリシーを起点とした内部質保証の取組みが、確実に教育の改善・向上に

つながっているかを確認するために、基礎データとなる「ディプロマ・ポリシー達成度・

学修行動調査」「授業アンケート」等の回収率を向上させることが課題であり、各種センタ

ー及び委員会並びに IR推進課を中心に実施方法を見直す。「授業改善計画書」については、

学生ポータルサイトでも閲覧できるようにしていく。 

また、キャリア支援センターが実施した「卒業生アンケート」「就職先アンケート」の結

果からは、在学中の学びと社会とのつながりについて多くの知見が汲み取れる。今後はカ

リキュラム等の改善に有効に活用していくため、内部質保証会議で検討を進めていく。 

建学の精神や個性・特色を活かしながら、社会情勢等の急激な変化や少子高齢化といっ

た社会的課題に対応していくために、内部質保証会議を中心に本学の目的及び教育研究上

の目的の不断の見直しと、中長期計画の策定を行う。 

近年の高校生の動向を踏まえると、定員規模の適正化と時代のニーズに応える教育内容

の検討は喫緊の課題である。定員については、引き続き適正化の検討を続けるとともに、

時代の変化に対応した新カリキュラム導入を見据えて学科での議論も始めているところで

ある。 

現行の中長期計画が令和 6(2024)年度で完了することから、内部質保証会議を中心とし

て過去 5 か年における自己点検・評価活動の成果を中期的に検証・評価する作業を開始し、

令和 6(2024)年度に受審する機関別認証評価の結果を活かしながら、令和 7(2025)年度から
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の中長期計画の策定に向けて準備を進めている。 

 

［基準 6 の自己評価］ 

本学では、年度内に複数回にわたって事業進捗を確認するサイクルを構築しており、事

業の安定した運営を推進するとともに自己点検・評価活動を適切に実施していると判断す

る。 

 内部質保証会議と自己点検・評価委員会の主管業務を区別することで、内部質保証のた

めの PDCA サイクルを明確化し、さらに両会議を定例的に開催することで情報共有と連携

が円滑に進んでいる。 

 また、アセスメント・プランに沿って、体系的なデータの収集を適切に実施し、調査結

果のデータは確実に分析・検討され、調査対象者へのフィードバック、学内外への公表、

教学マネジメントや教育環境の改善に反映するとともに、次年度の事業計画の策定に役立

てている。 

 以上のことから、基準 6 を満たしていると評価する。 
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Ⅳ．大学が独自に設定した基準による自己評価 

 

基準 A．社会貢献・地域連携 

A－1．大学の芸術及び知的資源を活用した社会貢献・地域連携活動 

A-1-① 札幌市の芸術文化を支える社会貢献活動 

A-1-② 大学の知的資源による北海道内小・中・高への教育支援 

A-1-③ 地元自治体及び地域企業との連携 

A-1-④ 地域における社会人教育の機会の提供（公開講座、各種講習会への講師派遣等） 

（1）A－1の自己判定 

基準項目 A－1 を満たしている。 

 

（2）A－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-1-① 札幌市の芸術文化を支える社会貢献活動 

札幌大谷大学（以下「本学」という。）は芸術学部を有する北海道内唯一の大学であり、

北海道の芸術文化の発展に寄与することは重要な使命と考えている。 

札幌市の芸術活動を支えている札幌音楽家協議会や公益財団法人札幌市芸術文化財団と

連携協定を結んでおり、特に当該財団が運営管理している札幌コンサートホールKitara及

び札幌文化芸術劇場hitaruと連携することで音楽文化に関わる活動を広く展開している。 

地域の多彩なイベントにおいて恒常的に学生・教員が参加しており、地域に定着し住民

にも親しまれている。令和 5(2023)年度の地域と連携した主要な音楽事業は図表 A-1-1 の

とおりである。【資料 A-1-1】～【資料 A-1-5】 

 

アートプログラム第1回オペラ 

「ドン・カルロ」 

アートプログラム第2回バレエ 

「くるみ割り人形」 
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図表 A-1-1 令和 5(2023)年度の主要事業 

時期 事業名 内容 

4月 
永山武四郎生誕祭ミニコンサ

ート 
旧永山邸において生誕祭を祝う演奏を行っている。 

5月 パイプオルガン特別講義 
札幌コンサートホール Kitara 大ホールでパイプオル

ガンの解説と鑑賞機会を提供した。 

7月 
第 17 回ひがしくハッピー・タ

ッピーコンサート 
本学の大谷記念ホールで開催した。 

9月・ 

11月 
アートプログラム 

札幌文化芸術劇場 hitaru が主催するオペラ公演及び

バレエ公演の「見どころ・聴きどころ」を本学専任教

員が解説する。5 年目となり、市民に定着している。 

10月 丘珠文化祭 
音楽学科学生の演奏が恒例となっており、市民交流の

機会にもなっている。 

10月 情熱の鼓動 

札幌文化芸術劇場 hitaru内 SCARTSコートにて大学

連携コンサートとして 2 人によるピアノジョイント

コンサートを行った。 

11月 きのとやサロンコンサート 
札幌を代表する洋菓子店「きのとや」が主催するコン

サートで音楽学科学生の演奏が恒例となっている。 

11月 若い芽の音楽会 
札幌コンサートホール Kitara 小ホールで卒業生と在

校生 6 組が演奏を行った。 

 

 

A-1-② 大学の知的資源による北海道内小・中・高への教育支援 

 本学が有する芸術系及び社会科学系の知的資源を活用し、北海道内小・中・高への教育

支援活動を継続的に実施している。令和 5(2023)年度の活動は以下のとおりである。 

 

1）オオタニアートキャラバン 

美術学科の教職課程が実施するオオタニアートキャラバンは、北海道内の小学校・中学

校・特別支援学校において移動美術館や鑑賞授業、大規模なワークショップを学生自らの

手で作り上げていく活動として継続している。児童生徒と交流しながら作品を制作する経

験は、地方に住む子どもたちの芸術文化への興味を促すとともに、美術教員をめざす学生

にとっても学ぶことが多い実践の場と

なっている。 

令和 5(2023)年 9 月には、様似町アポ

イ岳ジオパークにて、かんらん岩を使

った絵具を作成し、「かんらん岩で様似

の建物をかこう」という主題のもと、

学生と児童が様似町の風景を描くワー

クショップを実施した。完成作品は町

内施設で展示され、地域活性化にも寄

与した。 
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2）北海道内中学生への演奏指導 

「令和 5 年度蘭越中学校吹奏楽部地域移行実証事業」として音楽学科の学生と教員が

演奏指導を行い、その成果として町内で合同演奏会を開催した。住民はもとより、近隣町

村からの参加もあり、地域活動を共創する機会となった。 

 

A-1-③ 地元自治体及び地域企業との連携 

北海道内各地の自治体や企業との連携、本学が立地している札幌市東区との継続的な協

働事業など、学修成果を反映させる形で学生とともに地域連携活動を推進している。 

 

1）地域企業との連携 

・美術学科の学生が株式会社サッポロドラッグストアー（サツドラ）と連携して、オリジ

ナルデザインのハブラシを開発、商品化した。同社が運営するドラッグストア店舗「サ

ツドラ」と令和 5(2023)年 5 月から共同で取り組んできたコラボレーションプロジェク

ト「PB デザインプロジェクト」の成果である。ハブラシをとおして日々の生活を楽しめ

るデザイン、歯磨きを楽しむことによる習慣化を狙ったデザインが評価され、開発した

商品は、令和 6(2024)年 1 月から全道 184 店舗にて発売された。【資料 A-1-6】 

 

・株式会社北海道日本ハムファイターズと連携し、「デザインのチカラで野球振興」をコン

セプトに、大学でデザインを学ぶ学生が学童野球チームのユニフォームやロゴを創作す

る「uniformics（ユニフォーミクス）」という企画をとおし、旭川のチームの新規ユニフ

ォームをデザインした。令和 6(2024)年度から実際に着用される予定である。【資料 A-1-

7】 

 

・地域社会学科は、令和 4(2022)年 8 月に株式会社フォーバル北海道支店と産学包括連携

協定を締結し、DX の基礎講座を開講するなど IT 人材の育成を協働して行っている。

DX の講演は動画にして大学ホームページの「卒業生への就職支援」のページに公開し、

卒業生に案内することでリカレント教育の一つに位置づけている。【資料 A-1-8】【資料

A-1-9】 

 

2）北海道庁との連携 

 美術学科の学生が青少年の「大麻乱用」「闇バイト」への注意を呼びかけるポスターを制

作した。令和 6(2024)年度から、北海道内の中学校及び高校において広く掲示される。【資

料 A-1-10】 

 

3）札幌市東区との連携 

本学が立地している東区で開催される「ひがしく健康・スポーツまつり 2023」では、音

楽学科学生の開会式での演奏や、地域社会学科の学生による運動チャレンジブースによっ

て地域との交流を深めている。 

また、毎年、東区のマスコットキャラクター「タッピー」を冠した「ひがしくハッピー・

タッピーコンサート」を本学の大谷記念ホールで行ってきたが、令和 5(2023)年度は新型
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コロナウイルス感染症収束後の再開となり、地域住民に芸術鑑賞の場を提供することがで

きた。 

そのほか、美術学科の学生が手がけた東区広報ラジオ番組「タッピー通信」の告知ポス

ターをとおして、地域住民への情報提供にも寄与することにより、各学科の特性を活かし

た地域コミュニケーションの強化に貢献することができた。【資料 A-1-11】～【資料 A-1-

14】 

 

4）北海道内各地における地域連携 

包括的な地域連携協定を締結している蘭越町とは、「蘭越マルシェ 2023」において、美

術学科の学生がチラシとのぼりをデザインし、地域社会学科の学生が「ミニスポーツ体験」

「自然物を使った写真立てフレーム作成ブース」の出店を行った。マルシェ運営をサポー

トしながら、地域住民との交流も行った。【資料 A-1-15】【資料 A-1-16】 

 

A-1-④ 地域における社会人教育の機会の提供（公開講座、各種講習会への講師派遣等） 

本学の公開講座は、札幌大谷大学短期大学部と合同で開催している。令和 5(2023)年度

は、本学の特色を活かして、8 月から 9 月に仏教・音楽・美術、令和 6(2024)年 1 月に保育

の分野を開講した。開催に当たっては、産学官が協働して開設している北海道の生涯学習

の拠点でもある「道民カレッジ」の連携講座として実施している。【資料 A-1-17】 

 

図表 A-1-3 令和 5(2023)年度公開講座 

開催日時 講座名 講師 受講者数 

8 月 26 日（土） 

15:00～16:30 

苦悩と救済 

－親鸞の救済論－ 

非常勤講師 

宮本 浩尊 
11 

9 月 16 日（土） 

13:00～16:00 

「秋を描く」～はじめての日

本画 

芸術学部美術学科 

教授 平向 功一 
4 

9 月 30 日（土） 

13:00～14:30 

音楽と健康について 

－音楽療法の視点から健康に

ついて考える－ 

芸術学部音楽学科 

教授 高田 由利子 
6 

令和 6(2024)年 

1 月 12 日（金） 

9:30～12:30 

保育に活かす安全対策講座 
短期大学部保育科 

准教授 田中 住幸 
17 

 

【エビデンス資料・資料編】 

【資料 A-1-1】札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部と公益財団法人札幌市芸術文化 

財団との連携協力に関する協定書 

【資料 A-1-2】札幌大谷大学・Kitara 連携事業「パイプオルガン特別講義・大学公開講座」

案内 

【資料 A-1-3】アートプログラム 2023 第 1 回オペラ「ドン・カルロ」案内 

【資料 A-1-4】大学連携コンサートピアノジョイントコンサート「情熱の鼓動」案内 

【資料 A-1-5】北海道教育大学・札幌大谷大学・Kitara 連携事業「若い芽の音楽会」案内 

【資料 A-1-6】大学ホームページ掲載資料「美術学科学生の『サツドラ』とのコラボレー

ションによるデザイン歯ブラシ発売」 
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【資料 A-1-7】uniformics（ユニフォーミクス）ロゴマーク関係資料 

【資料 A-1-8】札幌大谷大学・株式会社フォーバル協定書 

【資料 A-1-9】大学ホームページ＞卒業生の方＞卒業生への就職支援＞ 

2024 地域社会学科 リカレント教育講座「デジタル・トランスフォーメー

ションの基礎知識－今、DX/GDX が必要な理由－」 

【資料 A-1-10】北海道庁との連携「大麻乱用」「闇バイト」ポスター 

【資料 A-1-11】札幌市東区との地域連携協定書 

【資料 A-1-12】「ひがしくハッピー・タッピーコンサート」案内 

【資料 A-1-13】「ひがしく健康・スポーツまつり 2023」案内 

【資料 A-1-14】2023 年度さっぽろ村ラジオ「タッピー通信」告知ポスター 

【資料 A-1-15】蘭越町と札幌大谷大学との連携協力に関する協定書 

【資料 A-1-16】蘭越マルシェ 2023 案内 

【資料 A-1-17】2023 年度公開講座案内 

 

（3）A－1の改善・向上方策（将来計画） 

今後も大学の様々な資源を活用し、本学の教育研究活動の独自性を活かした本学ならで

はの社会貢献を継続していく。広く北海道全体を視野に入れ、北海道の地域・地方の活性

化や芸術文化の普及に寄与するため、その可能性を積極的に開拓していく。 

 音楽学科・美術学科・地域社会学科、それぞれの特性を活かし、公益財団法人札幌市芸

術文化財団や北海道庁などとの連携を深め、学生の実践的な学びを通じた地域連携活動を

推進していく。 

 

［基準 A の自己評価］ 

本学は、北海道内唯一の芸術学部（音楽学科・美術学科）を有する大学であることを自

覚し、地元である札幌市のみに限らず、北海道全体を視野に入れて芸術文化をとおした地

域貢献活動を続けている。また、社会学部地域社会学科は広く北海道内をフィールドとし

て地方自治体や企業との連携協定を結び、アクティブ・ラーニングとしての位置づけも組

み込みながら協働事業を継続的に行っていることは評価できる。芸術文化の発展と地域活

性化への貢献という使命を常に認識し、多彩な活動を続けることで学外からの社会的評価

も得ていることは学生にとっての学修の原動力にもつながっている。 

以上のことから、基準 A を満たしていると評価する。 
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Ⅴ．特記事項 

 

1．同窓会「真心会（しんしんかい）」 

札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部（以下「本学」という。）の同窓会は、昭和 38(1963)

年、当時の札幌大谷短期大学の同窓会として保育科 1 期生会員 38 人から発足した。昭和

41(1966)年に音楽科同窓会「谷の音会」と美術科同窓会「谷の会」を、昭和 52(1977)年に

保育科同窓会「華の会」をそれぞれ結成し、平成 24(2012)年、大学の開学に伴い、それぞ

れの会を解散し、現在は卒業生 15,000 人を超える「真心会」として統合され活動してい

る。「真心会」という呼称には、「真実の心を持って生きる事を促す」という願いが込めら

れている。「真心会」の目的は、「相互の親睦、資質の向上をはかり、母校の発展に寄与す

ること」とし、その目的を達成するために昨今の活動として令和 5(2023)年度に同窓会設

立 60 周年記念懇親会を開催し、令和 7(2025)年度には第 2 回「ホームカミングディ」を予

定している。「真心会」は各支部においても活動しており、令和 4(2022)年度に釧路支部で

は「釧路支部設立 35 周年記念外山啓介ピアノリサイタル」を開催し、地域社会へ貢献して

いる。 

以上のことから、「真心会」の活動は、本学の発展及び北海道の地域貢献に大きく寄与し

ている。 

 

2．札幌大谷学園附属音楽教室 

 札幌大谷学園附属音楽教室（以下「音楽教室」という。）は、「学校法人札幌大谷学園 寄

附行為」第 4 条の 2 の収益事業（教育、学習支援業）に則り、開室・運営している。音楽

教室は、札幌大谷大学芸術学部音楽学科と札幌大谷高等学校音楽科の指導者を含む優秀な

指導陣を揃えている。音楽教室は、次の三つの特長がありコースも受講生の年齢等に合わ

せ、基本コースのほか、幼児リトミックコース、特別個人レッスンクラス、読譜&音感ト

レーニングコース等多彩に設定し、年度末の 3 月には 1 年間の学びの総決算として「発表

会」を主催している。 

音楽教室は、ここ数年安定した在籍者（60

人以上）を確保し、毎年度十分な経常利益を

達成しており、北海道における音楽教育の発

展にも大きく寄与している。 

 

3．国際交流事業 

本学の音楽学科は、長年にわたって海外の芸術系大学等と国際交流事業の実績を積み重

ねてきた。短大時代の 1980 年代から、ハンガリーのリスト・フェレンツ音楽芸術大学と

の交流を開始し、平成 4(2002)年には国際交流協定を結んだ。この協定は日本の大学では

第 1 号であり、本学において特別レッスンや演奏会等が継続的に行われている。平成

25(2013)年にはハンガリー国立ペーチ大学とも共同連携協定を締結し、芸術文化の歴史が

深いハンガリーの 2 大学との交流は、本学の芸術活動に大きな影響を与えている。 

  

三つの特長 

1．楽器とソルフェージュが同時に学べる！ 

2．コンサートホールでの発表会がある！ 

3．楽しい音楽講座や鑑賞会！ 
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Ⅵ．法令等の遵守状況一覧 

 

学校教育法 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 83 条 〇 札幌大谷大学 学則第 1 条（目的）に定めている。 1-1 

第 85 条 〇 学則第 4 条（学部及び学科）に定めている。 1-2 

第 87 条 〇 学則第 6 条（修業年限）に定めている。 3-1 

第 88 条 〇 
学則第 7 条（在学年限）及び第 16 条（編入学及び転入学、再入学）

第 1 項、第 2 項に定めている。 
3-1 

第 89 条 － 早期卒業制度を設けていないため、該当なし。 3-1 

第 90 条 〇 
学則第 12 条（入学資格）に定めている。ただし、第 2 項は飛び入

学制度を設けていないため、該当なし。 
2-1 

第 92 条 〇 
学則第 43 条（教職員組織）、第 44 条（学長、副学長及び学部長）

及び学校法人札幌大谷学園 事務組織及び職制規程に定めている。 

3-2 

4-1 

4-2 

第 93 条 〇 
学則第 45 条（教授会）及び札幌大谷大学 教授会規程、札幌大谷

大学 学部教授会規程に定めている。 
4-1 

第 104 条 〇 学則第 30 条（学位の授与）、札幌大谷大学 学位規程に定めている。 3-1 

第 105 条 － 
本学学生以外を対象とした特別の課程を編成していないため、該

当なし。 
3-1 

第 108 条 － 

該当なし。 

（学校法人札幌大谷学園寄附行為第 4 条（設置する学校）に短期

大学部の設置を定めている。） 

2-1 

第 109 条 〇 

学則第 2 条（自己点検・評価）及び札幌大谷大学・札幌大谷大学

短期大学部 自己点検・評価委員会規程に定め、結果は大学ホーム

ページで公表している。 

6-2 

第 113 条 〇 教育研究活動の状況は、大学ホームページで公表している。 3-2 

第 114 条 〇 学校法人札幌大谷学園 事務組織及び職制規程に定めている。 
4-1 

4-3 

第 122 条 〇 
学則第 16 条（編入学及び転入学、再入学）及び札幌大谷大学 編

入学及び転入学規程に定め、学生募集要項に明示している。 
2-1 

第 132 条 〇 
学則第 16 条（編入学及び転入学、再入学）及び札幌大谷大学 編

入学及び転入学規程に定め、学生募集要項に明示している。 
2-1 

 

学校教育法施行規則 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 4 条 〇 第 4 条第 1 項の 1 号～8 号は学則に定めている。9 号については 3-1 
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寄宿舎を設けていないため、該当なし。 

第 2 項及び第 3 項は、通信制の課程及び特別支援学校を設置して

いないため、該当なし。 

3-2 

第 24 条 〇 
学習及び健康の状況を記録した書類を担当部署で作成・管理して

いる。 
3-2 

第 26 条 

第 5 項 
〇 

学則第 55 条（懲戒）、札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 学

生懲戒規程に定めている。 
4-1 

第 28 条 〇 
学校法人札幌大谷学園 文書保存規程により、各担当部署において

備えている。 
3-2 

第 143 条 － 代議員会等を設置していないため、該当なし。 4-1 

第 146 条 － 

科目等履修生及び特別の課程履修生に対し、修得した単位を札幌

大谷大学に入学した後に修得したとみなす制度を設けていないた

め、該当なし。 

3-1 

第 147 条 － 早期卒業制度を設けていないため、該当なし。 3-1 

第 148 条 － 

学校教育法第 87 条第 1 項に定める「特別の専門事項を教授研究す

る学部、夜間において授業を行う学部」を設置していないため、該

当なし。 

3-1 

第 149 条 － 
学校教育法第 89 条に定める 3 年以上の在学で卒業を認定する制

度を設けていないため、該当なし。 
3-1 

第 150 条 〇 学則第 12 条（入学資格）に定めている。 2-1 

第 151 条 － 飛び入学制度を設けていないため、該当なし。 2-1 

第 152 条 － 飛び入学制度を設けていないため、該当なし。 2-1 

第 153 条 － 飛び入学制度を設けていないため、該当なし。 2-1 

第 154 条 － 飛び入学制度を設けていないため、該当なし。 2-1 

第 161 条 〇 
学則第 16 条（編入学及び転入学、再入学）、札幌大谷大学 編入学

及び転入学規程に定めている。 
2-1 

第 162 条 〇 
学則第 16 条（編入学及び転入学、再入学）、札幌大谷大学 編入学

及び転入学規程に定めている。 
2-1 

第 163 条 〇 学則第 9 条（学期）に定めている。 3-2 

第 163 条の 2 〇 
札幌大谷大学 科目等履修生規程第 7 条（単位修得証明書）に定め

ている。 
3-1 

第 164 条 － 特別の課程を編成していないため、該当なし。 3-1 

第 165 条の 2 〇 

ディプロマ・ポリシー（卒業又は修了の認定に関する方針）、カリ

キュラム・ポリシー（教育課程の編成及び実施に関する方針）、ア

ドミッション・ポリシー（入学者の受入れに関する方針）を学科ご

とに定め、大学ホームページで公表している。 

1-2 

2-1 

3-1 

3-2 

6-3 

第 166 条 〇 
学則第 2 条（自己点検・評価）及び札幌大谷大学・札幌大谷大学

短期大学部 自己点検・評価委員会規程に定め、結果は大学ホーム
6-2 
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ページで公表している。 

第 172 条の 2 〇 大学ホームページで教育研究活動等の状況を公表している。 

1-2 

2-1 

3-1 

3-2 

5-1 

第 173 条 〇 学則第 30 条（学位の授与）に定めている。 3-1 

第 178 条 〇 
学則第 16 条（編入学及び転入学、再入学）、札幌大谷大学 編入学

及び転入学規程に定めている。 
2-1 

第 186 条 〇 
学則第 16 条（編入学及び転入学、再入学）、札幌大谷大学 編入学

及び転入学規程に定めている。 
2-1 

 

大学設置基準  

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 1 条 〇 
学校教育法その他の法令等を遵守し、教育研究水準の向上に努め

ている。  

6-2 

6-3 

第 2 条 〇 学則第 1 条（目的）第 2 項に定めている。 
1-1 

1-2 

第 2 条の 2 〇 
札幌大谷大学 入学者選抜規程及び札幌大谷大学・札幌大谷大学短

期大学部 入試委員会規程に基づき、適切に実施している。 
2-1 

第 3 条 〇 
学則第 4 条に学部を定め、各学部には教育研究上、適切な教員組

織、教員数を有している。 
1-2 

第 4 条 〇 
学則第 4 条に学科を定め、各学科には教育研究上、適切な教員組

織、教員数を有している。 
1-2 

第 5 条 〇 教育職員免許状取得に係る教職課程を設置している。 1-2 

第 6 条 － 学部以外の基本組織を設置していないため、該当なし。 

1-2 

3-2 

4-2 

第 7 条 〇 

学則第 43 条（教職員組織）第 2 項（教育職員）に基づき、教育研

究上の目的を達成するために必要な教員等を置き、適切な教職員

組織を編成している。 

2-2 

2-3 

2-4 

3-2 

4-1 

4-2 

4-3 

第 8 条 － 
現時点では教育課程上主要と認める授業科目については専任教員

が担当しているため、該当なし。 

3-2 

4-2 

第 9 条 － 授業を担当していない教員は配置していないため、該当なし。 3-2 
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4-2 

第 10 条 

（旧第 13

条） 

－ 基幹教員の制度に適用できるよう検討中のため、該当なし。 
3-2 

4-2 

第 11 条 〇 
FD・SD 研修会を計画的に実施している。指導補助者については、

該当者がいない。 

3-2 

3-3 

4-2 

4-3 

第 12 条 〇 
札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 学長選考規程第 2 条（学

長選考基準）に定めている。 
4-1 

第 13 条 〇 
札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 教員の採用及び昇格に関

する規程第 4 条（教授の資格）に定めている。 

3-2 

4-2 

第 14 条 〇 
札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 教員の採用及び昇格に関

する規程第 5 条（准教授の資格）に定めている。 

3-2 

4-2 

第 15 条 〇 
札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 教員の採用及び昇格に関

する規程第 6 条（講師の資格）に定めている。 

3-2 

4-2 

第 16 条 〇 
札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 教員の採用及び昇格に関

する規程第 7 条（助教の資格）に定めている。 

3-2 

4-2 

第 17 条 〇 
札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 教員の採用及び昇格に関

する規程第 7 条の 2（助手の資格）に定めている。 

3-2 

4-2 

第 18 条 〇 学則第 4 条（学部及び学科）に定めている。 2-1 

第 19 条 〇 
ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに則り、体系的な

教育課程を編成している。 
3-2 

第 19 条の 2 － 連携開設科目を開設していないため、該当なし。 3-2 

第 20 条 〇 
学則第 23 条（授業科目）及び札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大

学部 履修等規程別表第 1 に定めている。 
3-2 

第 21 条 〇 
学則第 24 条（単位の計算方法）及び学則別表第 1・別表第 2 に定

めている。 
3-1 

第 22 条 〇 学則第 9 条第 3 項に 1 年間の授業期間を定めている。 3-2 

第 23 条 〇 

学則第 9 条第 3 項に定める 35 週にわたる授業期間を前期後期で

実施しているため、どちらの期も 15 週にわたる期間を確保してい

る。 

3-2 

第 24 条 〇 
授業を行う学生数について、教育効果を考慮し適正な人数で行っ

ている。 
2-5 

第 25 条 〇 学則第 23 条の 2（授業の方法）に定めている。 
2-2 

3-2 

第 25 条の 2 〇 
学生へシラバスにより授業科目ごとに明示している。学則第 27 条

（学修の評価）に合格判定基準を定めている。 
3-1 

第 26 条 － 昼夜開講制を設けていないため、該当なし。 3-2 
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第 27 条 〇 
学則第 26 条（単位の授与）及び札幌大谷大学・札幌大谷大学短期

大学部 履修等規程第 11 条（評価対象・単位認定）に定めている。 
3-1 

第 27 条の 2 〇 
札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 履修等規程第 4 条第 4 項

及び第 12 条第 7 項に定め、学生便覧に明示している。 
3-2 

第 27 条の 3 － 連携開設科目を設置していないため、該当なし。 3-1 

第 28 条 〇 

学則第 34 条（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）

及び札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 履修等規程第 17 条

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）に定めてい

る。 

3-1 

第 29 条 〇 

学則第 34 条の 2（大学以外の教育施設等における学修）及び札幌

大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 履修等規程第 18 条（大学又

は短期大学以外の教育施設等における学修）に定めている。 

3-1 

第 30 条 〇 

学則第 34 条の 3（入学前の既修得単位等の認定）及び札幌大谷大

学・札幌大谷大学短期大学部 履修等規程第 19 条（入学前の既修

得単位等の認定）に定めている。 

3-1 

第 30 条の 2 〇 
学則第 35 条（長期履修学生）、札幌大谷大学・札幌大谷大学短期

大学部 長期履修学生規程に定めている。 
3-2 

第 31 条 〇 
学則第 49 条（科目等履修生）、札幌大谷大学 科目等履修生規程に

定めている。 

3-1 

3-2 

第 32 条 〇 
学則第 28 条（卒業の要件）及び札幌大谷大学・札幌大谷大学短期

大学部 履修等規程第 4 条第 4 項に定めている。 
3-1 

第 33 条 － 授業時間制をとる場合の特例を設けていないため、該当なし。 3-1 

第 34 条 〇 校地について教育にふさわしい環境を備えている。 2-5 

第 35 条 〇 大学設置基準を満たしている。 2-5 

第 36 条 〇 大学設置基準を満たしている。 2-5 

第 37 条 〇 大学設置基準を満たしている。 2-5 

第 37 条の 2 〇 大学設置基準を満たしている。 2-5 

第 38 条 〇 教育研究上必要な資料、図書館を備え、人員も配置している。 2-5 

第 39 条 － 
大学設置基準第 39 条に掲げる学部又は学科を設置していないた

め、該当なし。 
2-5 

第 39 条の 2 － 薬学に関する学部又は学科を設置していないため、該当なし。 2-5 

第 40 条 〇 学部・学科に必要な機械、器具等を備えている。 2-5 

第 40 条の 2 － 二以上の校地を有していないため、該当なし。 2-5 

第 40 条の 3 〇 必要な経費を確保し、教育研究にふさわしい環境を整備している。 
2-5 

4-4 

第 40 条の 4 〇 大学、学部及び学科の名称は、教育研究上の目的に合致している。 1-1 

第 41 条 － 学部等連係課程実施基本組織を設置していないため、該当なし。 3-2 

第 42 条 － 専門職学科を設置していないため、該当なし。 1-2 

第 42 条の 2 － 専門職学科を設置していないため、該当なし。 2-1 
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第 42 条の 3 － 専門職学科を設置していないため、該当なし。 4-2 

第 42 条の 4 － 専門職学科を設置していないため、該当なし。 3-2 

第 42 条の 5 － 専門職学科を設置していないため、該当なし。 4-1 

第 42 条の 6 － 専門職学科を設置していないため、該当なし。 3-2 

第 42 条の 7 － 専門職学科を設置していないため、該当なし。 2-5 

第 42 条の 8 － 専門職学科を設置していないため、該当なし。 3-1 

第 42 条の 9 － 専門職学科を設置していないため、該当なし。 3-1 

第 42 条の 10 － 専門職学科を設置していないため、該当なし。 2-5 

第 43 条 － 共同教育課程を編成していないため、該当なし。 3-2 

第 44 条 － 共同教育課程を編成していないため、該当なし。 3-1 

第 45 条 － 共同学科を設置していないため、該当なし。 3-1 

第 46 条 － 共同学科を設置していないため、該当なし。 
3-2 

4-2 

第 47 条 － 共同学科を設置していないため、該当なし。 2-5 

第 48 条 － 共同学科を設置していないため、該当なし。 2-5 

第 49 条 － 共同学科を設置していないため、該当なし。 2-5 

第 49 条の 2 － 工学に関する学部を設置していないため、該当なし。 3-2 

第 49 条の 3 － 工学に関する学部を設置していないため、該当なし。 4-2 

第 49 条の 4 － 工学に関する学部を設置していないため、該当なし。 4-2 

第 58 条 － 外国に学部・学科を設けていないため、該当なし。 1-2 

第 59 条 － 大学院を設けていないため、該当なし。 2-5 

第 61 条 － 新たに大学や薬学に関する課程を設置しないため、該当なし。 

2-5 

3-2 

4-2 

 

学位規則 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 2 条 〇 

学則第 28 条に卒業の要件を規定し、第 30 条に学位の授与を定め

ている。札幌大谷大学 学位規程第 2 条に学位授与の要件を規定し、

第 3 条に学位の授与を定めている。 

3-1 

第 10 条 〇 学則第 30 条（学位の授与）に定めている。 3-1 

第 10 条の 2 － 共同教育課程を編成していないため、該当なし。 3-1 

第 13 条 〇 

学則第 30 条（学位の授与）、札幌大谷大学 学位規程及び札幌大谷

大学・札幌大谷大学短期大学部 履修等規程に定め、適正に運用し

ている。学則を改正した場合は、文部科学大臣に報告している。 

3-1 

 

私立学校法 

 遵守 遵守状況の説明 該当 
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状況 基準項目 

第 24 条 〇 学校法人の責務は、私立学校法に則る。 5-1 

第 26 条の 2 〇 特別の利益供与の禁止は、私立学校法に則る。 5-1 

第 33 条の 2 〇 
寄附行為第 34 条（財産目録などの備付け及び閲覧）に定めている。

なお、寄附行為は大学ホームページにおいて公開している。 
5-1 

第 35 条 〇 寄附行為第 5 条（役員）に定めている。 
5-2 

5-3 

第 35 条の 2 〇 
寄附行為第 16 条（業務の決定の委任）及び寄附行為実施規則第 3

条（業務決定の権限）に定めている。 

5-2 

5-3 

第 36 条 〇 寄附行為第 15 条（理事会）に定めている。 5-2 

第 37 条 〇 

寄附行為第 11 条（理事長の職務）、第 11 条の 2（常務理事の職務）、

第 13 条（理事長職務の代理等）、第 14 条（監事の職務）に定めて

いる。 

5-2 

5-3 

第 38 条 〇 
寄附行為第 6 条（理事の選任）、第 7 条（監事の選任）、第 10 条（役

員の解任及び退任）に定めている。 
5-2 

第 39 条 〇 寄附行為第 7 条（監事の選任）に定めている。 5-2 

第 40 条 〇 寄附行為第 9 条（役員の補充）に定めている。 5-2 

第 41 条 〇 寄附行為第 18 条（評議員会）に定めている。 5-3 

第 42 条 〇 寄附行為第 20 条（諮問事項）に定めている。 5-3 

第 43 条 〇 寄附行為第 21 条（評議員会の意見具申等）に定めている。 5-3 

第 44 条 〇 寄附行為第 22 条（評議員の選任）に定めている。 5-3 

第 44 条の 2 〇 役員の学校法人に対する損害賠償責任は、私立学校法に則る。 
5-2 

5-3 

第 44 条の 3 〇 役員の第三者に対する損害賠償責任は、私立学校法に則る。 
5-2 

5-3 

第 44 条の 4 〇 役員の連帯責任は、私立学校法に則る。 
5-2 

5-3 

第 44 条の 5 〇 一般社団・財団法人法の規定の準用は、私立学校法に則る。 
5-2 

5-3 

第 45 条 〇 寄附行為第 42 条（寄附行為の変更）に定めている。 5-1 

第 45 条の 2 〇 
寄附行為第 31 条（予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画）

に定めている。 

1-2 

5-4 

6-3 

第 46 条 〇 寄附行為第 33 条（決算及び実績の報告）に定めている。 5-3 

第 47 条 〇 寄附行為第 34 条（財産目録等の備付け及び閲覧）に定めている。 5-1 

第 48 条 〇 
寄附行為第 36 条（役員の報酬）に基づき、「学校法人札幌大谷学園 

役員の報酬等に関する規則」に定めている。 

5-2 

5-3 

第 49 条 〇 寄附行為第 38 条（会計年度）に定めている。 5-1 

第 63 条の 2 〇 寄附行為第 35 条（情報の公表）に定めている。 5-1 
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学校教育法（大学院関係） 「該当なし」 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 99 条   1-1 

第 100 条   1-2 

第 102 条   2-1 

 

学校教育法施行規則（大学院関係） 「該当なし」 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 155 条   2-1 

第 156 条   2-1 

第 157 条   2-1 

第 158 条   2-1 

第 159 条   2-1 

第 160 条   2-1 

 

大学院設置基準 「該当なし」 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 1 条   
6-2 

6-3 

第 1 条の 2   
1-1 

1-2 

第 1 条の 3   2-1 

第 2 条   1-2 

第 2 条の 2   1-2 

第 3 条   1-2 

第 4 条   1-2 

第 5 条   1-2 

第 6 条   1-2 

第 7 条   1-2 

第 7 条の 2   

1-2 

3-2 

4-2 

第 7 条の 3   

1-2 

3-2 

4-2 
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第 8 条   

2-2 

2-3 

2-4 

3-2 

4-1 

4-2 

4-3 

第 9 条   
3-2 

4-2 

第 9 条の 3   

3-2 

3-3 

4-2 

4-3 

第 10 条   2-1 

第 11 条   3-2 

第 12 条   
2-2 

3-2 

第 13 条   
2-2 

3-2 

第 14 条   3-2 

第 14 条の 2   3-1 

第 15 条   

2-2 

2-5 

3-1 

3-2 

第 16 条   3-1 

第 17 条   3-1 

第 19 条   2-5 

第 20 条   2-5 

第 21 条   2-5 

第 22 条   2-5 

第 22 条の 2   2-5 

第 22 条の 3 
  

2-5 

4-4 

第 22 条の 4   1-1 

第 23 条   
1-1 

1-2 

第 24 条   2-5 

第 25 条   3-2 
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第 26 条   3-2 

第 27 条   
3-2 

4-2 

第 28 条   

2-2 

3-1 

3-2 

第 29 条   2-5 

第 30 条   
2-2 

3-2 

第 30 条の 2   3-2 

第 31 条   3-2 

第 32 条   3-1 

第 33 条   3-1 

第 34 条   2-5 

第 34 条の 2   3-2 

第 34 条の 3   4-2 

第 42 条   2-3 

第 43 条   2-4 

第 45 条   1-2 

第 46 条   
2-5 

4-2 

 

専門職大学院設置基準 「該当なし」 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 1 条   
6-2 

6-3 

第 2 条   1-2 

第 3 条   3-1 

第 4 条   
3-2 

4-2 

第 5 条   
3-2 

4-2 

第 5 条の 2   

3-2 

3-3 

4-2 

第 6 条   3-2 

第 6 条の 2   3-2 

第 6 条の 3   3-2 
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第 7 条   2-5 

第 8 条   
2-2 

3-2 

第 9 条   
2-2 

3-2 

第 10 条   3-1 

第 11 条   3-2 

第 12 条   3-1 

第 13 条   3-1 

第 14 条   3-1 

第 15 条   3-1 

第 16 条   3-1 

第 17 条   

1-2 

2-2 

2-5 

3-2 

4-2 

4-3 

第 18 条   

1-2 

3-1 

3-2 

第 19 条   2-1 

第 20 条   2-1 

第 21 条   3-1 

第 22 条   3-1 

第 23 条   3-1 

第 24 条   3-1 

第 25 条   3-1 

第 26 条   

1-2 

3-1 

3-2 

第 27 条   3-1 

第 28 条   3-1 

第 29 条   3-1 

第 30 条   3-1 

第 31 条   3-2 

第 32 条   3-2 

第 33 条   3-1 

第 34 条   3-1 
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第 42 条   
6-2 

6-3 

 

学位規則（大学院関係） 「該当なし」 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 3 条   3-1 

第 4 条   3-1 

第 5 条   3-1 

第 12 条   3-1 

 

大学通信教育設置基準 「該当なし」 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 1 条   
6-2 

6-3 

第 2 条   3-2 

第 3 条   
2-2 

3-2 

第 4 条   3-2 

第 5 条   3-1 

第 6 条   3-1 

第 7 条   3-1 

第 8 条   
3-2 

4-2 

第 9 条   2-5 

第 10 条   2-5 

第 11 条   
2-2 

3-2 

第 13 条   
6-2 

6-3 

※「遵守状況」の欄に、法令等の遵守の状況を「○」「×」で記載し、該当しない場合は「―」で記載するこ

と。 

※「遵守状況の説明」は簡潔に記載すること。 

※大学院等を設置していないなど、組織自体がない場合は、法令名の横に「該当なし」と記載すること。 
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Ⅶ．エビデンス集一覧 

エビデンス集（データ編）一覧 

コード タイトル 備考 

【共通基礎】 認証評価共通基礎データ  

【表 F－1】 理事長名、学長名等  

【表 F－2】 附属校及び併設校、附属機関の概要  

【表 F－3】 外部評価の実施概要  

【表 2－1】 学部、学科別在籍者数（過去 5 年間）  

【表 2－2】 研究科、専攻別在籍者数（過去 3 年間） 該当なし 

【表 2－3】 学部、学科別退学者数及び留年者数の推移（過去 3 年間）  

【表 2－4】 就職相談室等の状況  

【表 2－5】 就職の状況（過去 3 年間）  

【表 2－6】 卒業後の進路先の状況（前年度実績）  

【表 2－7】 大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）（前年度実績）  

【表 2－8】 学生の課外活動への支援状況（前年度実績）  

【表 2－9】 学生相談室、保健室等の状況  

【表 2－10】 附属施設の概要（図書館除く） 該当なし 

【表 2－11】 図書館の開館状況  

【表 2－12】 情報センター等の状況  

【表 3－1】 授業科目の概要  

【表 3－2】 成績評価基準  

【表 3－3】 修得単位状況（前年度実績）  

【表 3－4】 年間履修登録単位数の上限と進級、卒業（修了）要件（単位数）  

【表 4－1】 学部、学科の開設授業科目における専兼比率  

【表 4－2】 職員数と職員構成（正職員・嘱託・パート・派遣別、男女別、年齢別）  

【表 5－1】 財務情報の公表（前年度実績）  

【表 5－2】 事業活動収支計算書関係比率（法人全体のもの）  

【表 5－3】 事業活動収支計算書関係比率（大学単独）  

【表 5－4】 貸借対照表関係比率（法人全体のもの）  

【表 5－5】 要積立額に対する金融資産の状況（法人全体のもの）（過去 5 年間）  

※該当しない項目がある場合は、備考欄に「該当なし」と記載。 
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エビデンス集（資料編）一覧 

基礎資料 

タイトル 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

【資料 F-1】 
寄附行為（紙媒体） 

（001）法人 寄附行為  

【資料 F-2】 

大学案内 

2024 年度大学案内 

2025 年度大学案内 
 

【資料 F-3】 
大学学則、大学院学則（紙媒体） 

（076）大学 学則  

【資料 F-4】 
学生募集要項、入学者選抜要綱 

2024 年度学生募集要項  

【資料 F-5】 
学生便覧 

2024 年度学生便覧  

【資料 F-6】 
事業計画書 

大短 2024 年度事業計画  

【資料 F-7】 
事業報告書 

大短 2023 年度事業報告  

【資料 F-8】 

アクセスマップ、キャンパスマップなど 

アクセスマップ 

キャンパスマップ 
 

【資料 F-9】 
法人及び大学の規定一覧及び規定集（電子データ） 

札幌大谷学園規程集（目次）  

【資料 F-10】 

理事、監事、評議員などの名簿（外部役員・内部役員）及び理事会、評議員会の前年度開催

状況（開催日、開催回数、出席状況など）がわかる資料 

1. 法人 役員等名簿 

2. 法人 令和 5(2023)年度 理事会開催状況 

3. 法人 令和 5(2023)年度 評議員会開催状況 

 

【資料 F-11】 

決算等の計算書類（過去 5 年間）及び監事監査報告書（過去 5 年間） 

1. 計算書類（2019 年度から 2023 年度まで） 

2. 監査報告書（2019 年度から 2023 年度まで） 

3. 独立監査人の監査報告書（2019 年度から 2023 年度まで） 

 

【資料 F-12】 
履修要項、シラバス（電子データ） 

2024 年度シラバス  

【資料 F-13】 
三つのポリシー一覧（策定単位ごと） 

三つのポリシー一覧  

【資料 F-14】 
設置計画履行状況等調査結果への対応状況（直近のもの） 

― 該当なし 

【資料 F-15】 
認証評価で指摘された事項への対応状況（直近のもの） 

― 該当なし 
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基準 1．使命・目的等 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

1-1．使命・目的及び教育目的の設定 

【資料 1-1-1】 （076）大学 学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 1-1-2】 大短 ガバナンスコード  

【資料 1-1-3】 2025 年度大学案内（P.6 学長メッセージから引用） 【資料 F-2】と同じ 

【資料 1-1-4】 合同教授会議事録（2023 年 12 月 20 日審議事項 3）  

【資料 1-1-5】 教育の内部質保証ワーキンググループ議事録  

1-2．使命・目的及び教育目的の反映 

【資料 1-2-1】 2024 年度第 1 回 FD・SD 研修会実施要領  

【資料 1-2-2】 合同教授会議事録（2023 年 4 月 3 日報告事項 2・3）  

【資料 1-2-3】 2024 年度入学式式次第  

【資料 1-2-4】 「初年次教育・情報リテラシー」資料  

【資料 1-2-5】 2023 年度札幌大谷学園花まつり法要実施要領  

【資料 1-2-6】 2023 年度御正忌同朋の会実施要領  

【資料 1-2-7】 （119）大短 各種センター及び委員会内規  

【資料 1-2-8】 （117）大短 大学協議会規程  

【資料 1-2-9】 （115）大短 合同教授会内規  

基準 2．学生 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

2-1．学生の受入れ 

【資料 2-1-1】 2024 年度学生募集要項 【資料 F-4】と同じ 

【資料 2-1-2】 
2024 年度大学案内 

2025 年度大学案内 
【資料 F-2】と同じ 

【資料 2-1-3】 三つのポリシー（札幌大谷大学） 大学ホームページ 

【資料 2-1-4】 三つのポリシー（音楽学科、美術学科、地域社会学科） 大学ホームページ 

【資料 2-1-5】 （141）大学 入学者選抜規程  

【資料 2-1-6】 （143）大学 編入学及び転入学規程  

【資料 2-1-7】 （144）大短 再入学規程  

【資料 2-1-8】 （145）大短 特別指定校措置内規  

【資料 2-1-9】 （123）大短 入試委員会規程  

【資料 2-1-10】 
令和 6(2024)年度 入学者選抜区分別選考方法・出題科目 

令和 6(2024)年度 特待生試験・出題科目 
 

【資料 2-1-11】 （062）法人 高大連携進学準備金支給に関する内規  

【資料 2-1-12】 2024 年度高大連携進学準備金制度案内  

【資料 2-1-13】 （120）大短 入学支援センター規程  

【資料 2-1-14】 2023 年度オープンキャンパス案内  

【資料 2-1-15】 2023 年度出張講義一覧  

2-2．学修支援 

【資料 2-2-1】 （121）大短 学修支援センター規程  

【資料 2-2-2】 「初年次教育・情報リテラシー」資料 【資料 1-2-4】と同じ 

【資料 2-2-3】 学修支援センター会議議事録（2024 年 3 月 6 日協議事項 2）  

【資料 2-2-4】 2023 年度 GPS-Academic と基礎学力確認テストの活用  

【資料 2-2-5】 2023 年度リメディアル教育の実施について（改訂版）  

【資料 2-2-6】 2023 年度アカデミックスキル出席簿  

【資料 2-2-7】 学生相談室による新入学生面談について（報告）  

【資料 2-2-8】 GPA による履修指導後の成績の推移について  
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【資料 2-2-9】 2023 年度後期・2024 年度前期オフィスアワー実施時間帯  

【資料 2-2-10】 （126）大短 障がい学生の受入れ及び支援に関する基本方針  

【資料 2-2-11】 （127）大短 アクセシビリティ推進委員会規程  

【資料 2-2-12】 （158）大短 長期履修学生規程  

【資料 2-2-13】 2024 年度 1 年生、2 年生科目 ディプロマ・ポリシー確認表  

【資料 2-2-14】 DP チャートの集計とまとめについて  

【資料 2-2-15】 2024 年度学生便覧 IX. 大短 副専攻（マイナープログラム）  

【資料 2-2-16】 2024 年度教職課程履修の手引き  

2-3．キャリア支援 

【資料 2-3-1】 （122）大短 キャリア支援センター規程  

【資料 2-3-2】 2023 年度キャリア科目シラバス（大学）  

【資料 2-3-3】 2023 年度札幌大谷キャリア支援プログラム一覧  

【資料 2-3-4】 
2023 年度・2024 年度札幌大谷キャリア支援プログラムシラバ

ス 
 

【資料 2-3-5】 令和 5(2023)年度キャリア支援講座等開催一覧  

【資料 2-3-6】 
令和 5(2023)年度 北海道商工会議所連合会主催大学訪問ツア

ー参加企業リスト（札幌大谷大学） 
 

【資料 2-3-7】 令和 5(2023)年度キャリア支援センター面談件数  

【資料 2-3-8】 進路登録カード（大学）  

【資料 2-3-9】 学生ポータルサイト「キャリア支援（4 年生向け情報）」画面  

【資料 2-3-10】 ハローワーク就職相談の日案内  

【資料 2-3-11】 卒業生への就職支援 大学ホームページ 

2-4．学生サービス 

【資料 2-4-1】 （124）大短 学生支援委員会規程  

【資料 2-4-2】 学生サポート 大学ホームページ 

【資料 2-4-3】 2023 年度学生との面談について（6 月・12 月）  

【資料 2-4-4】 学科別学費・奨学金情報 大学ホームページ 

【資料 2-4-5】 （189）大短 教育後援会 奨学金規程  

【資料 2-4-6】 学生生活支援（経済的支援）に関する相談窓口について 大学ホームページ 

【資料 2-4-7】 （184）大短 学生自治会 会則  

【資料 2-4-8】 （185）大短 学生自治会 クラブ・同好会細則  

【資料 2-4-9】 
（186）大短 学生自治会 課外活動を行う団体の部（クラブ）

への活動費助成に関する内規 
 

【資料 2-4-10】 （187）大短 教育後援会 会則  

【資料 2-4-11】 （188）大短 教育後援会 課外活動褒賞規程  

【資料 2-4-12】 （015）法人 ハラスメントの防止等に関する規程  

【資料 2-4-13】 学生ポータルサイト（ホーム画面）  

【資料 2-4-14】 
2023 年度 FD・SD 研修会資料「大学における多様な性の理解

と対応」 
 

2-5．学修環境の整備 

【資料 2-5-1】 図書館案内動画 図書館ホームページ 

【資料 2-5-2】 施設紹介 大学ホームページ 

【資料 2-5-3】 （135）大短 情報環境委員会規程  

【資料 2-5-4】 （021）法人 情報センター規程  

【資料 2-5-5】 学内情報サービスサイト  

【資料 2-5-6】 （136）大短 情報セキュリティポリシー  

【資料 2-5-7】 （137）大短 情報セキュリティ規程  

【資料 2-5-8】 （138）大短 クラウドストレージ利用ガイドライン  

【資料 2-5-9】 2023 年度前期・後期時間割クラス分け表  



札幌大谷大学 

108 

2-6．学生の意見・要望への対応 

【資料 2-6-1】 
「2023 年度ディプロマ・ポリシー達成度・学修行動調査」集計

結果 
 

【資料 2-6-2】 
アセスメントテストの分析（音楽学科・美術学科・地域社会学

科） 
 

【資料 2-6-3】 学生サポート 【資料 2-4-2】と同じ 

【資料 2-6-4】 「学生相談総合窓口」（2023 年度結果報告）  

【資料 2-6-5】 学科別学費・奨学金情報 大学ホームページ 

【資料 2-6-6】 2023 年度 大短 保護者懇談会報告  

【資料 2-6-7】 「2023 年度学生生活実態調査」集計結果  

【資料 2-6-8】 「2023 年度学生生活実態調査」自由記述への回答  

基準 3．教育課程 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

3-1．単位認定、卒業認定、修了認定 

【資料 3-1-1】 「初年次教育・情報リテラシー」資料 【資料 1-2-4】と同じ 

【資料 3-1-2】 三つのポリシー 【資料 2-1-4】と同じ 

【資料 3-1-3】 
2024 年度大学案内 

2025 年度大学案内 
【資料 F-2】と同じ 

【資料 3-1-4】 （076）大学 学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 3-1-5】 （146）大短 履修等規程  

【資料 3-1-6】 2024 年度学生便覧 III-1. 学修に関する留意事項 【資料 F-5】と同じ 

【資料 3-1-7】 （143）大学 編入学及び転入学規程 【資料 2-1-6】と同じ 

3-2．教育課程及び教授方法 

【資料 3-2-1】 三つのポリシー 【資料 2-1-4】と同じ 

【資料 3-2-2】 
2024 年度大学案内 

2025 年度大学案内 
【資料 F-2】と同じ 

【資料 3-2-3】 カリキュラム・ツリー（音楽学科・美術学科・地域社会学科）  

【資料 3-2-4】 履修モデル（学生便覧より抜粋）  

【資料 3-2-5】 主要授業科目の概要  

【資料 3-2-6】 シラバス作成の留意事項  

【資料 3-2-7】 2024 年度シラバスの記載内容の確認について（依頼）  

【資料 3-2-8】 2024 年度学生便覧 III-1. 学修に関する留意事項 【資料 F-5】と同じ 

【資料 3-2-9】 （121）大短 学修支援センター規程 【資料 2-2-1】と同じ 

【資料 3-2-10】 音の輪コンサート案内  

【資料 3-2-11】 （133）大短 FD・SD 委員会規程  

【資料 3-2-12】 
大短 FD・SD 研修会資料「2022 年度後期授業アンケートの

結果から」 
 

【資料 3-2-13】 Campus-Xs「ポータル利用 簡易操作マニュアル（学生編）」  

3-3．学修成果の点検・評価 

【資料 3-3-1】 アセスメント・プラン 大学ホームページ 

【資料 3-3-2】 アセスメント・プラン評価の具体的な運用  

【資料 3-3-3】 
「2023 年度ディプロマ・ポリシー達成度・学修行動調査」集計

結果 
【資料 2-6-1】と同じ 

【資料 3-3-4】 DP チャートの集計とまとめについて 【資料 2-2-14】と同じ 

【資料 3-3-5】 GPA による履修指導後の成績の推移について 【資料 2-2-8】と同じ 

【資料 3-3-6】 2024 年度シラバス作成のガイドライン  

【資料 3-3-7】 
大短 FD・SD 研修会資料「2022 年度後期授業アンケートの

結果から」 
【資料 3-2-12】と同じ 
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【資料 3-3-8】 
2023 年度 大学 卒業生のキャリア・就職等に関するアンケ

ート（芸術学部・社会学部）結果報告 
 

【資料 3-3-9】 
2023 年度 大学 卒業生の就職先アンケート（芸術学部・社会

学部）結果報告 
 

【資料 3-3-10】 2023 年度 GPS-Academic 報告（抜粋）  

【資料 3-3-11】 
アセスメントテストの分析（音楽学科・美術学科・地域社会学

科） 
【資料 2-6-2】と同じ 

【資料 3-3-12】 2023 年度アセスメントテストの分析結果を受けて  

基準 4．教員・職員 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

4-1．教学マネジメントの機能性 

【資料 4-1-1】 （076）大学 学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 4-1-2】 （002）法人 寄附行為実施規則  

【資料 4-1-3】 （112）大学 教授会規程  

【資料 4-1-4】 （115）大短 合同教授会内規 【資料 1-2-9】と同じ 

【資料 4-1-5】 （117）大短 大学協議会規程 【資料 1-2-8】と同じ 

【資料 4-1-6】 （118）大短 内部質保証会議規程  

【資料 4-1-7】 （132）大短 自己点検・評価委員会規程  

【資料 4-1-8】 （123）大短 入試委員会規程 【資料 2-1-9】と同じ 

【資料 4-1-9】 （010）法人 事務組織及び職制規程  

【資料 4-1-10】 FACTBOOK（2019～2023）  

【資料 4-1-11】 （119）大短 各種センター及び委員会内規 【資料 1-2-7】と同じ 

【資料 4-1-12】 （079）大短 副学長規程  

【資料 4-1-13】 （113）大学 学部教授会規程  

【資料 4-1-14】 
（116）大短 学長が定める教授会及び学部教授会の審議事項 

に関する内規 
 

【資料 4-1-15】 （168）大短 学生懲戒規程  

【資料 4-1-16】 （022）法人 就業規則  

【資料 4-1-17】 （120）大短 入学支援センター規程 【資料 2-1-13】と同じ 

【資料 4-1-18】 （121）大短 学修支援センター規程 【資料 2-2-1】と同じ 

【資料 4-1-19】 （122）大短 キャリア支援センター規程 【資料 2-3-1】と同じ 

【資料 4-1-20】 大短 令和 6（2024）年度 各種センター及び委員会等の名簿  

【資料 4-1-21】 （138）大短 クラウドストレージ利用ガイドライン 【資料 2-5-8】と同じ 

4-2．教員の配置・職能開発等 

【資料 4-2-1】 （031）大短 教員の採用及び昇格に関する規程  

【資料 4-2-2】 （133）大短 FD・SD 委員会規程 【資料 3-2-11】と同じ 

4-3．職員の研修 

【資料 4-3-1】 （133）大短 FD・SD 委員会規程 【資料 3-2-11】と同じ 

【資料 4-3-2】 （134）大短 スタッフ・ディベロップメント（SD）規程  

【資料 4-3-3】 （138）大短 クラウドストレージ利用ガイドライン 【資料 2-5-8】と同じ 

4-4．研究支援 

【資料 4-4-1】 本学刊行物一覧 図書館ホームページ 

【資料 4-4-2】 機関リポジトリ 図書館ホームページ 

【資料 4-4-3】 （128）大短 図書委員会規程  

【資料 4-4-4】 （097）大短 紀要編集規程  

【資料 4-4-5】 （104）大短 学術研究活動に関する行動規範  

【資料 4-4-6】 （105）大短 競争的研究費等に関する行動規範  

【資料 4-4-7】 
（109）大短 競争的研究費等に関する不正防止対策の基本       

方針 
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【資料 4-4-8】 （106）大短 競争的研究費等に関する取扱規程  

【資料 4-4-9】 （107）大短 競争的研究費等に関する取扱要領  

【資料 4-4-10】 （108）大短 競争的研究費等に関する監査要領  

【資料 4-4-11】 （110）大短 競争的研究費等に関する不正防止対策実施要領  

【資料 4-4-12】 （111）大短 競争的研究費等に関する不正防止計画  

【資料 4-4-13】 （102）大短 研究倫理委員会規程  

【資料 4-4-14】 （101）大短 研究費取扱内規  

【資料 4-4-15】 （129）大短 社会連携センター規程  

基準 5．経営・管理と財務 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

5-1．経営の規律と誠実性 

【資料 5-1-1】 （001）法人 寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 5-1-2】 （002）法人 寄附行為実施規則 【資料 4-1-2】と同じ 

【資料 5-1-3】 （022）法人 就業規則 【資料 4-1-16】と同じ 

【資料 5-1-4】 （052）法人 経理規程  

【資料 5-1-5】 （014）法人 公益通報者の保護に関する規則  

【資料 5-1-6】 情報公開 大学ホームページ 

【資料 5-1-7】 
大短 ガバナンス・コード及びガバナンス・コードの適合（遵

守）状況点検表 
 

【資料 5-1-8】 法人 中長期計画 グランドデザイン  

【資料 5-1-9】 法人 中長期計画 経営改善計画等  

【資料 5-1-10】 （015）法人 ハラスメントの防止等に関する規程 【資料 2-4-12】と同じ 

【資料 5-1-11】 （016）大短 ハラスメントに関するガイドライン  

【資料 5-1-12】 （012）法人 危機管理規程  

【資料 5-1-13】 （051）法人 消防計画  

【資料 5-1-14】 （017）法人 衛生委員会規程  

【資料 5-1-15】 法人 安全衛生・危機管理マニュアル  

【資料 5-1-16】 （018）法人 ストレスチェック実施規程  

5-2．理事会の機能 

【資料 5-2-1】 （001）法人 寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 5-2-2】 （034）法人 管理職員の定年・任期に関する規程  

【資料 5-2-3】 法人 役員名簿（2024 年 4 月 1 日現在） 【資料 F-10】と同じ 

【資料 5-2-4】 法人 理事会における業務決定の権限  

【資料 5-2-5】 法人 令和 5(2023)年度 理事会出席状況  

【資料 5-2-6】 法人 理事の意思表示を行う書面（委任状）様式  

【資料 5-2-7】 
文部科学省高等教育局私学部私学行政課長発信文書 

（3 高私行第 3 号、令和 3(2021)年 6 月 25 日付） 
 

5-3．管理運営の円滑化と相互チェック 

【資料 5-3-1】 （002）法人 寄附行為実施規則 【資料 4-1-2】と同じ 

【資料 5-3-2】 （006）法人 常務会設置規則  

【資料 5-3-3】 （007）法人 学園連携協議会設置規則  

【資料 5-3-4】 法人 令和 5(2023)年度 各会議体の構成員及び開催頻度  

【資料 5-3-5】 法人 令和 5(2023)年度 評議員会出席状況  

【資料 5-3-6】 （004）法人 監事監査規則  

【資料 5-3-7】 法人 令和 5(2023)年度 監査計画  

【資料 5-3-8】 法人 令和 5(2023)年度 監査報告書 【資料 F-11】と同じ 

【資料 5-3-9】 法人 令和 5(2023)年度 監査中間報告  

【資料 5-3-10】 （013）法人 内部監査規程  
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5-4．財務基盤と収支 

【資料 5-4-1】 法人 中長期計画 グランドデザイン 【資料 5-1-8】と同じ 

【資料 5-4-2】 法人 中長期計画 経営改善計画等 【資料 5-1-9】と同じ 

【資料 5-4-3】 定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分（法人全体）  

【資料 5-4-4】 （019）法人 外部資金獲得委員会規程  

5-5．会計 

【資料 5-5-1】 （001）法人 寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 5-5-2】 （002）法人 寄附行為実施規則 【資料 4-1-2】と同じ 

【資料 5-5-3】 （052）法人 経理規程 【資料 5-1-4】と同じ 

【資料 5-5-4】 （053）法人 経理規程施行細則  

【資料 5-5-5】 （054）法人 物件調達・管理規程  

【資料 5-5-6】 （055）法人 資産運用規程  

【資料 5-5-7】 （056）法人 会計伝票に関する内規  

【資料 5-5-8】 （057）法人 予算執行に関する内規  

【資料 5-5-9】 
（058）法人 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する

事務処理規程 
 

【資料 5-5-10】 （004）法人 監事監査規則 【資料 5-3-6】と同じ 

【資料 5-5-11】 独立監査人の監査報告書 【資料 F-11】と同じ 

基準 6．内部質保証 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

6-1．内部質保証の組織体制 

【資料 6-1-1】 （118）大短 内部質保証会議規程 【資料 4-1-6】と同じ 

【資料 6-1-2】 （132）大短 自己点検・評価委員会規程 【資料 4-1-7】と同じ 

【資料 6-1-3】 大短 内部質保証方針  

6-2．内部質保証のための自己点検・評価 

【資料 6-2-1】 法人 中長期計画 グランドデザイン 【資料 5-1-8】と同じ 

【資料 6-2-2】 大短 2024 年度事業計画 【資料 F-6】と同じ 

【資料 6-2-3】 自己点検・評価委員会議事録（2024 年 1 月 24 日報告事項 2）  

【資料 6-2-4】 自己点検・評価委員会資料 2023 年度事業計画進捗状況  

【資料 6-2-5】 大短 2023 年度事業報告 【資料 F-7】と同じ 

【資料 6-2-6】 自己点検・評価シート  

【資料 6-2-7】 「個人研究費執行計画書」「個人研究成果報告書」様式  

【資料 6-2-8】 教職課程 自己点検・評価報告書 大学ホームページ 

【資料 6-2-9】 FACTBOOK（2019～2023） 【資料 4-1-10】と同じ 

6-3．内部質保証の機能性 

【資料 6-3-1】 入試委員会議事録（2024 年 4 月 10 日その他 1）  

【資料 6-3-2】 2023 年度アセスメントテストの分析結果を受けて 【資料 3-3-12】と同じ 

【資料 6-3-3】 
「2023 年度ディプロマ・ポリシー達成度・学修行動調査」集計

結果 
【資料 2-6-1】と同じ 

【資料 6-3-4】 アセスメント・プラン 【資料 3-3-1】と同じ 

基準 A．社会貢献・地域連携 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

A-1．大学の資源を活用した社会貢献・地域連携活動 

【資料 A-1-1】 
札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部と公益財団法人札幌市

芸術文化財団との連携協力に関する協定書 
 

【資料 A-1-2】 
札幌大谷大学・Kitara 連携事業「パイプオルガン特別講義・大

学公開講座」案内 
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【資料 A-1-3】 アートプログラム 2023 第 1 回オペラ「ドン・カルロ」案内  

【資料 A-1-4】 
大学連携コンサートピアノジョイントコンサート「情熱の鼓

動」案内 
 

【資料 A-1-5】 
北海道教育大学・札幌大谷大学・Kitara 連携事業「若い芽の音

楽会」案内 
 

【資料 A-1-6】 
大学ホームページ掲載資料「美術学科学生の『サツドラ』との

コラボレーションによるデザイン歯ブラシ発売」 
 

【資料 A-1-7】 uniformics（ユニフォーミクス）ロゴマーク関係資料  

【資料 A-1-8】 札幌大谷大学・株式会社フォーバル協定書  

【資料 A-1-9】 
2024 地域社会学科 リカレント教育講座「デジタル・トランス

フォーメーションの基礎知識－今、DX/GDX が必要な理由－」 
大学ホームページ 

【資料 A-1-10】 北海道庁との連携「大麻乱用」「闇バイト」ポスター  

【資料 A-1-11】 札幌市東区との地域連携協定書  

【資料 A-1-12】 「ひがしくハッピー・タッピーコンサート」案内  

【資料 A-1-13】 「ひがしく健康・スポーツまつり 2023」案内  

【資料 A-1-14】 2023 年度さっぽろ村ラジオ「タッピー通信」告知ポスター  

【資料 A-1-15】 蘭越町と札幌大谷大学との連携協力に関する協定書  

【資料 A-1-16】 蘭越マルシェ 2023 案内  

【資料 A-1-17】 2023 年度公開講座案内  

※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。 

 


